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第
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章
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滅
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囲

第
一
節
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準

一
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在

二
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基
準

第
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節
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囲

一
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合
す
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権

二
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債
権
と
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債
権

三
保
証
債
務
と
主
た
る
債
務

四
許
容
行
為
取
消
の
訴
と
中
断

五
応
訴
と
中
断

六
催
告
を
受
け
た
者
の
債
務
調
査
の
た
め
の
猶
予
懇
請

七
消
滅
時
効
完
成
後
の
債
務
承
認

ま
と
め
(
以
上
本
号
〉

第
二
章

消
滅
時
効
中
断
の
範
囲

第
一
節

中
断
の
基
準

問
題
の
所
在

制
度
と
し
て
の
消
滅
時
効
は
そ
の
進
行
を
止
め
得
る
。
中
断
及
び
停
止
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
時
効
の
中
断
で
は
、
当
事
者
の
特
定
の
行
為
が

中
断
事
由
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
行
為
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
争
い
の
生

ま
れ
る
余
地
が
多
い
。
中
断
す
る
か
否
か
、
従
っ
て
、
中
断
の
基
準
が
何
で

あ
る
か
は
、
権
利
者
の
訴
求
可
能
性
を
左
右
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
き
、
学
説
は
も
っ
ぱ
ら
「
裁
判
上
の
請
求
」
(
民
一
四
九
条
)

解
釈
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
時
効
中
断
の
基
準
は
時
効
の
根
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拠
と
密
接
な
結
び
つ
き
を
も
っ
た
め
、
時
効
観
の
対
立
は
こ
の
問
題
に
関
す

る
学
説
の
対
立
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
私
見
で
は
、
法
定
証
拠
(
訴

訟
法
)
説
を
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
説
か
ら
の
中
断
論
に
は
賛

成
し
難
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
従
来
の
実
体
法
説
も
多
元
的
時
効
観
に
基

づ
く
た
め
、
こ
の
説
か
ら
の
中
断
論
に
も
醇
化
を
要
す
る
点
が
あ
る
と
考
え

る
。
判
例
が
漸
次
、
中
断
の
範
囲
を
拡
げ
て
き
て
い
る
今
日
、
消
滅
時
効
中

断
の
範
囲
に
関
す
る
判
断
基
準
な
い
し
判
断
の
枠
組
み
を
設
定
す
る
作
業

t主 t土

零襲
(/)戸4
-~ 寸ー

結に
論与
正え
戸r.‘ムι 長、

げfL
-¥ tこ

中聖
断な
の
課
基 題
準
ι で

尋号
察叫
と

し、L、

も*-
つ ι

てえ
消
滅本
時章
効で

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〕

中
断
の
範
囲
を
函
す
べ
く
、
判
例
の
立
場
と
は
結
論
を
異
に
す
る
こ
と
と
な

る
若
干
の
、
し
か
し
重
要
な
事
案
に
つ
き
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

1

)

ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
、
《
伊
豆
白

HEHV同
g
》
の
翻
訳
で
あ
る
《
己
ロ
・

R
H
r円。
nrcロ
悶
》
(
中
断
〉
と
い
う
用
諮
に
対
し
て
は
、
し
ば
し
ば
異
議

が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
例
え
ば
、
出
口
]
仏
2
・
u
-
m
Z
O
H
S町
民
Mm
仏
2

〈
2
w
r
H
E口町

5
H
Wロ同司
5
F
巳
ロ
g
r出吋同市同ロ
n
r
g
の
2
2
Nゲロ円
yom

E
吋
仏
mE
り
ocgnro
刻。
-nr・
〉
同
口
}
同
・
ゲ
広
岡
出
・
岡
山
・
回
門
「

H
H
ω
-
N
N川町

片
岡
・
に
よ
っ
て
《
肘
5

2由
同
ロ
ロ
間
》
(
更
新
〉
が
推
奨
さ
れ
〈
・
叶
cr♂

ロ
2
〉
口
問
。
B
2ロ
O
叶
巴
-
L
内w
田
口
ocgnroロ
回
出
同
mm円
ZnHH⑦
口
問
問
'

n
r
F
回
仏
・
ロ
国
間
5
0
N
.
呂
町
戸
師
自
〉
ロ
ヨ
・
ロ
叶

(ω-mM∞)一

回
巾
問
。
-
自
由
ロ

p
り
芯

m
2
-
n
z
-
u
r刊
の
巳
窓
口
品
目
白
nrE口
開
会
出
〉
ロ
・

muznym刷

m
Z
O同
区
ロ
門
】
《
目
。
円
〈
2
冨
rHEロ間
ω
ロロ件。同ゲ円四口
rt口
問
噂
「
2
・

-uN日
開
。
同
ト
『
ロ
ユ
丘
町
ロ

m，即日向
c
-
S
F
同
氏
昨
日
。

ω・
ι
コ
コ
吋
cr円
¥
盟
問
問
若
田
ユ
-

〉
口
問
。
白
色
ロ
O円同，
E
-
ι
2
ω
n
r
d司巳
Nozmnr2H

。ZFm
m巴
D
ロぬロ円
0・

nygwNd司
E
R司
出
国
-
5
8門Y
S
A
R
-
申
∞
H
〉
ロ
ヨ

-
H
3
8
5
u
d〈・

回目
B
P
ω
。
rd句。山
N
0
1
2
r
g
o
E
H
官
C
C
ロ
oロ
目
。
z-
〉
--mOEO-ロ
2

H
，
巳
「
昌
宏
・

ω・
KGω

に
よ
っ
て
《
〉
r
r
z
n
y》
(
断
絶
)
が
好
ま
し

い
と
さ
れ
た
。
《
C
口
同
拍
手
B
n
r
cロ
開
》
が
用
語
と
し
て
不
適
当
で
あ
る

こ
と
の
理
由
は
、
消
滅
時
効
の
進
行
は
停
止
(
図
。
B
B
E口
問
)
の
場
合

に
も
中
断
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
《
C
E
m
H
σ
H
o
n
r
E口
町
》
は
そ
れ
ま
で
に

経
過
し
た
時
間
の
法
的
意
味
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
時

効
期
間
の
計
算
に
あ
た
り
算
入
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
に
あ
る
(
出
え
己
B
田口
P

同・田・

0
・・

ω・
6
0
こ
れ
に
対
し
、
ス
ピ
ロ

l
は
、
《
〉
r
r
z
n
y》
で
は

《
C
E
R
Z
2
7
5間
》
と
異
な
り
消
滅
時
効
が
新
た
に
進
行
を
開
始
す

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、
《
何
時
ロ
2
2己
口
開
》
で
は
新
た
に
進
行
を

開
始
す
る
と
い
う
こ
と
は
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
迄
の
時
の
経
過
が
意

味
を
失
う
と
い
う
効
果
自
体
は
表
わ
さ
な
い
と
し
て
、
結
局
、
従
来
慣
用

さ
れ
て
き
た
《
C
E
2
r吋
巾
ロ
ゲ
ロ
ロ
間
》
の
放
棄
を
正
当
な
ら
し
め
る
よ
う

な
用
語
に
は
未
だ
に
欠
け
て
い
る
と
す
る

(ω
吉岡
0・
U
5
F
u間
B
R
E
E

口
問
司
己
〈
巳
民
問
2
7
g
仏口同口
F
〈
o己
記
ロ
ロ
ロ
由
宇
〈
え
唱
町

rc口
問
中
ロ
ロ
L

司
己
丘
町
H
E
g
-
切仏

H・
5
a
-
ω
-
N∞
印
〉
ロ
日
・
日
・
な
お
、
本
書
に

つ
い
て
は
出
回
宮
島
色
色
(
本
稿
第
一
章
第
二
節
三
注
(

1

)

参
照
)
、

沢
田
ユ
出

Zσ
ロ
B
a
d一
円
に
よ
る
紹
介
(
河
内
同
r
m
r
N念
宮
口
Y
ユ
た
町
田
円
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国
己
凹
-
出
国
内
同
町

m
n
r巾
由
巳
ロ
b
H
D
Z
w
『
口
問

t
o口
問
]
め
印
可
岡
山
ぐ
白
丹
円
。
ロ
ゲ
デ
品
仏
¥
]
「
]
巴
∞

c・

ω・
H

由
(
}
片
岡
・
)
が
あ
る
)
。

(

2

)

「
人
か
ら
人
へ
、
物
か
ら
物
ヘ
、
貴
か
ら
金
へ
は
中
断
は
為
さ
る
る

こ

と

な

し

(

ロ

。

口

同

X
Z
Z円
EHVHZ
色
。
旬
開
同
由
。
口
同
国
門
目
安
山
田
D
口
白
ヨ

ロ

2

P

B

邑

5
5
5
n
色
。

ρロ
自
民

SHO
包
内
山
口
自
色

S
Z
B
)」

と
い
う
原
則
(
法
定
中
断
の
相
対
性
)
は

(ω
立同
9
ω
ω
・
9
・
ω
ω
8

〉
ロ

B
-
H
に
よ
る
と
、
通
常
、
法
諺
と
し
て
出
典
を
開
明
ら
か
に
す
る
こ

と
な
く
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
)
、
中
断
の
範
聞
に
関
す
る
問
題
の

出
発
点
を
与
え
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
自
体
か
ら
中
断
の
基
準
が
明
ら
か

と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
原
因
殴
士
ロ
『
日
本
民
法
典
の
史
的
素

描
』
(
昭
和
二
九
年
〉
七
九
頁
以
下
参
照
。

消
滅
時
効
中
断
の
基
準

あ
る
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
当
該
債
権
の
消
滅
時
効
が
中
断
さ
れ
る
か

否
か
は
、
中
断
の
基
準
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
中
断
の
基
準

は
、
法
の
中
断
事
由
と
し
て
掲
げ
る
も
の
が
何
ゆ
え
消
滅
時
効
の
進
行
を
中

断
す
る
の
か
を
、
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
か
ら
解
き
明
か
す
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
正
し
く
抽
出
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

民
法
一
四
七
条
は
、
時
効
の
中
断
事
由
と
し
て
、
ハ
門
請
求
、
白
差
押
え
、

仮
差
押
え
叉
は
仮
処
分
、
国
承
認
、
を
挙
げ
る
。
付
・

0
は
債
権
者
の
側
の

権
利
主
張
形
式
、
白
は
債
務
者
の
側
の
債
務
承
認
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

中
断
事
由
は
形
相
を
異
に
す
る
二
つ
の
形
式
か
ら
成
り
、
従
っ
て
、
中
断
の

基
準
も
こ
の
ご
つ
の
中
断
形
式
に
対
応
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

消
滅
時
効
制
度
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
要
請
、
即
ち
、
債
務
者
と
い
え
ど

も
い
つ
ま
で
も
履
行
を
強
制
さ
れ
る
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
の
要
請
と
、
債
務
は
履
行
さ
る
べ
し
と
の
要
請
の
調
和
を
闘
っ
た
制

度
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
後
述
の
如
く
前
者
に
対
応
し
て
権
利
主

張
形
式
に
よ
る
中
断
の
基
準
が
、
ま
た
後
者
に
対
応
し
て
債
務
承
認
形
式
に

よ
る
中
断
の
基
準
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

付

権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
の
基
準

」
こ
で
は
、

判
例
・
学
説
上
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
裁
判
上
の
請
求
」

(
民
一
四
九
条
〉
に
つ
い
て
考
え
る
。

(1) 

学
説
は

ω判
決
効
に
結
び
つ
け
る
も
の
と
、
川
そ
う
で
な
い

学
説

も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。

ω時
効
中
断
の
範
閤
は
判
決
の
既
判
力
の
及
ぶ
範
囲
に
一
致
す
べ
し
と
い

う
見
解
は
、
山
田
正
三
博
士
を
は
じ
め
と
し
て
根
強
く
主
張
さ
れ
続
け
て
き

日
戸
こ
の
見
解
は
、
中
断
効
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
当
該
権
利
の
存
在
が

公
権
的
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、

中
断
事
由
と
し
て
の

「
裁
判
上
の
請
求
」
と
は
既
判
力
に
よ
っ
て
当
該
権
利
の
存
在
が
確
定
さ
れ

る
場
合
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
当
該
権
利
が
「
訴
訟
物
」
で
あ
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
、
中
断
は
訴
訟
係
属
(
権
利
拘
束
〉
の
従
た
る
効
力
で
あ
る
と
し

北法31(2・402)802



時
効
制
度
の
根
拠
を
法
定
証
拠
の
確
立
に
求
め
る
考
え
を
前
提
と
す
る
も
の

が
多
い
。
な
お
近
時
、
石
田
穣
助
教
授
に
よ
っ
て
既
判
力
の
及
ぶ
範
囲
を
超

え
て
中
断
効
を
認
め
る
場
合
の
基
準
と
し
て
、
当
該
の
権
利
関
係
が
争
点
効

を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が

有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
時
効
中
断
の
範
囲
を
訴
訟
物
↓
既
判
力

-
時
効
中
断
、
お
よ
び
、
攻
撃
防
御
方
法
↓
争
点
効
↓
時
効
中
断
と
い
う
明

確
な
基
準
で
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

川
山
既
判
力
を
基
準
と
す
べ
し
と
す
る
説
に
対
し
、
我
妻
博
士
は
「
時
効
は

権
利
の
上
に
眠
れ
る
者
の
保
護
を
拒
絶
し
て
社
会
の
、
氷
続
せ
る
状
態
を
安
定

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

せ
し
め
ん
と
す
る
こ
と
に
そ
の
第
一
次
的
存
在
理
由
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
、
中
断
は
こ
の
権
利
の
上
に
眠
れ
る
状
態
を
破
る
事
実
の
発
生
で
あ
る
」

か
ら
、
「
権
利
者
側
よ
り
す
る
時
効
中
断
の
本
質
は
飽
く
ま
で
権
利
者
が
権

利
の
存
在
を
意
識
し
て
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
に
在

る
」
と
し
て
、
「
権
利
の
存
在
が
既
判
力
に
よ
っ
て
確
保
せ
ら
れ
る
こ
と
に
中

断
事
由
の
本
質
を
求
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

権
利
行
使
の
明
確
性
の
要
請
か
ら
、
時
効
中
断
の
た
め
に
は
一
定
の
(
訴
訟

上
の
)
形
式
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
両
者
の
対
立
は
権
利
確
定
説
(
訴

訟
物
説
)
と
権
利
行
使
説
(
権
利
実
行
説
、
権
利
主
張
説
)
の
名
で
呼
ば
れ

る。

州
出
判
例
の
推
移
と
そ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
数
の
論

稿
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な
判
例
の
み
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
足
跡

判
例

を
た
ど
る
こ
と
と
す
る
。

方
か判
ら例
所は
有当
権初

票所
訴 JZ
さ E
l 基
提 つ
起 く
さ
L 明
代渡
請

当
求
撃の
主催
ift'告
りを
口
し
頭中

義語
期そ
日の
に相
お手

い
て
所
有
者
た
る
こ
と
を
理
由
に
相
手
方
の
主
張
を
争
っ
た
こ
と
が
、
「
裁

判
上
の
誇
求
」
と
し
て
相
手
方
の
取
得
時
効
の
中
断
事
由
と
な
る
か
と
い
う

点
に
つ
き
、
「
民
法
第
一
白
四
十
九
条
-
一
所
謂
裁
判
上
ノ
請
求
ハ
訴
ノ
提
起
ヲ

謂
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
原
告
ノ
主
張
ニ
対
ス
ル
単
純
ノ
抗
弁
ノ
如
キ
ハ
之
ニ
包

合
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
原
審
カ
之
ヲ
以
テ
時
効
中
断
ノ
事
由
タ
ル
裁
判
上
ノ
請

求
ト
為
シ
タ
ル
ハ
失
当
ナ
ル
モ
:
:
:
」
と
厳
格
に
解
し
た
(
①
大
判
大
正
九

年
九
月
二
九
日
民
録
二
六
輯
一
四
一
ニ
一
頁
)
。

従
っ
て
、

債
務
者
の
提
起
す

る
債
務
不
存
在
確
認
の
訴
に
お
い
て
、
債
権
者
が
こ
れ
に
応
訴
し
て
勝
訴
し

て
も
こ
の
債
権
者
の
た
め
に
消
滅
時
効
は
中
断
せ
ず
と
の
見
解
に
立
ち
(
@

大
判
大
正
一
一
年
四
月
一
四
日
民
集
一
巻
五
号
一
八
七
頁
〉
、

以
後
十
数
年

に
わ
た
っ
て
こ
の
立
場
を
踏
襲
し
続
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
大
正
一
一
年
判

決
は
前
記
山
田
・
我
妻
両
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
こ
方
面
か
ら
の
批
判
を
浴

び
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
か
、
昭
和
一
四
年
に
い
た
っ
て
判
例
を
変
更
し
た
。

即
ち
、
債
務
不
存
在
確
認
訴
訟
に
応
訴
し
て
被
告
(
債
権
者
)
勝
訴
の
判
決
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が
あ
っ
た
場
合
に
つ
き
中
断
効
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
ハ
③
大
ハ
連
〉
判
昭
和

一
四
年
三
月
二
二
日
民
集
一
八
巻
四
号
二
三
入
頁
)
。
つ
い
で
、
大
審
院
は

請
求
異
議
訴
訟
に
お
い
て
も
こ
の
理
を
認
め
た
。
即
ち
、
債
務
名
義
の
内
容

た
る
債
権
は
弁
済
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
し
て
提
起
し
た
、
請
求
に
関
す
る

異
議
の
訴
に
お
い
て
、
被
告
が
債
権
存
在
を
主
張
し
て
勝
訴
し
た
場
合
に
、

当
該
債
権
に
つ
い
て
中
断
効
を
認
め
た
の
で
あ
る
(
④
大
判
昭
和
一
七
年

月
二
八
日
民
集
二
一
巻
二
号
三
七
一
良
)
。

こ
こ
ま
で
(
③
・
④
判
決
)
は
、
裁
判
上
の
請
求
H
訴
の
提
起
と
い
う
限

定
を
修
正
し
た
と
は
い
え
、
訴
訟
物
を
な
す
権
利
関
係
に
つ
き
裁
判
所
に
よ

る
確
定
が
あ
り
そ
れ
故
中
断
効
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
権
利
確
定

説
の
側
か
ら
も
容
認
し
う
る
判
断
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
最
高

裁
に
な
っ
て
か
ら
判
例
は
ま
こ
と
に
柔
軟
な
展
開
を
示
し
た
。
ま
ず
、
所
有

権
に
基
づ
く
株
券
引
渡
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
が
原
告
を
債
務
者
と
す

る
留
置
権
の
抗
弁
を
提
出
し
た
場
合
、
留
置
権
の
主
張
は
被
担
保
債
権
に
つ

い
て
の
権
利
主
張
を
含
み
、
裁
判
上
の
催
告
に
準
じ
て
、
当
該
訴
訟
終
結
後

六
カ
月
内
に
他
の
強
力
な
中
断
事
由
に
訴
え
れ
ば
時
効
中
断
の
効
力
は
維
持

さ
れ
る
、
と
判
示
し
た
ハ
⑤
最
ハ
大
)
判
昭
和
三
八
年
一

O
月一二

O
日
民
集
一

七
巻
九
号
二
一
五
二
頁
)
。
つ
い
で
、
同
じ
く
大
法
廷
は
、
所
有
権
移
転
登

記
請
求
訴
訟
で
、
原
告
に
所
有
権
に
基
づ
く
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
の
な

い
こ
と
を
確
定
す
る
に
つ
き
、
被
告
に
所
有
権
の
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
た
場

合
に
は
、
裁
判
上
の
請
求
に
準
じ
取
得
時
効
は
中
断
さ
れ
る
と
し
(
⑥
最

(
大
)
判
昭
和
四
三
年
一
一
月
一
一
二
自
民
集
二
二
巻
一
二
号
二
五
一

O
頁)、

」
の
理
を
消
滅
時
効
に
つ
い
て
も
認
め
た
。
即
ち
、
債
務
者
兼
抵
当
権
設
定

者
が
債
務
の
不
存
在
を
理
由
と
し
て
提
起
し
た
抵
当
権
設
定
設
記
抹
消
致
記

請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
債
権
者
兼
抵
当
権
者
が
請
求
棄
却
の
判
決
を
求
め
被

担
保
債
権
の
存
在
を
主
張
し
た
と
き
は
、
裁
判
上
の
請
求
に
準
じ
中
断
効
を

生
ず
る
と
い
う
〔
⑦
最
判
昭
和
四
四
年
一
-
月
二
七
日
民
集
ニ
コ
一
巻
一
一
号

二
二
五
一
頁
)
。

以
上
を
み
る
に
次
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
⑥
・
⑦
判
決
は
、
共
に
登
記
手

続
請
求
権
に
関
す
る
訴
え
で
あ
る
が
、
従
来
の
判
例
理
論
に
従
え
ば
、
出
笠
記

請
求
権
に
関
す
る
判
決
の
既
判
力
は
、
当
該
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ

の
債
権
自
体
の
存
否
に
は
及
ば
な
い
。
従
っ
て
最
高
裁
の
見
解
は
、
必
ず
し

も
中
断
効
を
生
ず
る
範
囲
は
、
既
判
力
と
は
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い

と
考
え
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
判

例
は
漸
次
中
断
の
範
囲
を
拡
げ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

州

問

権

利

確

定

説

に

反

対

。

権

利

行

使

説

の

現

出

従
来
の
学
説
の
検
討

づ
け
も
若
干
の
修
正
を
必
要
と
し
よ
う
。
以
下
に
、
ま
ず
権
利
篠
定
説
に
反

対
す
る
理
由
を
主
と
し
て
石
田
説
の
検
討
を
通
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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①
石
田
説
は
「
時
効
の
存
在
理
由
は
多
様
で
あ
り
、
こ
れ
を
統
一
的
に
説

明
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
と
し
て
、
真
の
権
利
者

を
保
護
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
立
場
か
ら
、
争
点
効
を

も
っ
て
権
利
が
確
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
「
相
手
の
義
務
の
存
在
が
確
定
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
相
手
の
義
務
の
不
存
在
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る

消
滅
時
効
の
進
行
は
中
断
す
る
」
(
傍
点
筆
者
)

と
述
、
へ
る
。

し
か
し
、
時

効
制
度
の
複
数
の
存
在
理
由
の
う
ち
の
あ
る
一
つ
に
対
応
し
て
あ
る
一
つ
の

中
断
基
準
を
提
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
存
在
理
由
に
対
応
す
べ
き
中
断

基
準
は
未
だ
不
明
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
既
判
力
と
並
べ
て
争
点
効
を
基
準

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

と
す
べ
し
と
い
っ
て
も
、
あ
る
べ
き
中
断
基
準
の
外
延
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
存
在
理
由
の
な
か
に
は
、
中
断
制
度
を

要
求
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
説
明
を

(
阻
)

咽
封
し
よ
う
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
消
滅
時
効
の
進
行
は
相
手
の
義
務

の
不
存
在
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
権
利
の
存
在
を
前
提

と
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

②
既
判
力
な
る
概
念
は
法
文
上
(
民
訴
一
九
九
条
)
与
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、
争
点
効
の
概
念
は
新
堂
教
授
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
や
、

学
説
・
判
例
上
、
そ
の
賛
否
は
分
か
れ
、
現
在
、
民
事
訴
訟
法
学
上
の
重
要

な
争
点
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
か
よ
う

な
状
況
に
お
け
る
訴
訟
法
上
の
概
念
を
、
実
体
法
の
制
度
で
あ
る
時
効
中
断

の
基
準
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
主
と
し
て
そ
の
要
件
の
不

明
確
さ
に
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
争
点
効
理
論
が
、
民
事
訴
訟
法
上
否
定

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
「
争
点
効
が
信
義
則
の
適
用
に
ほ
か
な
ら
な

い
な
ら
ば
〔
:
:
:
〕
信
義
則
の
性
質
上
、
要
件
の
定
式
化
は
あ
き
ら
め
る
べ

き
」
で
あ
り
、
争
点
効
は
「
つ
ね
に
個
別
的
に
、
し
か
も
後
訴
か
ら
前
訴
に

{
国
)

対
し
い
わ
ば
回
顧
的
に
の
み
判
断
さ
れ
う
る
」
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
争
点

効
に
付
与
し
た
時
効
中
断
の
基
準
性
は
疑
わ
し
い
も
の
に
な
る
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

③
時
効
中
断
の
問
題
は
、
請
求
権
に
対
す
る
あ
る
行
為
(
権
利
主
張
ま
た

は
承
認
)
に
よ
り
そ
の
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
中
断
す
る
か
(
便
宜
上
、
本

来
的
中
断
と
呼
ぶ
)
と
い
う
問
題
と
、
あ
る
請
求
権
に
対
す
る
中
断
行
為
な

い
し
そ
の
請
求
権
の
中
断
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
詰
求
権
と
密
接
な

関
連
を
も
っ
他
の
請
求
権
の
消
滅
時
効
も
中
断
す
る
か
ハ
附
随
的
中
断
)
と
い

う
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
判
決
効
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
中
断

の
基
準
は
本
来
的
中
断
の
基
準
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
例
え
ば
、
時

効
完
成
前
に
訴
を
提
起
す
る
も
訴
訟
進
行
中
に
時
効
期
間
が
満
了
し
、
債
務

者
側
(
被
告
)
か
ら
消
滅
時
効
の
援
用
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
時
効
中
断
を
前
提
と
し
て
審
理
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
裁
判
官
に
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と
っ
て
は
消
滅
時
効
の
援
用
が
な
さ
れ
た
時
点
で
は
す
で
に
時
効
中
断
の
基

準
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
権
利
確
定
説
は
判

決
に
よ
り
権
利
の
存
在
が
確
定
す
る
こ
と
を
中
断
の
理
由
と
す
る
が
、
裁
判

官
に
と
っ
て
権
利
存
否
の
判
断
は
弁
論
主
義
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
訴
訟
資

料
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
蒐
集
さ
れ
た
資
料
か
ら
裁
判
官

が
債
権
存
在
の
心
証
を
形
成
し
、
し
か
る
の
ち
債
権
者
勝
訴
の
判
決
を
下
さ

ん
と
す
る
も
、
か
か
る
審
理
の
中
途
に
お
い
て
時
効
期
間
の
す
で
に
経
過
し

て
い
る
場
合
が
あ
り
、
時
効
中
断
と
は
ま
さ
に
か
よ
う
な
場
面
に
お
け
る
時

効
援
用
を
封
じ
、
な
お
引
き
続
き
審
理
の
継
続
を
許
す
と
こ
ろ
に
こ
そ
主
要

な
意
義
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
時
効
中
断
を
前
提
と
し
て

債
権
者
勝
訴
判
決
を
下
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
裁
判
官
に
対
し
、
中
断
の
基
準
は
判

決
効
に
よ
る
べ
し
と
い
う
は
、
何
ら
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
よ
る
中
断
の
実
際
上
の

機
能
は
、
訴
訟
係
属
中
ハ
正
確
に
は
、
訴
の
提
起
時
か
ら
)
の
時
効
進
行
を

停
止
さ
せ
(
正
確
に
は
時
効
満
了
の
停
止
)
、

当
該
権
利
を
確
定
判
決
へ
導

く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
民
法
一
四
九
条

l
一
五
五
条
の
権
利
主
張
形
式
に

よ
る
中
断
全
般
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
の
実

際
上
の
機
能
は
、
確
定
判
決
に
い
た
る
迄
の
時
効
進
行
の
停
止
(
満
了
の
停

止
)
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
が
権
利
確
定
説
に
賛
成
し
得
な
い
理
由
で

あ
る
。次

に
権
利
行
使
説
の
論
拠
を
み
る
に
、
「
中
断
は
権
利
の
上
に
眠
れ
る
状

態
を
破
る
事
実
の
発
生
で
あ
る
」
と
説
く
の
で
は
、
時
効
の
根
拠
と
し
て
は

い二
」次

と的
のな
根も
拠の
がと
、考
一.，
に S
わ L

か c
Eよ
た

役
のコ
普請
EE の
山上
りげ

E一年
LHI r.J 
}者

、アは

'-保

Z護
7.>し
とな

の
批
判
を
免
れ
な
い
。
こ
の
指
摘
は
石
田
説
に
対
す
る
批
判
②
に
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。
即
ち
、
時
効
の
根
拠
を
多
元
的
に
と
ら
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
根
拠
に
対
応
し
た
中
断
の
根
拠
を
説
く
か
、
あ
る
い
は
根
拠
の
な

か
に
は
中
断
制
度
を
要
求
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
説
明
を
要
し
よ
う
。
か
よ
う
に
権
利
行
使
説
は
多
元
的
時
効
観

に
立
っ
と
こ
ろ
に
難
点
を
有
す
る
が
、
当
の
権
利
主
張
行
為
そ
の
も
の
に
中

断
の
基
準
を
求
め
る
視
点
は
後
述
す
る
よ
う
に
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
権
利
確
定
説
が
時
効
中
断
の
範
囲
を
訴
訟
物
↓
既
判
力

↓
時
効
中
断
、
お
よ
び
、
攻
撃
防
御
方
法
↓
争
点
効
↓
時
効
中
断
と
い
う
明

確
な
基
準
で
説
く
の
に
比
べ
る
と
、
権
利
行
使
説
の
判
断
基
準
と
し
て
の
不

明
確
さ
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
以
下
に
私
見
を
述
べ
る
。

凶

消
滅
時
効
制
度
は
対
立
す
る
こ
つ
の
要
請
、
即
ち
、
①
債
務

私
見

者
と
い
え
ど
も
、
氷
遠
に
権
利
不
行
使
と
い
う
不
安
定
な
状
態
に
霞
か
れ
る
べ

き
で
は
な
い
と
の
要
請
(
以
下
で
は
便
宜
上
、
第
一
の
要
請
と
呼
ぶ
)
と
、
②
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債
務
は
履
行
さ
る
べ
し
と
の
要
請
(
第
二
の
要
請
)
の
調
和
を
図
っ
た
制
度

と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
第
一
の
要
請
か
ら
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
の

基
準
が
、
第
二
の
要
請
か
ら
債
務
承
認
形
式
に
よ
る
中
断
の
基
準
が
導
か
れ

る
も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
第
一
の
要
請
と
の
関
係
か
ら
「
裁

判
官
ヒ
の
請
求
」
に
よ
る
中
断
の
基
準
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
に
第
一
の
要
請
は
債
務
者
の
保
護
を
意
味
す
る
。
し
か
し
債
務
者
保

護
と
い
っ
て
も
、
本
来
、
債
務
者
は
債
務
を
履
行
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
(
第

二
の
要
請
と
の
対
立
て

債
務
者
保
護
の
要
請
は
債
権
者
の
権
利
行
使
を
一

定
の
期
間
(
時
効
期
間
〉
に
限
定
す
る
と
い
う
形
、
即
ち
、
訴
求
可
能
期
間

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

の
限
定
と
い
う
形
を
と
る
(
正
確
に
は
、
援
用
権
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
一
つ
の
調
和
点
で
あ
る
)
。
こ
れ
は
権
利
者
と
い
え

ど
も
時
効
期
間
内
に
権
利
を
行
使
せ
よ
と
い
う
意
味
を
も
っ
。
従
っ
て
、
権

利
者
が
債
務
者
に
対
し
て
時
効
期
間
内
に
権
利
を
行
使
す
る
と
、
第
一
の
要

誇
は
満
た
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
第
一
の
要
請
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
か
な
る
法
律
上
の
利
益
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
か
。

ま
ず
、
右
権
利
行
使
に
よ
り
債
務
の
履
行
を
得
て
権
利
が
消
滅
し
た
場
合

に
は
も
は
や
問
題
を
残
さ
な
い
。
が
、
右
権
利
行
使
に
も
拘
ら
ず
、
債
務
者

の
無
資
力
等
に
よ
り
権
利
が
満
足
を
得
て
い
な
い
場
合
に
、
時
効
期
間
満
了

を
理
由
と
し
て
時
効
の
援
用
権
行
使
を
許
す
こ
と
の
不
当
さ
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
従
っ
て
、
第
一
の
要
請
を
満
た
し
た
効
果
は
、
債
権
者
の
訴
求
可
能

期
間
を
延
長
す
る
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
第
一
の
要

請
を
満
た
し
た
債
権
者
に
訴
求
可
能
期
間
の
延
長
(
わ
が
法
上
の
実
質
的
機

能
は
満
了
の
停
止
で
あ
る
こ
と
後
述
)
と
い
う
法
的
利
益
を
付
与
す
る
た
め

に
、
法
は
こ
れ
を
「
ム
中
断
」
と
い
う
名
の
も
と
に
消
滅
時
効
制
度
の
中
に
組

み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
権
利
行
使
に
よ
り
時
効
が
中
断
す
る
理
由
は
、
か
よ

う
な
構
造
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
権

利
行
使
に
よ
っ
て
時
効
が
中
断
す
る
こ
と
の
意
味
は
理
解
さ
れ
て
も
、
い
か

な
る
権
利
行
使
、
か
中
断
事
由
と
な
る
か
は
論
理
的
に
出
て
く
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
即
ち
、
い
か
な
る
権
利
行
使
を
中
断
事
由
と
す
る
か
は
あ
る
程
度
政
策

的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
一
の
要
請
と
第
二
の
要
請
の
調
和
点
は

予
め
定
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
法

定
中
断
事
白
を
解
釈
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え

ば
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
の
い
ず
れ
の
民
法
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
が
、
わ
が
民
法
が
条
件
付
で
は
あ
れ
催
告
を
中
断
事
由
と
し
て
い
る
こ

と
(
民
一
五
三
条
)
、

さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
で
は
書
面
に
よ
る
催
告
が
十
分
な

中
断
事
由
と
さ
れ
て
い
る
(
イ
民
二
九
四
三
条
四
項
、

二
二
九
条
)
こ
と

か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

で
は
、
ま
ず
「
裁
判
上
の
請
求
」
の
形
式
的
意
味
か
ら
考
え
よ
う
。
こ
の
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研究ノート

「
裁
判
上
の
請
求
」
な
る
語
は
旧
民
法
証
拠
編
一

O
九
条
が
時
効
中
断
事

由
と
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
草
案
に
お
け
る
ロ

5

号

g
B
L
O
B
吉
田
巴

8
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
中
村
宗
雄
博

土
は
、
請
求
を
裁
判
上
の
請
求
と
裁
判
外
の
請
求
に
分
け
る
こ
と
は
当
時
の

訴
権
学
説
の
主
流
で
あ
っ
た
私
法
的
訴
権
説
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り
、

こ
の
説
で
は
「
訴
」
と
し
て
は
「
給
付
の
訴
」
が
唯
一
も
し
く
は
主
要
な
も

の
で
あ
っ
た
の
で
、
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
は
「
給
付
の
訴
」
を
意
味
す
る

が
、
同
時
に
、
「
給
付
の
訴
」
が
当
時
唯
一
も
し
く
は
主
要
な
訴
の
方
法
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
「
裁
判
上
の
翁
求
」
の
現
代
門
的
意
味
は

「
訴
の
提
起
」
と
同
義
同
義
で
あ
る
と
の
趣
旨
を
説
か
れ
匂
学
説
上
も

「
訴
の
提
起
」
が
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
該
た
る
と
解
す
る
点
に
つ
い
て
は

異
論
が
な
い
。
問
題
は
「
訴
の
提
起
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
と
も
、
い
か
な

る
程
度
の
権
利
主
張
を
「
訴
の
提
起
」
に
準
じ
て
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
該

た
る
と
す
る
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
学
説
は
、
例
え
ば
「
応
訴
」
を
「
裁
判

上
の
請
求
」
に
含
ま
せ
る
た
め
、
「
裁
判
上
の
請
求
」

H

「
裁
判
上
で
権
利
の

存
在
を
主
張
す
る
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
「
裁
判
上
の
請
求
」
を
や
や
広
義

の
概
念
で
置
き
か
え
た
り
、
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
準
ず
る
と
し
て
中
断
を

認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
当
否
、
あ
る
い
は
妥
当
な
る
中
断
基
準
の
探
究

は
、
「
裁
判
上
の
請
求
」
の
実
質
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
な
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
次
に
「
裁
判
上
の
請
求
」
の
実
質
的
意
味
を
知
る
た
め
に
、
債
権

が
終
局
的
満
足
に
至
る
通
常
の
過
程
と
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
事
由
を

つ
き
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。
債
権
の
終
局
的
満
足
は
、

一
方
、
任
意
の

履
行
が
な
さ
れ
ぬ
限
り
債
権
者
の
債
務
者
に
対
す
る
履
行
の
催
告
(
第
一
段

階
)
の
の
ち
、

司
法
機
関
の
介
入
を
得
て
履
行
を
催
告
し

(
第
二
段
階
)
、

給
付
の
訴
を
提
起
し
(
第
三
段
階
)
、

勝
訴
確
定
判
決
を
債
務
名
義
と
す
る

強
制
執
行
(
第
四
段
階
)
に
よ
り
終
了
す
る
。
他
方
、
権
利
主
張
形
式
に
よ

る
中
断
事
由
の
う
ち
、
第
一
段
階
の
「
催
告
」
、

第
二
段
階
の
「
和
解
の
呼

出
・
出
頭
」
は
訴
の
提
起
を
条
件
と
す
る
(
民
一
五
三
条
、

一
五
一
条
。
な

ぉ
、
「
催
告
」
は
民
一
五

O
条
|
一
五
二
条
、

一
五
五
条
の
中

一
五
四
条
、

断
事
由
に
も
接
続
し
う
る
が
、
結
局
、
確
定
判
決
〈
と
同
一
の
効
力
〉
を
有

す
る
に
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
)
。
同
じ
く
、
第
二
段
階
の

「
支
払
命
令
」
も

債
務
者
が
適
法
な
異
議
の
申
立
を
す
れ
ば
支
払
命
令
の
申
立
の
時
に
お
い
て

適
当
な
管
轄
裁
判
所
に
訴
を
提
起
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ハ
民
訴
四
四
二

条
)
、
債
務
者
が
適
法
な
異
議
の
申
立
を
し
な
い
と
き
は
、

債
権
者
は
仮
執

行
の
申
立
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

(
民
一
五

O
条)、

仮
執
行
宣
言
附
支
払

命
令
が
確
定
す
る
と
こ
の
支
払
命
令
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

(
民
訴
四
四
三
条
)
。
ま
た
「
仮
差
押
・
仮
処
分
」
も
同
様
で
あ
り
(
民
一
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五
四
条
、
民
訴
七
四
四
条
|
七
四
七
条
、
七
五
六
条
〉
、
「
破
産
手
続
参
加
」

も
債
権
表
へ
の
記
載
に
よ
り
〈
破
二
四
一
条
一
項
)
、

確
定
判
決
と
同
一
の

効
力
を
有
す
る
に
至
る
ハ
破
二
四
二
条
〉
こ
と
を
条
件
と
す
る
(
民
一
五
一
一

条)。

こ
の
双
方
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、

権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断

事
由
の
、
右
債
権
の
終
局
的
満
足
に
至
る
一
連
の
手
続
へ
の
対
応
は
、
単
純

な
る
債
権
を
債
務
名
義
っ
き
の
債
権
へ
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

ぅ
。
つ
ま
り
、
消
滅
時
効
制
度
に
内
在
す
る
法
の
第
一
の
要
詩
は
、
権
利
行

使
を
訴
求
可
能
期
聞
に
よ
っ
て
制
限
す
る
も
、
権
利
者
が
ひ
と
た
び
公
権
力

ハ
司
法
機
関
)
の
介
入
を
得
て
権
利
の
終
局
的
実
現
に
向
け
て
権
利
行
使
に

託
手
し
た
以
上
、

一
連
の
権
利
実
現
の
手
続
の
中
途
で
時
効
期
聞
が
満
了
し

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

時
効
援
用
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
中
断
の
制
度
を
設
け
て
い

る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
如
く
、
消
滅
時
効
制
度
の
構
造

か
ら
す
れ
ば
、
時
効
中
断
の
効
果
は
、
本
来
、
訴
求
可
能
期
間
の
延
長
に
あ

る
。
そ
れ
は
、
訴
の
提
起
を
条
件
と
せ
ず
に
催
告
(
要
式
、
例
え
ば
書
面
に

よ
る
、
を
要
す
る
か
否
か
は
ど
う
で
あ
れ
)
を
中
断
事
由
と
す
る
場
合
に
端

的
に
あ
て
は
ま
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
が
民
法
は
債
務
名
義
取
得
に
至
る
一
連

の
手
続
に
接
続
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
催
告
を
中
断
事
由
と
し
た
た
め
、

債
権
が
債
務
名
義
を
得
る
迄
の
中
断
の
実
質
的
機
能
は
、
訴
求
可
能
期
間
の

延
長
に
は
違
い
な
い
が
、
よ
り
正
確
に
は
、
時
効
の
満
了
停
止
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
債
務
名
義
を
得
た
後
の
中
断
の
効
果
は
、
こ
れ
を
強
制
執
行

可
能
期
間
の
延
長
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
わ
が
民
法
の
中
断
事
由
た
る
「
裁
判
上
の
請

求
」
の
意
味
も
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

即
ち
、
「
裁
判
上
の
請
求
」

も
ま
た
当
該
債
権
が
債
務
名
義
に
結
び
つ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
「
裁
判
上
の
誘
求
」
は
原
則
と
し
て
「
給
付
の
訴
の
提
起
」
で
あ

る
と
解
す
る
。
確
認
の
訴
の
提
起
が
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
該
た
る
の
は
、

例
え
ば
、
質
入
れ
さ
れ
て
い
る
債
権
の
権
利
者
(
質
権
設
定
者
)
が
、
そ
の

債
務
者
に
対
し
て
給
付
訴
訟
を
提
起
し
え
な
い
場
合
ハ
大
判
昭
和
五
年
六
月

二
七
日
民
集
九
巻
六
号
六
一
九
頁
)
な
ど
に
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
そ
う
す
る
と
、
権
利
確
定
説
、
わ
け
で
も
既
判
力
説
が
「
裁
判
上
の

請
求
」
は
「
訴
の
提
起
〕
で
あ
り
中
断
の
有
無
は
「
訴
の
提
起
」
の
有
無
で

あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
権

利
確
定
説
は
時
効
中
断
の
構
造
を
回
顧
的
に
眺
め
る
と
こ
ろ
に
誤
り
が
あ

{
却
}

る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
時
効
の
中
断
は
訴
訟
係
属
の
従
た
る
効
力
で
あ
る
と

い
う
誤
解
が
生
ず
る
。
中
断
の
時
点
が
訴
訟
係
属
の
発
生
時
点
で
は
な
く
、

訴
え
提
起
の
時
点
で
あ
る
(
民
訴
二
三
五
条
)
と
さ
れ
る
の
は
、
権
利
者
が

時
効
完
成
前
に
自
己
の
権
利
の
終
局
的
実
現
へ
向
け
て
権
利
行
使
に
着
手
し

た
以
上
、
そ
の
時
点
で
時
効
の
進
行
を
止
め
な
け
れ
ば
、
権
利
の
保
全
さ
れ
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な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
時
効
中
断
に
よ
る
裁

判
上
の
審
理
継
続
の
結
果
、
原
告
(
債
権
者
)
が
勝
訴
し
当
該
権
利
に
つ
き

判
決
効
を
生
ず
る
と
し
て
も
、
判
決
効
を
生
じ
た
と
い
う
結
果
そ
れ
自
体
が

時
効
中
断
の
基
準
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
時
効
中
断
の
基
準
は
当
該
権
利

に
つ
き
判
決
効
の
生
ず
る
以
前
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
て
、

最
後
に
こ
こ
で
の
主
要
問
題
を
考
え
よ
う
。
「
裁
判

上
の
請
求
」
に
準
じ
て
中
断
を
認
め
る
べ
き
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

い
か
な
る
基
準
で
判
断
す
べ
き
か
、

は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、

で
あ

る

ま
ず
利
益
状
況
か
ら
眺
め
る
と
、
一
方
、
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
準
じ
て
中

断
を
認
め
な
け
れ
ば
、
時
効
期
間
満
了
前
に
裁
判
上
で
権
利
主
張
を
し
て
い

た
に
も
拘
ら
ず
、
債
権
者
の
訴
求
可
能
性
が
な
く
な
る
が
(
正
確
に
は
、
由
民

務
者
に
援
用
権
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
て

そ
れ
は
債
権
者
に
酷

で
は
な
い
か
、
他
方
、
中
断
を
認
め
る
と
新
た
な
時
効
期
間
は

一
般
の
債

権
で
あ
れ
ば
民
法
一
七
四
条
ノ
二
の
適
(
準
)
用
が
な
く
と
も
一

O
年
、
短

期
待
効
に
服
す
る
債
権
で
も
同
条
の
適
(
準
)
用
が
あ
る
と
す
る
と
同
じ
く

一
O
年
と
い
う
長
期
に
な
る
が
、
こ
れ
は
「
訴
の
提
起
」
を
し
て
い
な
い
債

権
者
に
過
ぎ
た
利
益
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
、
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ

を
利
益
衡
量
す
る
に
、
そ
も
そ
も
消
滅
時
効
制
度
は
対
立
す
る
法
の
要
請
の

調
和
を
図
っ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
か
一
方
の
利
益
を
選
択
す
る
の

で
は
な
く
、
双
方
の
調
和
こ
そ
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
し
て
そ
れ
が

妥
当
な
価
値
判
断
で
あ
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
そ
の
調
和
点
が
問
題
と
な
る
。

閉
山
う
に
、
わ
が
民
法
が
中
断
事
由
と
す
る
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
は
、
当

該
権
利
が
債
務
名
義
に
つ
な
が
る
一
連
の
手
続
に
接
続
す
る
形
で
主
張
さ
れ

る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
債
務
名
義
は
つ
か
ず
に
時

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

効
期
間
の
延
長
だ
け
を
き
た
す
と
こ
ろ
の
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
準
じ
た
中

、断を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
か
よ
う
な
中
断
を
認
め
る
と
、
右
に

述
べ
た
よ
う
に
訴
を
提
起
し
て
い
な
い
債
権
者
に
過
分
の
利
益
を
授
け
る
こ

と
と
な
る
。
少
な
く
と
も
わ
が
時
効
法
は
権
利
の
速
か
な
る
行
使
‘
消
滅
を

目
指
し
て
お
り
、
訴
求
可
能
期
聞
は
長
期
の
も
の
で
も
一
般
債
権
の
一

O
年

で
あ
る
(
民
一
六
七
条
一
項
)
。

以
後
は
強
制
執
行
可
能
期
間
と
も
い
う
ベ

通
常
は
回
収
可
能
な
債
権
で
あ
れ
ば
強
制
執
行
に
よ
り
短
期

日
の
う
ち
に
消
滅
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
「
裁
判
上
の
請
求
」
に

準
じ
た
中
断
を
許
し
、
債
務
名
義
な
き
債
権
を
長
期
に
一
旦
り
認
め
る
な
ら
ば

き
も
の
で
、

そ
れ
は
異
例
の
取
り
扱
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
消
滅

時
効
制
度
に
内
在
す
る
法
の
第
一
の
要
請
に
十
分
か
な
っ
た
権
利
主
張
で
は

な
い
が
、
少
く
と
も
時
効
完
成
前
に
権
利
主
張
を
、
そ
れ
も
裁
判
上
で
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
法
の
第
一
の
要
請
に
あ
る
程
度
応
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
つ
ま
り
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
準
じ
た
中
断
を
認
め
る
こ
と
は
、

債
権
者
に
過
分
の
利
益
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
逆
に
、
全
く
中
断
の

効
力
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
債
権
者
に
不
測
の
損
害
を
与
え
る
も
の
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
債
権
者
の
訴
求
可
能
性
を
奪
う
べ
き
で
は

な
い
が
長
期
の
時
効
期
聞
を
認
め
る
必
要
も
な
く
、
結
局
、
短
期
の
訴
求
可

能
期
間
を
付
与
す
る
こ
と
が
消
滅
時
効
制
度
に
内
在
す
る
第
二
の
要
請
と
も

調
和
す
る
と
い
え
よ
う
。
私
見
で
は
、
か
よ
う
な
効
力
を
持
っ
た
中
断
を
民

法
一
五
三
条
の
「
催
告
」
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
か
つ
て
我
妻

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〕

博
士
は
、
「
裁
判
上
の
主
張
は
裁
判
外
の
主
張
(
催
告
)
よ
り
透
か
に
明
確
な

権
利
の
主
張
で
あ
る
。
然
し
裁
判
所
に
よ
る
権
利
の
確
認
叉
は
実
行
に
歪
ら

ざ
る
点
に
お
い
て
〔
民
法
一
四
七
条
の
請
求
と
〕
同
視
し
え
な
い
。
そ
こ
で

、
、
、
、

そ
の
中
間
を
採
っ
て
、
右
の
如
き
裁
判
上
の
主
張
は
強
き
催
告
と
し
て
、
催

、
、
、
、
、
、
、

告
後
に
他
の
完
全
な
中
断
手
続
に
移
る
べ
き
期
間
た
る
六
カ
月
の
計
算
に
当

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
て
は
そ
の
手
続
中
そ
の
計
算
を
停
止
す
る
と
な
す
こ
と
を
え
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
裁
判
外
の
催
告
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
六
カ

バ
を
更
新
し
え
な
い
。
然
し
右
の
裁
判
上
の
主
張
は
裁
判
手
続
継
続
中
は
催

行
そ
の
も
の
も
不
断
に
継
続
す
る
と
見
る
こ
と
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
、

(
野
}

と
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
裁
判
上
の
催
告
」
の
考
え
は
、

効
中
断
事
由
た
り
う
る
権
利
の
行
使
は
瞬
間
的
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

期
間
継
続
し
、
そ
し
て
そ
の
一
定
期
間
が
一
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
な

(
回
}

権
利
の
行
使
の
態
様
も
可
能
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
」
、
と
学
説
の
賛
成

を
得
、
最
高
裁
も
こ
の
理
を
認
め
る
に
至
っ
た
。
学
説
・
判
例
に
お
け
る
か

よ
う
な
位
置
づ
け
と
、
対
立
す
る
法
の
要
請
の
調
和
を
図
っ
た
消
滅
時
効
制

度
の
妥
当
な
解
釈
に
と
っ
て
、
「
裁
判
上
の
催
告
」
の
提
言
は
ま
こ
と
に
画

期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

今
日
、
「
裁
判
上
の
催
告
」
は

解
釈
上
の
根
拠
な
し
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ

る
。
の
み
な
ら
ず
、
右
に
述
べ
て
き
た
わ
が
消
滅
時
効
法
に
お
け
る
中
断
制

度
の
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
積
極
的
に
民
法
一
五
三
条
の
催
告
に
「
裁
判
上
の

催
告
」
を
含
ま
せ
た
解
釈
を
す
る
こ
と
こ
そ
妥
当
か
つ
論
理
的
な
結
論
を
約

来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
、
「
更
に
よ
り
強
力
な
中
断
事

出
た
る
べ
き
手
段
を
そ
の
簡
に
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
六
カ
月
の
起
算

(
剖
)

点
は
:
:
:
そ
の
終
局
判
決
確
定
の
時
」
と
解
す
る
こ
と
と
な
る
。

は
原
則
と
し
て
「
給
、、

付
の
訴
の
提
起
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
裁
判
上
の
請
求
に
準
ず

る
」
と
さ
れ
て
き
た
事
案
は
、
「
裁
判
上
の
催
告
」
な
い
し
他
の
法
理
に
よ

要
す
る
に
、
「
裁
判
上
の
請
求
」
(
民
一
四
九
条
)

ー「

時

っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
「
裁
判
上
の
催
告
」
を

提
唱
さ
れ
た
我
妻
博
士
に
あ
っ
て
も
、
多
元
的
時
効
観
に
基
づ
く
た
め
か
、

定

事
案
に
よ
っ
て
「
裁
判
上
の
催
告
」
と
「
裁
判
上
の
請
求
に
準
ず
る
場
合
」
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(
但
)

と
に
分
か
れ
た
。
そ
の
判
断
基
準
ー
の
あ
い
ま
い
さ
が
権
利
確
定
説
を
克
服
で

き
な
か
っ
た
原
因
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

以
上
か
ら
結
論
す
る
。
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
消
滅
時
効
中
断
の
基
準

は
、
原
則
と
し
て
債
務
名
義
取
得
に
至
る
一
連
の
手
続
に
接
続
す
る
権
利
主

川
慌
の
有
俄
で
あ
り
、
債
務
名
義
取
得
後
は
、
強
制
執
行
行
為
の
有
無
で
あ

る
。
そ
し
て
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
よ
る
本
来
的
中
断
の
基
準
は
「
給
付
の

訴
の
提
起
」
で
あ
り
、
確
認
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
例
外
的
に
確
認
の

利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
す
ぎ
な
い
。
附
随
的
中
断
の
基
準
、
お
よ
び
、

本
来
的
中
断
が
「
(
給
付
の
)
訴
の
提
起
」
以
外
で
生
じ
る
場
合
の
基
準
は

「
裁
判
上
の
催
告
」
の
，
有
無
で
あ
る
。

(斗

債
務
承
認
形
式
に
よ
る
中
断
の
基
準

「
承
認
」
(
氏
一
四
七
条
三
号
)
と
は
、
時
効
の
利
益
を
受
け
る
当
事
者
が

時
効
に
よ
っ
て
権
利
を
失
う
者
に
対
し
て
、
そ
の
権
利
の
存
在
す
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
(
観
念
の
通
知
)
で
あ
る
と
一
般
に
説
か

れ
る
。
そ
し
て
「
承
認
」
が
中
断
事
由
と
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
①
こ
の

よ
う
な
表
示
。
か
あ
る
場
合
に
は
、
権
利
者
の
ほ
う
で
た
だ
ち
に
積
極
的
な
権

利
行
使
(
民
一
四
七
条
一
号
、
二
号
に
掲
げ
る
よ
う
な
)
を
し
な
く
て
も
、

権
利
行
使
を
怠
る
も
の
と
は
い
え
な
い
ハ
実
体
法
説
的
見
方
〉
、
②
こ
の
よ

う
な
表
示
じ
た
い
が
当
の
権
利
の
存
在
を
推
認
さ
せ
る
強
力
な
証
拠
と
な
る

(
訴
訟
法
説
的
見
方
〉
、
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
、
時
効
制
度
の
根
拠
を
ど
の
よ

う
に
考
え
る
か
の
違
い
に
応
じ
て
、
こ
の
二
つ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
の
み
に

よ
り
、
も
し
く
は
ど
ち
ら
か
に
重
点
を
お
い
て
説
明
し
、
あ
る
い
は
双
方
を

{
剖
)

並
べ
て
多
元
的
に
説
明
す
る
こ
と
と
な
る
。

(

出

)

(

剖

)

わ
が
民
法
は
、
ド
イ
ツ
民
法
、
ス
イ
ス
債
務
法
の
よ
う
な
「
承
認
」
の
例

一
亦
を
欠
く
の
で
解
釈
の
余
地
が
大
き
い
が
、
「
承
認
」
に
よ
る
中
断
の
基
準

は
、
消
滅
時
効
制
度
に
内
在
す
る
第
二
の
要
請
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
ず
学
説
の
挙
げ
る
理
由
②
で
あ
る
が
、
承
認
は
「
そ
の
権
利
の
も
っ
と
も

疑
の
な
い
証
拠
と
し
て
価
値
l
あ
る
い
は
、
時
効
と
い
う
法
定
一
証
拠
を
破
る

価
値
ー
を
有
す
る
と
見
ら
れ
る
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
訴
訟
法
(
法
定
証

拠
)
説
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
単
純
な
「
承
認
」
が
な
ぜ
時

効
と
い
う
強
力
な
法
定
証
拠
よ
り
も
強
い
証
拠
た
り
え
る
の
か
と
い
う
よ
う

な
、
訴
訟
法
説
じ
た
い
に
お
け
る
整
合
性
を
疑
問
と
す
る
こ
と
は
さ
て
お
い

て
も
、
時
効
観
と
し
て
権
利
の
、
氷
遠
性
に
基
づ
く
訴
訟
法
説
は
採
れ
な
い
の

で
理
由
②
に
は
賛
成
し
え
な
い
。
そ
こ
で
理
由
①
を
考
え
る
に
、
こ
れ
は
債

権
者
側
の
信
頼
を
保
護
す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
承
認
」
が
中
断
事

山
と
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
正
し
い
と
思
う
が
、
「
承
認
」
に
該
た
る
か
否

か
、
即
ち
、
何
が
保
護
に
値
す
る
一
信
頼
で
あ
る
か
の
基
準
と
し
て
は
、
よ
り

具
体
的
な
表
現
が
望
ま
れ
る
。
「
承
認
」
は
債
務
存
在
の
認
識
(
悪
意
)
の
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表
示
で
よ
く
、
従
っ
て
観
念
の
通
知
で
あ
る
と
す
る
と
、
た
と
え
こ
の
通
知

は
債
権
者
側
に
な
さ
れ
且
つ
到
達
を
要
す
る
と
い
う
要
件
か
ら
し
ぼ
り
を
か

け
る
に
し
て
も
、
「
承
認
」

の
範
囲
は
広
が
り
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
も
、
「
承
認
」
を
契
機
と
し
て
債
権
者
が
実
際
に
信
頼
を
寄
せ
た
か
否

か
を
問
う
こ
と
な
く
、
そ
も
そ
も
債
務
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
履
行
を
拒
絶

せ
ん
と
す
る
債
務
者
に
法
は
左
祖
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
価
値
判
断
が
潜
ん

で
い
る
と
す
る
と
、
か
か
る
価
値
判
断
は
消
滅
時
効
制
度
の
中
で
首
肯
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
消
滅
時
効
制
度
に
内
在
す
る
法
の
第
二
の
要
吾
、
債
務
者
に

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

対
し
て
債
務
は
履
行
せ
よ
と
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
右
要
請
の
強

度
に
応
じ
て
ラ
ン
ク
づ
け
を
す
る
と
、
同
必
ず
履
行
せ
よ
、
制
悪
意
者
は
履

行
せ
よ
、
付
信
頼
を
与
え
た
ら
履
行
せ
よ
、
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
ま
ず
何
で

は
消
滅
時
効
制
度
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
次
に

ωは
、
形
式
的

に
み
る
と
寺
院
法
の
如
く
消
滅
時
効
は
墨
田
川
者
に
対
し
て
は
進
行
せ
大
ト
い

う
こ
と
に
な
り
、
わ
が
民
法
の
み
な
ら
ず
現
代
時
効
法
の
採
用
せ
ざ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
由
②
は
右

ωに
近
づ
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
「
承
認
」
は
履
行
の
催
告
に
誘
発
さ
れ
る
の
が
通
常

で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
単
純
な
催
告
に
中
断
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
に
な

引
い
結
局
、
法
の
第
二
の
要
請
は
仲
の
レ
ベ
ル
で
満
た
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と

な
る
。
で
は
、
こ
こ
に
法
的
保
護
に
値
す
る
信
頼
を
生
ぜ
し
め
た
か
否
か
の

判
断
基
準
は
何
か
。
そ
れ
は
「
承
認
」
に
よ
る
中
断
の
有
無
が
争
わ
れ
る
場

面
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
即
ち
、
時
効
期
間
内
に
「
承

認
」
(
と
目
さ
れ
る
行
為
)
が
あ
り
、

時
効
期
間
経
過
後
に
権
利
行
使
す
る

も
、
債
務
者
が
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
が
権
利
を
強
制
的

に
実
現
す
る
法
律
上
の
手
段
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と
評
価
さ
れ

る
場
合
に
は
、
右
「
承
認
と
目
さ
れ
る
行
為
」
は
中
断
事
由
と
し
て
の
「
承

認
」
に
該
た
る
の
で
あ
る
。
{
要
す
る
に
、
「
承
認
」
が
中
断
事
由
と
さ
れ
る

の
は
、
債
権
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の
信
頼
が
保
護
さ

れ
る
の
は
、
債
務
者
に
よ
っ
て
窓
起
さ
れ
た
信
頼
の
た
め
に
債
権
者
が
権
利

主
張
形
式
に
よ
る
中
断
行
為
を
控
え
て
い
る
閑
に
、
時
効
を
進
行
、
完
成
さ

せ
債
務
者
に
時
効
の
援
用
を
許
す
こ
と
は
不
当
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

承
認
は
、
そ
の
承
認
行
為
が
な
さ
れ
た
時
点
で
「
承
認
」
と
評
価
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
承
認
あ
る
も
債
権
者
が
時
効
期
間
内
に
訴
を
提
起
し
た
場
合

に
、
「
訴
の
提
起
」
に
よ
る
中
断
以
前
に
「
承
認
」

に
よ
る
中
断
あ
り
と
い

う
必
要
は
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
か
よ
う
な
「
信
頼
}
を

惹
起
せ
し
め
る
「
承
認
」
は
、
観
念
の
通
知
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
弁
済
約
束
の
如
き
意
思
表
示
の
場
合
に
は
容
易
に
「
承
認
」
と
評
価
し
う

る
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
学
説
は
準
法
律
行
為
た
る
観
念
の
通
知
も
「
承
認
」
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と
な
り
う
る
と
い
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
要
す

る
に
、
「
承
認
」

に
よ
る
時
効
中
断
制
度
は
信
義
則
に
よ
る
援
用
権
制
限
の

法
的
定
型
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
か
ら
結
論
す
る
。
「
承
一
認
」
は
、

権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
を
不

必
要
と
忠
わ
せ
る
信
頼
を
惹
起
せ
し
め
る
行
為
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は

法
律
行
為
た
る
意
思
表
示
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
準
法
律
行
為
た
る
観
念
の

通
知
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。

さ
ら
に
事
実
的
行
為
た
る
一
部
弁
済
が
「
承

認
」
に
あ
た
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

以
下
で
は
、
右
で
得
ら
れ
た
権
利
主
張
形
式
、
お
よ
び
、
債
務
承
認
形
式

に
よ
る
中
断
の
基
準
か
ら
、
判
例
に
現
わ
れ
た
重
要
な
問
題
を
検
討
し
て
み

レ
ふ

A
ノ。

(
1
)

山
田
正
三
『
判
例
批
評
民
事
訴
訟
法
第
一
巻
』
(
大
正
一
二
年
)
一
二

三
八
頁
以
下
。

(

2

)

川
島
武
笠
『
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)
四
七
二
頁
以
下
、
川
島

武
笠
・
岡
本
相
判
了
、
注
釈
民
法
同
六
五
頁
以
下
。

(

3

)

石
田
穣
「
裁
判
上
の
請
求
と
時
効
中
断
」
法
学
協
会
雑
誌
九

O
巻
一

O
号
(
昭
和
四
八
年
一

O
月
)
四
九
頁
以
下
。
な
お
、
時
効
中
断
の
基

準
と
し
て
争
点
効
を
据
え
る
視
点
の
あ
り
う
る
こ
と
は
、
阪
に
水
木
浩

「
大
法
廷
判
決
巡
歴
・
時
効
の
中
断
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
ニ

O
九
号
(
昭

和
四
八
年
四
月
〉
四
八
頁
「
最
近
の
争
点
効
理
論
:
:
:
の
出
現
を
考
え

る
と
き
、
そ
の
適
用
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
の
組
旨
を
汲
み
取
っ

て
訴
訟
物
H
既
判
力
H
時
効
中
断
事
由
の
図
式
を
多
少
緩
和
す
る
の
も

耕
一
川
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
」
に
み
ら
れ
る
。

(
4
〉
我
妻
栄
『
民
法
判
例
評
釈

I
』
一
三
五
頁
(
判
民
大
正
五

l
六
二
)

(

5

)

我
妻
栄
「
確
認
訴
訟
と
時
効
中
断
」
法
学
協
会
雑
誌
五

O
巻
六
、
七

号
・
民
法
研
究

H
所
収
二
六
三
頁
。

(
6
〉
同
前
・
二
六
四
頁
。

(

7

)

遠
藤
浩
「
裁
判
上
の
請
求
と
時
効
中
断
」
於
保
迷
瞬
間
記
念
・
民
法
学

の
基
礎
的
課
題
心
(
昭
和
四
六
年
)
七
五
一
良
以
下
、
岡
本
規
「
裁
判
上

の
請
求
に
よ
る
時
効
中
断
の
客
観
的
範
囲
」
川
島
還
暦
記
念
・
民
法
学

の
現
代
的
課
題
(
昭
和
四
七
年
)
、
水
本
・
前
掲
四
一
一
京
以
下
等
。

(
8
〉
山
田
・
前
掲
書
三
三
八
頁
以
下
、
我
一
安
栄
・
判
例
民
法
大
正
一
一
年

度
三

O
事
件
評
釈
、
鳩
山
秀
夫
『
日
本
民
法
総
論
下
巻
』
(
大
正
二
二

年
)
五
九
六
頁
注
(
二
)
。

(

9

)

「
裁
判
上
の
催
告
」
は
我
一
安
博
士
の
つ
と
に
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
(
我
妻
栄
「
確
認
訴
訟
と
時
効
中
断
」
民
法
研
究

E
所
収
二
六
五

頁
以
下
、
同
『
新
訂
一
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)
四
六
六
京
以
下
参

照)。
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(m〉
最
判
昭
和
三

O
年
一
二
月
一
日
民
集
九
巻
一
二
号
一
九

O
一
ニ
頁
、
最

判
昭
和
三
一
年
四
月
三
日
民
集
一

O
巻
四
号
二
九
七
頁
。

ハ
ロ
〉
石
田
・
前
掲
論
文
六
一
一
一
頁
。

(
ロ
)
本
稿
第
一
章
第
一
二
節
三
付

ω的
参
照
。

(
日
)
新
堂
幸
司
「
条
件
付
給
付
判
決
と
そ
の
効
果
」
民
事
訴
訟
雑
誌
一

C



消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〕

号
一
頁
以
下
、
同
「
既
判
力
と
訴
訟
物
」
法
学
協
会
雑
誌
八

C
巻
三
号

二
九
五
頁
以
下
。

(

M

)

争
点
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
に
つ
い
て
は
、
奈
良
次
郎
「
争
点
効
」

演
習
民
事
訴
訟
法
(
上
)
四
八
六
頁
以
下
、
中
野
良
一
郎
「
い
わ
ゆ
る
争

点
効
を
認
め
る
こ
と
の
可
否
」
法
学
教
室
〈
第
二
期
〉
四
号
六
一
一
良
以

下
参
照
。

(
日
)
倉
田
卓
次
「
い
わ
ゆ
る
争
点
効
の
理
論
に
つ
い
て

l
京
都
地
裁
昭
和

四

O
年
七
月
一
一
一
一
日
判
決
を
廻
っ
て
」
民
事
法
の
諸
問
題
班
(
昭
和
四

六
年
)
コ
二
五
頁
以
下
参
照
。

(
叫
山
)
中
野
・
前
掲
六
三
頁
。

ハ
ロ
)
か
よ
う
な
援
用
権
行
使
の
認
め
ら
れ
ね
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま

ハ
凶
)
し
た
が
っ
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
消
滅
時
刻
以

外
の
実
体
的
債
権
消
滅
事
・
自
の
放
に
で
あ
る
。

ハ

ω)
遠
藤
浩
・
民
法
学

I
二
七
四
頁
。

(

仙

川

)

回

o-goロ邑
p
勺
吋
O
】
え
円
円
。
一
口
O
円
円
相
一
円
戸
〈
即
日
唱

C
C
門
戸
が
自
な
お
仏
C

同
担
司

c
p
g
g内
同

〈

4

同三
-
H
A
K
8
・

(
紅
)
中
村
宗
雄
『
増
補
改
版
訴
と
請
求
並
に
既
判
カ
』
(
昭
和
三
六
年
)

二
三

O
頁
、
な
お
、
岡
本
担
・
注
釈
民
法
嗣
七
五
頁
参
照
。

〈
忽
)
我
妻
・
前
掲
書
四
五
九
頁
。

(
お
)
幾
代
通
『
民
法
総
刻
』
(
昭
和
田
四
年
)
五
六
二
頁
参
照
。

(
泊
)
給
付
訴
訟
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
F

す
で
に
債
務
名
義
を
得
て
い
る

も
、
債
務
者
の
住
所
不
明
の
た
め
に
強
制
執
行
が
で
き
な
い
と
い
う
よ

う
な
特
別
事
情
の
た
め
に
蒋
訴
の
利
益
あ
り
と
し
た
判
決
が
あ
る
ハ
大

判
昭
和
六
年
一
一
月
二
四
日
民
集
一

O
巻
二
一
号

J
O九
六
京
)
。
私

見
で
は
、
「
確
認
の
利
益
」
あ
り
、
従
っ
て
「
確
認
の
訴
」
が
許
さ
れ

る
と
思
わ
れ
る
。

ハ
お
)
山
田
・
前
掲
書
三
四
六
頁
。

(
崎
山
)
消
滅
時
効
中
断
の
制
度
は
、
権
利
者
が
権
利
の
強
制
的
実
現
へ
向
け

ら
れ
た
一
連
の
手
続
に
着
手
し
た
以
上
、
そ
の
中
途
で
時
効
が
援
用
さ

れ
る
の
を
封
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
一
連
の
手
続
と
い

う
も
、
例
え
ば
訴
の
提
起
か
ら
終
局
判
決
に
至
る
第
一
段
階
の
手
続

と
、
強
制
執
行
と
い
う
第
二
段
階
の
手
続
と
を
、
文
字
通
り
一
連
の
手

続
と
す
る
か
ど
う
か
は
債
権
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

中
断
し
た
時
効
は
裁
判
の
確
定
し
た
時
か
ら
再
度
進
行
を
始
め
る
の
で

あ
る
(
民
一
五
七
条
二
項
)
。
と
こ
ろ
で
、
権
利
の
速
か
な
行
使
・
消

滅
と
い
う
第
一
の
要
請
か
ら
は
、
強
制
執
行
も
速
か
に
な
さ
れ
る
べ
き

で
、
強
制
執
行
可
能
期
間
は
比
較
的
短
期
間
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
債
務
者
無
資
力
の
故
に
、
債
権
者
は
や
む

な
く
債
務
者
の
資
力
回
復
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
法
は
、
債
務
は
履
行
さ
る
べ
し
と
の
第
二
の
要
誇
と
の
調
和
を
、

再
び
時
効
期
間
を
一

O
年
と
す
る
こ
と
に
求
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
新
た
な
時
効
期
間
を
何
年
と
す
る
か
は
、
法
の
配
慮
の
問
題

で
あ
り
、
現
行
の
規
定
が
短
期
消
滅
時
効
に
服
す
る
債
権
と
い
え
ど
も

一
律
に
確
定
債
権
に
つ
き
一

O
年
と
す
る
(
民
一
七
四
条
ノ
ニ
ゾ
こ
と

の
当
否
は
立
法
稀
で
あ
る
。
思
う
に
、
実
体
上
存
在
す
る
権
利
と
公
権
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的
に
確
定
さ
れ
た
権
利
と
で
は
、
な
る
ほ
ど
後
者
は
債
務
名
義
を
畑
町
ょ

う
が
、
権
利
そ
の
も
の
の
性
質
を
変
え
る
訳
で
は
あ
る
ま
い
(
従
っ

て
、
民
一
七
四
条
/
二
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
権
定
判
決
後
と
い
え
ど

も
短
期
時
効
に
か
か
っ
て
い
た
。
第
七
一
ニ
回
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会

議
録
、
第
六
類
第
一
五
号
、
日
満
司
法
事
務
共
助
法
案
外
三
件
委
員
会

議
録
第
二
回
一
一
一
一
良
、
井
上
政
府
委
員
の
説
明
。
な
お
、
民
法
修
正
案

理
由
記
一
四
一
頁
参
照
〉
。
も
し
後
者
に
固
有
の
要
因
を
見
出
そ
う
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
権
利
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
り
裁
判
所
の
判
断

を
経
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
後
者
を
呉
別
に
取
り
扱

う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
か
か
る
権
利
主
張
行
為
に
出
た
権
利
者
の
態
度
を

法
が
評
価
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
確
定
判
決
後
あ
ら
た
に

長
期
の
時
効
期
間
が
設
定
さ
れ
る
の
は
、
権
利
自
体
が
確
定
判
決
に
よ

り
そ
の
性
質
を
変
え
る
か
ら
で
は
な
く
、
か
か
る
行
為
に
出
た
権
利
者

は
法
の
第
一
の
要
請
を
充
足
し
た
が
故
に
、
長
期
の
強
制
執
行
可
能
期

間
が
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
解
し

て
初
め
て
民
法
一
七
四
条
ノ
二
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
一

O
年
の
強
制
執
行
可
能
期
間
と
い
う
の
は
長
す
ぎ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
民
法
一
七
四
条
ノ
二
が
討
議
さ
れ
た
委
員
会
に

お
い
て
す
ら
、
既
に
、
「
将
来
根
本
的
ニ
民
法
改
正
ノ
際
ハ
短
期
時
効

制
定
ノ
趣
旨
ニ
鑑
ミ
第
一
七
四
条
ノ
一
て
一
規
定
セ
ル
確
定
権
利
ノ
時
効

期
間
ニ
関
シ
相
当
考
慮
ス
へ
ジ
」
と
の
希
望
条
項
が
附
さ
れ
て
い
る
が

(
前
掲
議
録
第
五
回
一
一
良
)
、
一
般
の
債
権
に
せ
よ
一

O
年
は
不
必
要

に
長
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
強
制
執
行
可
能
期
間
を
長
期
と
す
る
と
債
権

の
取
り
立
て
が
緩
か
に
な
る
側
面
は
あ
る
と
し
て
も
(
「
込
ハ
債
権
者

ヲ
保
護
ス
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ス
、
時
効
ヲ
延
パ
サ
ナ
カ
ッ
タ
ラ
パ
債

務
者
ハ
イ
ヂ
メ
ラ
レ
ル
、
判
決
ヲ
受
ケ
タ
一
フ
直
グ
ニ
執
行
サ
レ
ル
、
債

務
者
ガ
イ
ヂ
メ
一
フ
レ
ル
ノ
デ
ス
ヨ
」
前
掲
議
録
第
二
回
一
五
頁
、
藤
田

政
府
委
員
の
発
一
言
)
債
権
者
保
護
に
傾
き
す
ぎ
で
は
な
い
か
。
「
第
一

の
要
請
」
を
重
視
す
る
と
、
立
法
論
と
し
て
は
、
比
較
的
短
期
、
且
つ

中
断
を
認
め
な
い
強
制
執
行
期
聞
を
定
め
、
そ
の
問
に
は
板
の
満
足
を

え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
債
務
者
に
財
産
が
な
け
れ
ば
、
も
は
や
同
家
は
債
権
の

強
制
的
満
足
に
助
力
し
な
い
、
と
の
考
え
方
も
あ
り
え
よ
う
(
「
私
ハ

此
改
正
案
ハ
甚
ダ
改
悪
案
ダ
ト
:
考
ヘ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
・
-
斯
ウ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
五
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ハ
時
ニ
法
律
ノ
上
デ
御
破
算
ニ
シ
テ
ヤ
ル
ト
一
広
プ
ヨ

ト
ハ
、
極
メ
テ
私
ハ
法
律
ノ
上
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ノ
消
滅
時
効
/
妙
味
ダ

ト
思
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
」
〈
傍
点
筆
者
〉
前
掲
議
録
第
二
回

一
回
頁
、
中
村
委
員
の
発
一
言
)
。

(
幻
)
注

(

9

)

参
照
。

(
お
)
小
山
田
升
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
七
年
度
一
二
六
事
件
評
釈
一
一
4
0一
良
以

下。

(
却
)
最
(
大
)
判
昭
和
三
八
年
一

O
月
三

O
日
民
集
一
七
巻
九
号
一
二
五

二
頁
。

(

ω

)

小
山
・
前
掲
評
釈
一
五
一
頁
。

(
引
出
〉
我
妻
・
前
掲
警
四
五
八
頁
以
下
参
照
。
例
え
ば
、
許
容
行
為
取
消
の

訴
に
よ
り
債
務
者
に
対
す
る
債
権
の
時
効
も
中
断
す
る
と
さ
れ
る
が
、

私
見
で
は
「
裁
判
上
の
催
告
」
に
よ
る
附
随
的
中
断
が
生
じ
る
に
す
ぎ

北法31(2・416)816



消滅時効制度の根拠と中断の範閉 (2・完〕

な
い
と
考
え
る
(
本
稿
第
二
章
第
二
節
回
参
照
)
。

(
幻
)
立
法
者
は
こ
れ
を
意
思
表
示
と
解
し
て
い
た
が
(
梅
謙
次
郎
『
民
法

要
義
巻
之
一
総
則
編
』
(
訂
正
増
補
第
四
版
明
治
一
ニ

O
年
)
三
三

O
頁、

な
お
富
井
政
章
『
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
下
』
(
明
治
ゴ
一
七
年
)
五
六

七
頁
参
照
て
そ
の
後
の
学
説
は
こ
れ
を
観
念
の
通
知
と
み
る
点
で
ほ

と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
(
鳩
山
秀
夫
『
日
本
民
法
総
論
』
(
増
訂
改
版

昭
和
五
年
〉
六
一
一
一
良
、
我
妻
・
前
掲
喜
四
七

O
頁
、
川
島
・
前
掲
書

五

O
O頁
等
。
た
だ
し
三
瀦
信
一
二
『
全
訂
民
法
総
則
提
要
下
』
(
第
九

版
昭
和
六
年
)
五

O
八
頁
は
「
此
論
争
ハ
実
益
ナ

γ
」
と
す
る
)
。

(
お
)
川
島
・
前
掲
書
五

O
O頁。

(
川
品
)
我
妻
・
前
掲
書
四
七

O
頁
。
な
お
川
井
健
・
注
釈
民
法
国
一
一
八
頁

以
下
参
照
。

(
お
)
ド
イ
ツ
民
法
二

O
八
条
。
承
認
は
既
に
ロ
l
マ
法
に
お
い
て
も
時
効

の
中
断
事
由
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
(
〈
包
・

ω恒
三
間
三
コ

ω
3
z
s

仏
g
r。
ロ
立
問
。
ロ
嗣
NOB-mnroロ岡山
o
n
y
g
切
仏
・
〈

-H∞
AHH-ω
・
ω
H
U
R
山

C
E
g
r
c
}
Nロ
o
p
C
E
R
E
-
Nロ
OHU田
〉

g
p
r
z
n
y
o
H
W
2
1
n
r己
ロ
ロ
間

ι州
民
間
町
田
回
目

B
Zロ
〈
開
ユ
昨
日
H
E口開田
F
Y
H
P
H凶門日・ロ噌

]F∞叩∞-一
VNdN)、

ド
イ
ツ
普
通
法
に
あ
っ
て
は
単
純
な
承
認
(
巾
吉
岡
田

ny開
〉
ロ

2
r
gロ己・

口
問
)
で
足
り
る
か
否
か
に
つ
き
争
い
が
あ
っ
た
(
〈
四
戸

ω
gロ内訳口問。円

H
(
U
O
U間・同ハ
DEEmwロ
昨
日

NC自
国
民
同

m
R
r
n
r
oロ
の

2
2
N
r
z
n
F
回
ι-

F
ロ
・
〉
口
出
・

5
印
、
ア
一
即
日
。
一
∞
河
N
U
U
ω
匂

=0・
凶
-
田
・
。

--H広・

H-
∞-

M
W

印
H
R・
)
。
サ
ヴ
ィ
ニ
l
は
「
承
認
」
は
法
律
行
為
な
る
こ
と
を
要
す
る

と
解
し
た

(ωs-関口
u
〉
担
問
・
。
・
・
切
仏
・
〈
・

ω・
ω区
民
)
。
し
か
し
「
理

白
書
」
は
、
理
論
と
し
て
は
ご
般
的
な
諸
原
則
に
よ
れ
ば
義
務
者
の
新

た
な
特
別
の
義
務
づ
け
(
回

Z
Lロ
ロ
間
)
を
含
む
よ
う
な
承
認
の
み
を
中

断
事
由
と
す
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
基
準
に
よ
れ
ば
、
実

際
上
も
っ
と
も
多
数
か
つ
重
要
な
場
合
で
あ
る
黙
示
の
承
認
の
際
に
、

中
断
事
由
と
し
て
の
「
承
認
」
が
認
め
ら
れ
ぬ
不
都
合
を
生
ず
る
と
の

趣
旨
を
説
き
(
宮

ccg-
∞
L
F
ω
-
S岱
)
、
「
議
事
録
」
も
、
中
断
効

を
生
ず
る
「
承
認
」
の
場
合
を
制
限
せ
ん
と
す
る
提
案
の
敗
れ
た
こ
と

を
伝
え
る

(HUEsrcFw-
回
仏
・
戸

ω-NNN
ご
。
か
よ
う
な
経
緯
を
も

っ
て
ド
イ
ツ
民
法
二

O
八
条
は
「
義
務
者
が
権
利
者
に
対
し
て
一
部
弁

済
、
利
息
支
払
、
担
保
の
供
与
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
て
権
利
者
に
対

し
そ
の
請
求
権
を
承
認
し
た
る
と
き
は
、
消
滅
時
効
は
中
断
す
」
と
定

め
た
。
こ
の
規
定
の
解
釈
と
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
「
承
認
」
は
意
思

表
示
な
る
こ
と
を
妥
す
と
主
張
す
る
(
出
血

E
2・釦

mo--ω
・
Nωω
民

彼
は
民
法
起
草
委
員
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
意
見
が
「
承
認
」
を
法
律
行

為
と
解
す
る
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
い
る
)
。
一
部

弁
済
、
利
息
支
払
、
担
保
の
供
与
は
単
に
債
務
存
在
の
認
識
を
表
示
す

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
権
利
の
一
部
を
実
現
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
ヘ

ル
ダ
ー
が
か
く
解
す
る
の
も
額
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
大
多
数

の
学
者
は
意
思
表
ボ
な
る
こ
と
を
要
せ
ず
と
す
る
(
〈
間
「

ω
S
E
E
m
2

H
の
♀
口
問

-
p
m・
o・-一即日。∞
m
N
ω
)。
即
ち
、
同
条
が
異
な
っ
た
行
為

形
態
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
承
認
」
は
観
念
の
通
知
、
従
っ
て
準

法
律
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る

(
ω
gロ
仏
呂
町

2
H
O
F
r
y
m
wア
ロ
目

〉
三

f
g斗
タ

申

NO∞
何
回
目
)
。
な
お
、
「
承
認
」
が
中
断
事
由
と
さ
れ

北法31(2・417)817



研究ノート

る
理
由
と
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ

l
は
、
も
は
や
権
利
者
が
権
利
行
使
を
怠

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
、
権
利
消
滅
の
推
定
が
止

む
と
い
う
こ
と
、
の
二
つ
を
挙
げ
る

(
ω
E
L
mロ可
-
p
m
-
。
・
・
切
払
・
〈
・

ω
・
ω]戸
品
)
。

(
お
)
ス
イ
ス
債
務
法
二
二
五
条
。
ス
ピ
ロ

l
は
、
「
承
認
」
に
よ
り
債
務
の

存
在
に
つ
い
て
争
い
と
疑
わ
し
き
が
な
く
な
り
、
理
由
の
な
い
あ
る
い

は
不
知
の
債
権
か
ら
債
務
者
を
保
護
す
る
と
い
う
消
滅
時
効
の
役
割
が

必
要
と
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う

3
1円
C
・
m
-
岱
。
・
回
仏
・
戸

ω
ピ
∞
ア

A
F
H
H
)

。

(
幻
)
川
島
・
前
掲
諮
五

O
O頁。

(
お
)
「
第
二
の
要
請
」
と
呼
ぶ
の
は
叙
述
の
便
宜
上
に
す
ぎ
ず
、
も
ち
ろ

ん
法
秩
序
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
債
務
を
履
行
す
べ
き
は
「
第
一
の
要
請
」

に
優
越
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
承
認
に
よ
る
中
断
が
本
来
の
形
態
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
民
法
・
ス
イ
ス
債
務
法
が
権
利
主
張
形
式
に

よ
る
中
断
の
前
に
債
務
承
認
形
式
に
よ
る
中
断
を
規
定
す
る
の
も
意
図

的
配
列
で
は
な
い
か
、
と
の
憶
測
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
幼
〉
「
寺
院
法
に
於
て
は
、
時
効
制
度
に
対
し
て
嫌
悪
の
限
を
以
て
臨
む

結
果
、
取
得
時
効
に
も
消
滅
時
効
に
も
、
全
期
間
を
通
じ
て
善
意
が
必

要
要
件
」
で
あ
っ
た
(
原
田
廃
合
『
日
本
民
法
典
の
史
的
素
描
』
(
昭

和
二
九
年
)
八

O
頁)。

(
必
)
寺
院
法
で
は
「
善
意
を
悪
意
と
為
す
に
は
、
単
な
る
請
求
催
告
を
以

て
足
る
と
謂
う
理
論
に
落
驚
く
」
(
原
田
・
前
掲
書
八
一
頁
)
。

(

H

U

)

い
わ
ゆ
る
一
部
請
求
の
訴
と
残
部
債
権
の
時
効
中
断
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
一
部
請
求
の
訴
が
残
部
債
権
に
対
す
る
「
裁
判
上
の
催
告
」
を

含
む
と
す
る
我
妻
説
(
我
妻
・
前
掲
論
文
二
六
六
頁
)
に
賛
成
す
る
の

で
、
本
文
で
検
討
す
る
事
案
か
ら
除
外
す
る
。

北法31(2・418)818

第
二
節

中
断
の
範
囲

競
合
す
る
請
求
権

同
一
の
生
活
事
実
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
多
く
の
部
分
で
重
な
り
あ
う

よ
う
な
生
活
事
実
は
、
請
求
権
を
基
礎
守
つ
け
る
複
数
の
規
範
の
構
成
要
件
を

充
足
し
う
る
。
そ
の
場
合
に
一
規
範
だ
け
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

複
数
規
範
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
後
者
の
場
合
、
複
数
の
請
求
権
が
成
立
す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
内
容
が
同
一
で
あ
れ
ば
法
律
上
は
重
複
し
て
基
礎
づ
け

ら
れ
た
と
こ
ろ
の
唯
一
個
の
請
求
権
が
成
立
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
い

わ
ゆ
る
請
求
権
競
合
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
我
が
国
の
判
例

は
、
学
説
上
、
新
訴
訟
物
理
論
の
圧
倒
的
優
勢
に
も
拘
ら
ず
基
本
的
に
は
な

お
旧
訴
訟
物
理
論
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
し
、
複
数
の
誘
求
権
が

成
立
す
る
と
の
立
場
を
と
り
続
け
て
い
る
。
従
っ
て
、

一
方
の
請
求
権
の
満

足
を
求
む
る
訴
で
、
例
え
ば
、
証
明
責
任
の
分
配
上
そ
の
立
証
に
失
敗
し
敗

訴
し
た
の
で
改
め
て
他
方
の
請
求
権
の
満
足
を
求
む
る
訴
を
提
起
す
る
場
合

で
あ
る
と
か
、
一
方
の
請
求
権
を
訴
求
中
、
請
求
原
因
を
変
更
し
他
方
の
誇



求
権
を
主
張
す
る
場
合
に
、
新
訴
訟
物
理
論
と
旧
訴
訟
物
理
論
と
で
取
扱
い

を
異
に
す
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
実
務
が
請
求
権
競
合
説
を
採

り
続
け
る
聞
は
、
実
際
上
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
請
求
権
の
訴
求
に
よ
っ
て

当
事
者
間
で
は
同
一
目
的
に
向
け
ら
れ
た
他
の
全
て
の
請
求
権
に
対
す
る
消

滅
時
効
も
中
断
す
る
か
と
い
う
問
題
に
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
債
務
承
認
形
式
に
よ
る
中
断
の
場
合
に
は

一
方
の
請
求
権

の
承
認
が
他
方
の
請
求
権
に
対
す
る
消
滅
時
効
の
中
断
を
も
た
ら
す
か
と
い

う
問
題
と
な
り
、
こ
れ
を
ど
う
解
す
る
か
は
権
利
者
の
訴
求
可
能
性
を
左
右

す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
六
月
二
三
日

下
級
民
集
一

O
巻
六
号
二
ニ
二
九
頁
の
、
保
管
中
に
受
寄
物
た
る
輸
入
綿
花

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

が
焼
失
し
た
場
合
に
お
け
る
倉
庫
業
者
(
被
告
)
の
賠
償
責
任
の
有
無
が
争

わ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
に
故
意
ま
た
は
重
過
失
(
約
款
に
よ
る
責
任
要

件
の
緩
和
が
あ
っ
た
ゆ
え
)
が
な
か
っ
た
と
し
て
債
務
不
履
行
責
任
を
否
定

し
、
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
は
、
原
告
ら
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠

償
金
の
支
払
を
請
求
し
た
の
は
本
訴
提
起
後
の
本
件
準
備
手
続
期
日
に
お
い

て
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
す
で
に
三
年
の
時
効
期
間
ハ
民
七
二
四
条
)

が
経
過
し
て
い
た
と
し
、
「
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
に
も
と
づ

く
訴
と
は
、
た
と
え
請
求
の
基
礎
が
同
一
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
訴

訟
物
を
異
に
す
る
別
個
の
訴
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
た
と
い

原
告
ら
が
被
告
に
対
す
る
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
を
取
得
し
た

と
し
て
、
こ
の
債
権
に
も
と
づ
き
本
訴
を
提
起
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ

り
原
告
ら
の
取
得
し
た
と
す
る
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
債
権
の
消

滅
時
効
が
中
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
判
旨
が
こ
の
問
題
を
端
的
に

表
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

私
見
で
は

一
方
の
請
求
権
の
主
張
(
訴
求
〉
も
し
く
は
承
認
に
よ
り
他

方
の
請
求
権
に
対
す
る
消
滅
時
効
も
中
断
す
る
と
解
し
た
い
。
以
下
に
、
請

求
権
競
合
に
つ
い
て
は
最
も
典
型
的
な
契
約
債
務
不
履
行
責
任
と
不
法
行
為

責
任
の
競
合
の
場
合
に
限
定
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
本
稿
は
、
請
求
権
競
合
の
問
題
そ
の
も
の
を
検
討
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
く
、
請
求
権
競
合
の
問
題
に
つ
き
、
現
在
実
務
の
採
用
す
る

見
解
か
ら
す
れ
ば
消
滅
時
効
中
断
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き

か
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
私

最
近
と
み
に
活
発
さ
を
加
え
て
き
た
誇
求
権
競
合
論
の
動
向
、

ち
、
請
求
権
規
範
競
合
説

rも
沿
う
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
請
求

見
は
、

権
規
範
競
合
説
に
お
い
て
は
消
滅
時
効
中
断
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス
に
よ
れ
ば
、

一
個
の
請
求
権
は
一
個
の
法
的
根
拠
か
ら

生
ず
る
と
の
考
え
、
従
っ
て
、
同
一
事
実
が
複
数
の
法
的
根
拠
を
満
た
す
な Jls 
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ら
ば
複
数
の
請
求
権
が
生
ず
る
と
の
考
え
は
、
ア
タ
ツ
イ
オ
法
的
思
惟
の
残

浮
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
一
の
給
付
に
関
す
る
複
数
の
請
求
権

規
範
が
充
た
さ
れ
た
場
合
に
は
、
幾
重
に
も
基
礎
づ
け
ら
れ
た
一
個
の
統
一

的
請
求
権
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
競
合
す
る
の
は
請
求
権
で
は

な
く
、
請
求
権
規
範
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
請
求
権
の
発
生
・
範
囲
・
発
展
・

譲
渡
・
消
滅
に
つ
い
て
は
、
競
合
し
て
い
る
規
範
が
矛
盾
し
て
い
る
と
き
は

規
範
の
調
整
が
競
合
論
の
役
割
と
な
る
と
説
く
。
こ
の
説
は
、
時
効
期
間
を

ど
の
規
範
に
求
め
る
べ
き
か
は
原
則
と
し
て
債
権
者
に
有
利
な
時
効
期
間
に

よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
短
期
時
効
を
適
用
し
な
け
れ
ば
短
期
時
効

を
定
め
た
法
の
目
的
を
達
し
得
な
い
場
合
に
は
そ
の
短
期
時
効
に
よ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
中
断
に
関
し
て
は
、
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス
は
消
滅
時

効
の
対
象
の
単
一
性
か
ら
、
一
個
の
消
滅
時
効
中
断
が
請
求
権
の
全
体
に
及

ぶ
と
し
て
、
ま
ず
「
承
認
」
に
よ
る
中
断
に
つ
き
次
の
趣
旨
を
説
く
。

ド
イ
ツ
民
法
二

O
八
条
の
中
断
事
由
た
る
「
承
認
」
の
解
釈
に
あ
た
っ
て

は
、
債
務
者
は
、
法
的
性
質
決
定

(
s
n
z
-
5
7
O
C
E
-
-
m
E
2
5間
)
に
か

か
わ
り
な
く
、
請
求
権
そ
の
も
の
を
承
認
す
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
正
当
に
も
、
消
滅
時
効
の
中
断
の
た
め

に
特
定
の
債
務
発
生
原
因
の
承
認
は
不
要
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
承
認
さ
れ
た

債
務
が
識
別
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
く
り
か
え
し
述
べ
て
い
る
。

従
っ
て
、
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
の
債
務
者
の
心
証
が
債
権
者
に
対
し
て
一
不

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
の
で
あ
り
、
請
求
権
の
法
的
性
質
決
定
は

問
題
で
は
な
い
。
当
該
行
為
が
「
承
認
」
に
あ
た
る
か
は
、
そ
の
承
認
に
よ

り
最
も
重
要
な
消
滅
時
効
の
正
当
化
根
拠
が
、
そ
の
基
礎
を
失
う
か
ど
う
か

と
い
う
観
点
を
基
準
と
す
る
。

債
務
の
「
承
認
」
は
、

債
務
者
は
履
行
し

て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
、
つ
ま
り
請
求
権
の
裁
判
上
の
主
張

(
H
訴
求
)
は
不

必
要
で
あ
ろ
う
と
の
も
っ
と
も
な
信
頼
を
債
権
者
に
抱
か
し
め
る
の
で
あ

り
、
か
か
る
場
合
に
債
権
者
の
静
観
せ
る
態
度
が
怠
慢
で
あ
る
と
評
価
さ
れ

権
利
者
の
「
詰
求
し
う
る
地
位
」

(〈

2
Fロ悶
g
Eロ
問
。
と
を
争
わ
な
い
と
の
債
務
者
の
心
証
が
何
ら
か
の
方

て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
債
権
者
は
、

法
で
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
か
よ
う
な
信
頼
を
誘
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
侠

務
者
の
態
度
が
、
交
通
事
故
に
よ
っ
て
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
の
怠
識
を
知

ら
し
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
請
求
権
が
契
約
侵
害
、
不
法
行
為
も
し
く

は
危
険
責
任
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な

ぃ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
複
数
の
請
求
権
規
範
の
要
件
が
充
た
さ
れ
る
場
合
に

は
、
単
に
請
求
権
の
基
礎
の
一
つ
を
対
象
と
す
る
承
認
で
あ
っ
て
も
請
求
権

の
全
体
に
つ
い
て
消
滅
時
効
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
債
務

者
が
危
険
責
任
に
基
づ
く
請
求
権
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、
そ
の
請
求
権
が
同
時
に
契
約
侵
害
及
び
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
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れ
ば
、
か
か
る
承
認
に
よ
り
統
一
的
請
求
権
の
消
滅
時
効
が
中
断
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
法
的
性
質
決
定
は
債
務
者
の
な
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
ま

た
、
他
の
規
範
の
要
件
を
も
充
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
債
務
者
の
考

え
は
重
要
な
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス
の
「
承
認
」
に
つ
き
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

き
て
、
権
利
主
張
形
式
(
訴
の
提
起
)
に
よ
る
消
滅
時
効
の
中
断
に
つ
い

て
は
ド
イ
ツ
民
法
二

O
九
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
条
一
項
は
①
請

求
権
の
満
足
を
求
む
る
訴
、
②
確
認
の
訴
、
③
執
行
文
付
与
の
訴
、
④
執
行

判
決
を
求
む
る
訴
の
提
起
、
同
条
二
項
は
、
訴
の
提
起
と
同
視
さ
れ
る
行
為

消滅時効制度の糠拠と中断の範囲 (2・完〕

こ
こ
に
①
請
求
権
の
満
足
を
求
む
る
訴
と

(
臼
)

は
、
給
付
の
訴

(
F
2
m
g口問
m
r
g問
。
)
を
指
す
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ゲ
オ

を
中
断
事
由
と
し
て
定
め
る
。

ル
ギ
ア
デ
ス
は
、
請
求
権
規
範
競
合
の
場
合
の
統
一
的
請
求
権
は
給
付
訴
訟

に
お
け
る
訴
訟
物
を
な
す
と
説
く
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
二

O
九
条
に
い

う
「
請
求
権
」
と
は
「
訴
訟
上
の
請
求
権
」
、
即
ち
「
訴
訟
物
」
で
あ
る
と

(
H
)
 

説
く
へ
ン
ケ
ル
を
正
当
と
し
、
か
か
る
立
場
か
ら
の
へ
ン
ケ
ル
の
帰
結
、
例

え
ば
、
運
送
事
故
の
被
害
者
が
損
害
賠
償
を
求
め
て
訴
え
る
と
単
一
の
訴
訟

上
の
請
求
権
が
係
属
し
、
従
っ
て
法
的
観
点
と
し
て
訴
を
正
当
化
し
う
る
全

て
の
請
求
権
規
範
に
つ
い
て
時
効
が
中
断
さ
れ
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
不
法

行
為
に
よ
る
請
求
権
の
審
理
の
み
を
管
轄
と
す
る
裁
判
所
に
訴
を
提
起
し
た

(
回
)

場
合
も
同
様
で
あ
る
と
の
考
え
に
従
う
の
で
あ
る
。

請
求
権
規
範
競
合
説
は
、
民
事
訴
訟
法
学
上
の
新
訴
訟
物
理
論
か
ら
の
刺

戟
な
ど
も
あ
り
、
最
近
わ
が
国
で
も
と
み
に
注
目
を
浴
び
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
は
た
し
て
こ
の
見
解
が
実
務
の
受
容
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
か
ど
う
か
は

今
後
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
我
が
国
に
お
け
る
規
範
競
合
説
の
理
論
的

徹
底
は
、
四
宮
和
夫
『
請
求
権
競
合
論
』
(
昭
和
五
三
年
)

の
示
す
と
こ
ろ

で
あ
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
私
見
を
述
べ
る
。

山
「
裁
判
上
の
請
求
」
(
民
一
四
九
条
〉
に
よ
る
場
合

こ
こ
で
の
問
題
は
、
競
合
す
る
請
求
権
の
う
ち
一
方
の
請
求
権
の
満
足
を

求
め
て
訴
を
提
起
す
る
も
敗
訴
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
一
方
の
誇
求
権
を
訴

求
中
、
請
求
原
因
を
変
更
し
他
方
の
請
求
権
を
訴
求
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
、
前
訴
の
提
起
に
よ
る
時
効
中
断
を
前
提
と
し
て
、
後
訴
で
他
方
の
請
求

権
の
満
足
を
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
、
で
あ
る
。
従
っ
て
、
附
随
的
中

断
(
あ
る
請
求
権
に
対
す
る
中
断
行
為
な
い
し
そ
の
請
求
権
の
中
断
を
前
提

と
し
た
う
え
で
、
そ
の
請
求
権
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
他
の
請
求
権
の
消
滅

時
効
も
中
断
す
る
か
〉
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
附
随
的
中
断
の
基
準
は

「
裁
判
上
の
催
告
」
の
有
無
で
あ
る
か
ら
、

一
方
の
請
求
権
の
訴
求
が
他
方

の
請
求
権
の
「
裁
判
上
の
催
告
」
を
含
む
と
い
え
る
か
を
判
断
す
べ
き
こ
と

と
な
る
。

北法31(2・421)821



研究ノート

と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
請
求
権
の
競
合
が
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
実
体
法
秩
序
が
是
認
す
る
の
は
一
回
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、

請
求
権
競
合
説
と
い
え
ど
も
決
し
て
二
度
の
給
付
を
是
認
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
請
求
権
競
合
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
一
回
の
給
付
を
求
め
う
る
一
個
の
法
的
地
位
が
、
「
〔
実
体
〕
法

規
の
制
定
技
術
上
二
重
に
評
価
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
」
お
り
、
か
か
る
法

的
地
位
を
基
礎
e

つ
け
る
法
的
観
点
が
複
数
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
法
的
観
点
を
裁
判
上
明
ら
か
に
す
る
の
は
権
利
者
の
責
務
で
あ
ろ

う
か
、
そ
れ
と
も
裁
判
官
の
職
責
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

前
掲
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
六
月
二
三
日
判
決
は
前
者
と
解
す
る
が
故
に
、

債
権
者
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
行
使
を
封
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
「
実
体
法
上
の
請
求
権
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

給
付
訴
訟
に
お
け
る
法
的
観
点
な
る
も
の
は
、
裁
判
の
基
礎
と
し
て
の
事
実

の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
裁
判
の
資
料
た
る
事
実
の
面
に
専
ら
関
係

す
る
弁
論
主
義
の
適
用
を
受
け
ぬ
こ
と
に
な
り
、
裁
判
上
は
む
し
ろ
法
律
専

門
家
と
し
て
の
職
責
上
、
当
事
者
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
事
実
の
み
を
前
提
と

し
で
も
(
弁
論
主
義
)
、
こ
れ
に
対
し
て
は
適
用
し
う
べ
き
す
べ
て
の
法
的

観
点
を
審
査
す
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
〔
る
ど
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
基
本

的
に
は
旧
訴
訟
物
理
論
|
請
求
権
競
合
説
の
立
場
を
と
り
続
け
、
か
か
る
要

請
を
受
け
入
れ
な
い
聞
は
、
債
権
者
が
法
的
観
点
の
選
択
を
誤
っ
た
不
利
益

を
債
権
者
に
帰
せ
し
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
債
権
者

が
一
方
の
法
的
観
点
に
基
づ
い
て
訴
を
提
起
す
る
も
、
か
か
る
行
為
は
、
公

権
的
解
決
を
望
む
な
ら
一
定
期
間
内
に
司
法
機
関
に
申
し
出
よ
と
の
消
滅
時

効
制
度
に
内
在
す
る
法
の
第
一
の
要
請
を
満
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
理
由

が
あ
る
。
複
数
の
請
求
権
が
競
合
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一

回
の
給
付
を
基
礎
e

つ
け
る
観
念
的
に
復
数
の
請
求
権
が
存
在
す
る
に
す
ぎ

ず
、
債
権
者
が
一
方
の
法
的
観
点
に
の
み
基
づ
い
て
訴
を
提
起
し
よ
う
と

も
、
当
の
給
付
を
求
め
る
権
利
主
張
と
し
て
の
訴
提
起
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
場
合
に
は
他
方
の
請
求
権
に
つ
い
て
も

「
裁
判
上
の
催
告
」
が
あ
っ
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
は
、

先
に
み
た
請
求
権
競
合
論
の
新
た
な
展
開
と
し
て
近
時
有
力
に
唱
え
ら
れ
て

い
る
請
求
権
規
範
競
合
説
に
お
け
る
消
滅
時
効
並
び
に
消
滅
時
効
の
中
断
に

関
す
る
取
扱
い
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
。

以
上
か
ら
次
の
結
論
を
得
る
。
競
合
す
る
請
求
権
の
一
方
の
請
求
権
の
訴

求
は
他
方
の
請
求
権
の
「
裁
判
上
の
催
告
」
を
含
む
。
従
っ
て
、

一
方
の
請

求
権
の
満
足
を
求
め
て
訴
を
提
起
す
る
も
、
敗
訴
し
た
場
合
、
あ
る
い
は

方
の
請
求
権
を
訴
求
中
、
請
求
原
因
を
変
更
し
他
方
の
請
求
権
を
訴
求
し
ょ

う
と
す
る
場
合
に
、
前
訴
の
提
起
に
よ
る
時
効
中
断
を
前
提
と
し
て
、
後
訴

北法31(2・422)822



で
他
方
請
求
権
の
満
足
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
但
し
後
訴
の
提
起
は

前
訴
終
局
判
決
確
定
の
時
か
ら
六
カ
月
内
に
限
ら
れ
る
。

ω承
認
に
よ
る
場
合

「
承
認
」
ハ
民
一
四
七
条
三
号
)
は
、
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
を
不
必

要
と
思
わ
せ
る
信
額
を
惹
起
せ
し
め
る
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
競
合
す
る
請

求
権
の
一
方
の
請
求
権
の
承
認
は
、
(
一
方
・
他
方
を
関
わ
ず
両
)
請
求
権

の
消
滅
時
効
の
中
断
は
不
必
要
で
あ
ろ
う
と
の
も
っ
と
も
な
信
頼
を
債
権
者

に
抱
か
し
め
う
る
。
そ
れ
は
既
に
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス
の
詳
説
す
る
と
こ
ろ
と

し
て
紹
介
し
た
。
従
っ
て
、
債
務
者
が
、
意
識
的
に
競
合
す
る
請
求
権
の
一

方
を
承
認
し
た
場
合
で
も
全
て
の
請
求
権
に
対
す
る
「
承
認
」
と
な
り
う
る

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完)

と
解
す
る
。

(

1

)

請
求
権
競
合
の
問
題
と
な
る
局
面
が
、
他
の
類
似
の
諸
局
面
、
例
え

ば
、
規
範
排
除
競
合
(
ロ

2
5
3
2三
品
ロ
問
。
ロ
品
。
欠
。
ロ

rE口
gN)、

択
一
的
競
合
(
回
一

S
E間
同
庁
語
訳
。
ロ

rEコ
gN)、
重
畳
的
規
範
競
合
も

し
く
は
請
求
権
併
存
(
宮
自
己
目
昨
日

Z
Z
2
5
3
r
cロ
r
E
Bロ
N
D仏・

〉

E
℃

E
n
Z
E
C
P口
問
)
等
と
区
別
さ
る
べ
き
こ
と
に
つ
き
、
円
、
何

WHEN-

〉
--mOEO-5『
吋

O
F
-
L
2
仏
E
Eロ
roロ
回
出
円
問
。
門
戸

Fnyぬ
口
問
2
7
g・

日・〉三日・・

5g-
岬

区

阿

〈

∞
-
N
ω
H
h
H
・
参
照
。
な
お
、
四
宮
和
夫

『
請
求
権
競
合
論
』
(
昭
和
五
三
年
)
一
ニ
頁
注
(

2

)

参
照
。

(

2

)

ハ
I
プ
シ
ャ
イ
ド
は
、
新
訴
訟
物
理
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
請
求
権

競
合
・
非
競
合
の
対
立
は
も
は
や
実
益
が
な
い
と
い
う
(
出
m
r
2
y
o
E
.

0
2
3
2
M仲
間
。

mgω
冨
ロ
門
ご

E
N
E
-
-司
円

O
N
g
p
s
g
-
∞-
E
S。

こ
れ
に
対
し
三
ヶ
月
教
授
は
、
新
訴
訟
物
理
論
の
立
場
か
ら
請
求
権
競

合
問
題
を
み
る
と
、
請
求
権
の
単
複
の
問
題
と
し
て
は
、
非
競
合
説
に

合
流
す
る
こ
と
に
よ
り
意
味
を
失
う
が
、
何
れ
の
法
的
観
点
を
優
先
し

て
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
し
て
は
、
競
合
説
・
非
競
合
説
の
対

立
は
な
お
尾
を
引
く
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
新
訴
訟
物
理
論
が
、

従
来
の
競
合
・
非
競
合
の
対
立
的
立
場
を
全
く
止
揚
し
去
る
も
の
で
は

な
い
と
説
か
れ
る
(
一
二
ヶ
月
章
「
法
条
競
合
論
の
訴
訟
法
的
評
価
」
我

妻
還
暦
記
念
・
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
中
(
昭
和
三
三
年
〕
七
二
八
頁

参
照
)
。

(

3

)

学
説
・
判
例
が
リ
l
デ
ィ
ン
グ
ケ

l
ス
と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
賃

借
入
失
火
の
場
合
に
も
失
火
責
任
法
の
軽
過
失
免
責
を
適
用
し
た
大
判

明
治
三
八
年
二
月
一
七
日
民
録
一
一
瞬
一
八
二
頁
を
改
め
、
そ
の
適
用

を
否
定
し
た
大
判
明
治
四
五
年
三
月
二
三
日
民
録
一
八
輯
三
一
五
頁
で

あ
る
。
し
か
し
、
競
合
説
の
先
例
と
し
て
の
価
値
は
余
り
な
い
と
い
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
川
島
報
告
・
訟
法

一
九
号
一
二
五
頁
参
照
。

な
お
、
旧
訴
訟
物
理
論

i
請
求
権
競
合
説
の
立
場
を
最
高
裁
が
変
更

す
る
か
に
つ
き
、
裁
判
官
の
消
極
的
感
覚
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
潮

久
郎
判
事
の
「
い
わ
ゆ
る
請
求
権
の
競
合
と
請
求
の
範
囲
を
拡
張
し
た

二
重
請
求
の
許
否
」
民
事
法
の
諸
問
題

W

(昭
和
四
九
年
)
一
七
九
頁

参
照
。

北法31(2・423)823

(

4

)

こ
の
問
題
に
対
し
て
ド
イ
ツ
普
通
法
は
明
確
な
答
え
を
用
意
し
て
い



研究ノート

な
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ

1
3
2仲間口
u
コ

ω万
件
。
日
仏
g
y
o口
氏
問
。
ロ
河
口
日
ナ

ω
n
Zロ
河
2
Z
P
切
《
戸
〈
d
H∞
台
咽
抑
陸
ωω
・
ωNO)
は
、
時
効
が
中
断

さ
れ
る
諸
事
例
の
な
か
に
、
コ

l
デ
ッ

F
ス
第
七
巻
第
四

O
章
第
三
法

文
(
の
・
叶
・
品
。
・

ω・
は
、
裁
判
所
に
訴
え
出
た
債
権
者
が
、
た
と
え
債

権
の
根
拠
を
一
般
的
に
述
べ
よ
う
と
、
も
し
く
は
、
特
に
一
つ
の
根
拠

を
述
べ
よ
う
と
も
、
時
効
の
抗
弁
は
怠
慢
な
者
、
自
己
の
権
利
に
無
頓

着
な
者
に
対
し
て
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
場
合
に
は
全

て
の
権
利
に
つ
き
時
効
は
中
断
さ
れ
る
と
の
趣
旨
を
定
め
る
)
に
依
拠

し
て
次
の
場
合
を
含
め
る
。
即
ち
、
①
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て

司
2
8ロロ
nr間
関
}
担
問
。
を
提
起
し
た
場
合
に
は
そ
れ
に
よ
り
出
可
司

p

p
m
-
S門医
mmo
の
消
滅
時
効
も
中
断
し
、
そ
の
逆
の
場
合
も
同
様
で
あ

る
と
し
、
②
同
一
当
事
者
間
で
複
数
の
法
律
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
お

り
、
か
っ
、
訴
状
(
関
芯
四
-
F乙
-
)
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
い

か
な
る
法
律
関
係
を
債
権
者
が
対
象
と
し
て
い
る
の
か
が
不
明
僚
で
あ

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
関
係
に
基
づ
く
全
て
の
訴
権
に
対
し
て

消
滅
時
効
は
中
断
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
同
じ
く
デ
ル
ン
プ

ル
ヒ
(
ロ

2
ロ
ず
ロ
ぷ
?
司
R
H
L
o
r
g
p
回仏

-
F
H申
〔

)N-ω
・
ω品
市
山
)
も
の
・
叶
-

品。・

ω・
を
引
用
し
て
、
一
個
の
訴
の
提
起
は
同
一
の

g
g出口
z
r
r
m

O
Bロ
仏
に
基
づ
き
、
同
一
目
的
に
向
け
ら
れ
た
原
告
の
被
告
に
対
す

る
全
て
の
訴
権
の
消
滅
時
効
を
中
断
す
る
と
述
べ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
!
と
共

に
中
断
の
飽
闘
を
か
な
り
広
範
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
こ
こ
で
問
題
と
す
る
請
求
権
競
合
の
場
合

に
も
言
及
し
た
も
の
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
ド
イ
ツ
民

訟
の
解
釈
と
し
て
こ
の
問
題
に
ふ
れ
る
者
と
し
て
、
例
え
ば
ト
ヮ
l
ル

が
あ
る
。
彼
は
、
競
合
す
る
請
求
権
の
そ
れ
ぞ
れ
は
独
立
し
て
お
り
、

一
方
の
請
求
権
に
基
づ
く
訴
の
提
起
に
よ
り
他
の
請
求
権
に
基
づ
く
訴

の
提
起
が
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
一
方
の
請
求
権
に
基

づ
く
訴
の
棄
却
は
他
の
請
求
権
に
基
づ
く
訴
の
提
起
の
障
碍
と
な
る
も

の
で
も
な
い
と
の
理
解
の
も
と
で
(
〈
・
吋
E
r
p
U
2
k
r
z
m
O
B
O
Z命

、円。ニ

ι
2
u
o己目
nyoロ
ロ
口
円
問
。
円
ロ
ロ
7
0
口
問
。
《
HEm-
回仏

-
F
H由印、ァ

申
区
戸

ω
N
E
)
中
断
は
訴
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
請
求
権
の
消
滅
時
効

に
つ
い
て
の
み
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
(
O
ゲ仏・

Hwι

・
口
・
明
也
Hω
・日
ω
品)、

競
合
す
る
一
方
の
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
中
断
は
、
他
方
の
請
求
権
の

消
滅
時
効
の
中
断
を
も
た
ら
さ
な
い
と
し
て
こ
の
問
題
を
否
定
す
る

(§ι
・回
L
-
F
申

忌

戸

ω
N∞印・

ωι
・
戸
帥
旨
〉
ロ
5
・
5
3。

(

5

)

ド
イ
ツ
で
は
近
時
あ
ら
た
に
請
求
権
競
合
説
を
否
定
し
、
そ
れ
に
代

わ
っ
て
、
契
約
侵
害
と
不
法
行
為
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て

契
約
法
規
範
と
不
法
行
為
法
規
範
と
が
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
唯
一
個

の
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
の
見
解
、
即
ち
、
請
求
権
規
範
競
合
説

(HKOV同
町
〈
D
ロ
仏
2
〉
ロ
凹
司
E
n
r田口
O
コHHOロ
WOロ
rロ
ロ
g
N
)
が
有
力
に

提
唱
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
(
〈
m--
岡
、
日
開
口
N-mw・白・。・咽

ω-Nω
由同・)。

こ
の
見
解
の
詳
密
な
検
討
と
理
論
的
醇
化
は
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
(
の
め
D
円明日田仏
2
・
ロ
5
〉
ロ
名

E
n
r凹
roロ
r
E円円。ロ
N

H
B
N
F
i
r
o
n
Z
E品
N
Zニ
官
O
N
O
P
E
E・
5
g
-
な
お
、
本
替
の

詳
細
な
紹
介
、
柏
木
邦
良
「
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス
の
誇
求
権
競
合
論
に
つ

い
て
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
五
巻
五
一
六
頁
以
下
が
あ
る
)
。
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消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完)

(
6
)
H
w
r
ι
.
ω
・]広】
I

同

(

7

)

開

E-ω
回
出
品
-
な
お
、
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
九
は
、
複
数
の
請
求
権
規
範

が
充
た
さ
れ
、
あ
る
規
範
が
他
方
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
場
合
と
い

え
ど
も
、
請
求
権
規
範
競
合
と
は
区
別
さ
る
べ
き
場
面
と
し
て
、
請
求

権
競
合
(
〉

E
y
z
z
r
g
r
Eおロ
N
)

と
請
求
権
併
存
(
〉

5MMEng-

Y
陣

c
p口
問
)
と
を
挙
げ
る
。
彼
に
あ
っ
て
請
求
権
競
合
と
は
、
複
数
の

請
求
権
規
範
に
基
づ
い
て
独
立
の
複
数
請
求
権
が
発
生
す
る
が
、
そ
れ

ら
は
同
一
の
経
済
的
利
益
の
満
足
に
つ
か
え
る
た
め
、
結
局
、
そ
れ
ら

の
う
ち
の
一
つ
が
履
行
さ
れ
れ
ば
よ
い
場
合
に
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

甲
の
絵
画
の
占
有
者
た
る
乙
が
、
勝
手
に
第
三
者
と
、
そ
の
絵
画
を
古

美
術
品
の
つ
ぼ
と
交
換
し
た
場
合
、
申
は
損
害
賠
償
請
求
権
(
ド
民
八

二
一
-
一
条
、
八
二
六
条
、
九
九
二
条
)
と
説
ん
で
、
代
償
請
求
核
(
ド
民

八
一
六
条
一
項
、
六
八
七
条
二
項
)
を
有
す
る
。
前
者
は
金
員
を
、
後

お
は
花
び
ん
を
給
付
対
象
と
す
る
が
、
こ
の
二
つ
の
請
求
権
は
、
共
に

は
川
じ
経
済
的
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
方
の
請
求
権
の

版
行
は
他
方
の
請
求
権
に
も
影
響
を
与
え
る
な

E
.
ω
-
H
E
R
)。

次
に
、
請
求
権
併
存
と
は
、
複
数
の
規
範
が
複
数
の
詩
求
権
を
基
礎

づ
け
る
が
、
そ
れ
ら
が
同
一
の
給
付
な
い
し
は
経
済
的
利
益
を
目
指
す

も
の
で
は
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
所
有
権
者
の
物
の
返
還
請

求
権
(
ド
民
九
八
五
条
)
と
逸
失
利
益
の
賠
償
請
求
権
(
ド
民
八
二
三

条
、
二
五
二
条
)
と
の
関
係
が
こ
れ
に
あ
た
る
(
伶
r
L
・
ω
H
2
h
)。

(

8

)

何

E-
∞-
H
a吋・

ハ
9
〉
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス
に
よ
る
と
、
請
求
権
規
範
競
合
の
場
合
の
統
一
的

請
求
権
(
ぬ
E
Y
Z
E
n
y
n
〉
口
問
官

57)
は
、
ま
た
統
一
的
に
消
滅
す

る
。
種
々
の
消
滅
時
効
期
間
を
定
め
た
複
数
の
規
定
が
存
在
す
る
場
合

に
、
相
互
に
衝
突
す
る
そ
れ
ら
の
規
定
の
中
か
ら
適
用
さ
れ
る
の
は
、
原

則
と
し
て
債
権
者
に
と
っ
て
有
利
な
消
滅
時
効
規
定
で
あ
る
。
即
ち
、

例
え
ば
、
山
(
顧
)
客
が
、
求
め
た
噌
好
口
聞
の
代
り
に
健
康
を
害
す
る
商

品
を
供
給
じ
た
売
主
に
対
し
、
契
約
侵
害
お
よ
び
不
法
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
場
合
、

ω不
法
占
有
者
に
対
す
る
所
有
権

佼
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
、
ド
イ
ツ
民
法
九
八
九
条
以
下
、
並

び
に
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
場
合
、

ω無
権
利

点
引
で
あ
り
な
が
ら
、
他
人
の
物
を
有
効
に
処
分
し
た
者
が
、
前
所
有
権

者
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
、
準
事
務
管
理
(
ド
氏
六
八
七
条
二
項
)

並
び
に
不
当
利
得
(
ド
民
八
一
六
条
一
項
)
に
よ
る
責
任
を
負
う
場
合
、

凶
自
動
車
保
有
者
が
、
自
動
車
の
運
転
中
、
有
責
に

(
ω
n
y
E
E
Z
P
)

A
を
侵
害
し
、
道
路
交
通
法
七
条
並
び
に
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
一
項

に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
う
場
合
、
国
共
同
不
法
行
為
者
た
る

述
滞
債
務
者
が
、
他
の
共
同
責
任
者
に
対
し
て
ド
イ
ツ
民
法
四
二
六
条

一
項
並
び
に
同
条
二
項
に
基
づ
く
償
還
請
求
権
を
有
す
る
場
合
に
、
こ

れ
ら
の
統
一
的
な
幾
重
に
も
基
礎
づ
け
ら
れ
た
請
求
権
の
消
滅
時
効
に

つ
い
て
は
、

A

小
刀
、
ド
イ
ツ
民
法
一
九
五
条
に
よ
る
通
常
の
一
ニ

O
年
消

滅
時
効
な
レ
し
は
道
路
交
通
法
一
四
条
に
よ
る
二
年
の
消
滅
時
効
が
、

他
方
、
不
法
行
為
訟
(
ド
民
八
五
二
条
〉
に
よ
る
一
二
年
の
消
滅
時
効
が

考
え
ら
れ
る
(
∞
-
混
血
)
が
、
長
期
の
消
滅
時
効
を
有
す
る
規
定
が
優

先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
請
求
権
規
範
に
よ
れ
ば
消
滅
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研究ノート

時
効
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
競
合
す
る
他
の
議
求
権
規
範
に
よ
れ
ば
い

ま
だ
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
賠
償
義
務
者
は
消
滅

時
効
の
抗
弁
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
義
務
を
免
れ
る
も
の
で
は
な

以
上
は
、
税
々
の
問
題
と
な
る
消
滅
時
効
期
間
が
向
時
に
進
行
す
る

と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
長
期
の
消
滅
時
効
期
間
が
債
権
者
に
有

利
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
具
体
的
な
場
合
に
よ

っ
て
は
始
期
が
奥
な
る
た
め
に
、
短
期
の
消
滅
時
効
期
間
の
方
が
債
権

者
に
と
っ
て
有
利
な
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
債
権
者

の
法
的
地
位
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
双
方
の
規
範
か
ら
生
ず
る
す
べ

て
の
利
点
が
債
権
者
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
原
則
に
従
う
べ

き
で
あ
る

(
ω
-
H
g
ご
。
し
か
し
な
が
ら
、
短
期
の
消
滅
時
効
期
間
を

適
用
し
な
い
と
、
短
期
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
特

別
目
的
が
そ
こ
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
債
権
者
有
利
の
原
則
の
例

外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
賃
貸
人
が
賃
借
入
に
対
し
て
、

賃
貸
物
段
損
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
場
合
の
消
滅
時
効
期

附
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
五
五
八
条
一
項
(
六
カ
月
)
並
び
に
八
五

二
条
一
項
(
三
年
又
は
こ

O
年
〉
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合

に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
五
二
条
一
項
は
同
法
五
五
八
条
一
項
に
よ
っ
て

排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
賃
借
入
の
か
か
る
設

損
行
為
は
必
然
的
に
不
法
行
為
な
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
は
ド
イ
ツ

民
法
五
五
八
条
一
項
を
設
定
し
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
場
合
、
ド
イ
ツ
民
法
五
五
八
条
一
項
に
よ
る
短
期
消
滅
時
効
期
間
の

遊
山
間
は
、
常
に
賃
貸
人
に
と
っ
て
不
利
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
場
合
の
消
滅
時
効
は
、
物
の
返
還
を
受
け
た
時
か
ら
進
行

を
開
始
す
る
(
ド
民
五
五
八
条
二
項
)
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
致
損

さ
れ
た
賃
貸
物
が
損
害
発
生
か
ら
三
年
以
上
を
経
て
の
ち
、
は
じ
め
て

返
還
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
五
五
八
条
の
消
滅
時
効
の
開
始

の
際
に
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
民
法
八
五
二
条
の
消
滅
時
効
期
聞
が
経
過

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る

3
.
H∞
@
。
か
よ
う
に
、
例
外
的

に
短
期
消
滅
時
効
を
適
用
す
べ
き
こ
と
は
、
用
益
賃
借
入
(
ド
民
五
八

一
条
二
項
)
、
使
用
賃
借
入
(
ド
民
六

O
六
条
)
、
用
益
権
者
(
ド
民
一

O
五
七
条
)
、
さ
ら
に
は
、
運
送
取
扱
人
・
倉
庫
営
業
者
・
運
送
人
ハ
ド

商
凶
一
四
条
、
四
二
一
一
一
条
、
四
三
九
条
)
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権

に
も
妥
当
す
る

(ω
・
H
Eご
。
規
範
の
調
整
は
、
請
求
権
規
範
競
合
説
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
理
論
上

(ιqmBmCRY)

も
明
瞭
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る

(ω
・
H
∞叶)。

な
お
、
一
フ
レ
ン
ツ
は
改
説
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス

に
従
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

(
F
R
E
M
N噌
〉

-
K
H，
巳
戸
(
巴
吋
印
)
コ
可
申

広
∞
-
N
H
4

と
(
戸
申
告
)
同
〈
申

N
C
ω
-
N
4
ω

を
対
照
せ
よ
)
。
四
宮
教

援
は
、
債
権
者
日
被
害
者
に
と
っ
て
有
利
な
方
に
よ
る
と
さ
れ
る
ハ
阻

官

7
前
掲
書
一

O
一
一
良
〉
。
な
お
、
目

n
r
r
p
E。
開
。
ロ

r
R
B
S

L
O
H
Z円
片
足
間
口

nroロ
E
L
含
-FEFmnyoロ
国
民
宮
口

m
-
S
L
2
g
n
Z口

問。口

ZW
〉
門
司
・
回
仏

-
5
N・
ω・
品
目
。
参
照
。

(ω)
一
方
の
請
求
権
に
対
す
る
中
断
行
為
は
他
方
の
諮
求
権
の
中
断
を
も

た
ら
す
か
と
い
う
問
題
は
、
請
求
権
非
競
合
説
に
あ
っ
て
は
そ
も
そ
も
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消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〕

問
題
と
な
ら
な
い
。
複
数
の
請
求
権
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
同
様
の
こ
と
は
請
求
権
規
範
競
合
説
に
も
い
え
そ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
、
統
一
的
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
の

規
範
の
競
合
、
即
ち
規
範
の
複
数
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え

ば
、
あ
る
統
一
的
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
に
つ
き
契
約
法
規
範
の
適

用
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
債
権
者
が
請
求
権
の
根
拠
を
不
法
行
為
法
規
範
に

基
づ
い
て
権
利
主
張
し
た
場
合
で
あ
る
と
か
、
債
務
者
が
不
法
行
為
を

し
た
と
し
て
債
務
を
承
認
し
た
場
合
、
な
い
し
は
債
務
の
発
生
原
因
に

言
及
す
る
こ
よ
な
く
単
に
債
務
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、
や
は
り
消
滅

時
効
の
中
断
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
日
)
。
。
。
円
四
宮
仏
o
p
p
m・
o・-ω
・]
F

∞坦

(
ロ
)
〈
開
}
・

ω
g
E
Eロ聞の円
H(UD山
口
問
唱
問
。
B
E
g
g吋

N
Z
B
回出円
R
2・

-xroロ
C
o
m
O
R
r
c
n
r
切
《
日
戸
口
〉
己
目

f
s印、
円
申

NC申
何

回

岳

山

〈

-

F
E
E
S
P
Y向
田
口
門
官
ロ
2
同
D
B
E
E
S円
N
C
B
回出同問
2
z
n
Zロ

。
2
2
N
rロ
ロ
}
】
切
L・
同
(
〉

-
5
m
B
0
5
2
叶，

g戸
)
w
H
S∞
w
一即日
S
H山
N
N・

(日

)
0
0
0円
聞
広
仏
2
4
F
p
。
J
ω
-
H
g
h

(
凶
)
出
向
口
代
r
o
-
-
U
5
0
2ロ
NOロ
LO「
〈

2
』

m
p
Eロ
m
E
D
R円ず
H
2
7
cロ
m-

】

N.]{出
品

N-ω-uω
印・

(
日
)
ド
民
訴
三
二
条
。

(
は
山
)
の
め
C円
m
H
E
r
m
-
m
ω
C
入凶
-HMWC
な
お
、
ヘ
ン
ケ
ル
お
よ
び
ゲ
オ

ル
ギ
ア
デ
ス
の
中
断
に
関
す
る
見
解
に
反
対
す
る
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ

l
ム

の
見
解

(
ω
n
z
o
n
Z
1
0
F
〈
R
R
m開
ω
口
三
ロ
ロ
ロ
間
口
E
m
Eロ
2

5同
HEma

--円
7m
国
主

Z
ロ開
4
5斗
Neω
・印
N
4
g
)
に
つ
い
て
は
、
四
宮
・
前
掲
竜
同

一
二
六
頁
以
下
参
照
。

(
げ
)
一
ニ
ヶ
月
・
前
掲
論
文
七
一
五
頁
以
下
参
照
。

(
凶
)
①
ゲ
オ
ル
ギ
ア
デ
ス
の
請
求
権
規
範
競
合
説
を
「
複
数
の
請
求
権
規

範
(
複
数
の
構
成
要
件
充
足
)
↓
一
請
求
権
」
、
②
四
宮
教
授
の
そ
れ

を
「
全
規
範
が
統
合
し
た
と
こ
ろ
の
一
請
求
権
規
範
(
一
構
成
要
件
〉

↓
一
請
求
権
」
と
図
式
化
さ
れ
る
な
ら
ば
(
奥
田
昌
道
「
四
宮
和
夫

『
請
求
権
競
合
問
題
に
つ
い
て
付
・

ω・
伺
』
法
学
協
会
雑
誌
九

O
巻

五
号
、
六
号
、
九
吟
」
〈
民
法
学
の
あ
ゆ
み
〉
法
律
時
報
四
七
巻
一
一

号
て
一
一
六
頁
参
照
v
、
@
か
ら
②
へ
の
推
移
を
理
論
的
徹
底
と
評
価
し

え
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
四
宮
教
授
の
精
徹
な
競
合
論
を
、
い
ま
だ
十
分
に
阻
し
ゃ

く
し
得
な
い
段
階
で
軽
々
し
く
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
個
の

構
成
要
件
の
創
設
は
、
も
は
や
解
釈
論
の
域
を
出
て
、
立
法
論
に
近
づ

く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
四
〉
小
山
田
升
「
金
銭
請
求
訴
訟
の
訴
訟
物
」
民
事
訴
訟
雑
誌
六
号
『
訴
訟

物
論
集
』
(
鳩
補
版
昭
和
四
七
年
)
所
以
一
五
四
頁
。

(
却
)
一
一
一
ヶ
月
・
前
掲
論
文
七
二
九
真
。

(
幻
)
こ
の
点
に
つ
き
、
ス
ピ
ロ

I
は
興
味
あ
る
視
点
を
提
供
す
る
。
即

ち
、
請
求
権
が
競
合
し
(
の
め
包
括

Z
L
O
F
F
F
。
-
-
∞
-
E
同
・
に
よ
れ

ば
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
法
条
競
合
・
誇
求
権
競
合
の
概
念
は
ド
イ
ツ
に

お
け
る
そ
れ
と
は
若
干
異
な
り
、
議
論
の
よ
う
す
は
か
な
り
独
特
で
あ

る
と
さ
れ
る
)
、
一
方
の
訴
が
退
け
ら
れ
た
際
に
は
、
債
権
者
は
形
式

的
綴
庇
に
よ
り
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
請
求
権
と
同
じ
く
、
他
方
の
請
求

北法31(2・427)827
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般
の
主
張
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
張
は
迅
速
に
な
さ

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
ス
イ
ス
債
務
法
二
二
九
条
を
類
推
適

則
す
べ
し
と
説
く

(ω
宮
門
C
u
m
-
P
。
・
切
《
円
戸

ω
ち
H
)
。
ス
イ
ス
債

務
法
一
一
一
一
九
条
は
「
訴
又
は
抗
弁
が
受
訴
判
事
の
管
轄
外
の
放
を
以
て

X
は
修
正
し
得
る
殺
統
の
放
を
以
て
当
然
不
備
の
点
あ
る
も
の
と
し
て

却
下
せ
ら
れ
其
の
間
に
消
滅
時
効
期
間
経
過
し
た
る
時
は
請
求
権
の
主
一

阪
の
為
六

O
日
の
新
た
な
る
期
間
進
行
を
開
始
す
」
と
し
て
、
訴
え
却

下
の
場
合
に
お
け
る
六

O
日
の
追
加
期
間

(
Z
R
Eユ
印
仲
)
を
認
め
る
も

の
で
あ
る
。
同
様
の
規
定
は
ド
イ
ツ
民
法
二
一
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。
我
が
法
は
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
移

送
に
よ
り
時
効
中
断
の
利
益
を
保
持
し
て
お
り
(
民
訴
一
一
一

O
条
)
、
右
、

ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
の
規
定
に
対
応
す
る
規
定
を
欠
く
た
め
同
様
の
類
推

適
用
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
附
随
的
中
断
と
新
た
な
時
効
期

附
に
関
す
る
私
見
か
ら
す
れ
ば
、
新
た
な
訴
提
起
の
可
能
性
を
認
め
、

且
っ
そ
の
期
間
は
短
期
(
こ
こ
で
は
六

O
日
〉
に
限
ら
れ
る
と
す
る
ス

ピ
ロ

l
の
考
え
は
極
め
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

手
形
債
権
と
原
因
債
権

最
判
昭
和
五
三
年
一
月
一
一
一
一
一
日
民
集
三
二
巻
一
号
一
一
良
は
、
原
因
関
係
の

当
事
者
間
に
お
い
て
俵
務
者
が
僚
権
者
振
出
し
の
為
替
手
形
に
引
受
を
な
し

た
場
合
、
原
因
債
権
と
手
形
債
権
の
併
存
を
前
提
と
し
て
、
手
形
債
権
に
つ

い
て
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
が
確
定
し
そ
の
時
効
期
間
が
篠
定
の
時
か
ら

一
O
年
に
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
(
民
一
七
四
条
ノ
一
一
)
、
こ
れ
に
応
じ
て
、

本
来
の
消
滅
時
効
期
間
が
一

O
年
よ
り
短
か
い
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
間

北法31(2・428)828

も
、
右
の
確
定
の
時
か
ら
一

O
年
に
変
ず
る
と
し
た
。
原
因
債
権
の
時
効
消

滅
は
、
原
因
関
係
の
債
権
者
が
手
形
債
権
を
行
使
し
た
と
き
、
手
形
ハ
原
因
)

債
務
者
の
康
行
を
拒
む
人
的
抗
弁
に
な
る
と
す
る
従
来
の
判
例
・
学
説
を
前

提
と
す
る
限
り
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴
の
提
起
に
よ
り
原
因
債
権
も
中

断
し
、
し
か
も
本
判
決
に
よ
り
原
因
債
権
の
時
効
期
聞
が
手
形
債
権
の
そ
れ

と
同
じ
一

O
年
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
右
人
的
抗
弁
を
受
け
る
こ
と
は
な

く
な
り
、
そ
の
意
味
で
画
期
的
判
決
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
形
債
権
に
関
す

る
確
定
判
決
等
が
何
故
原
因
債
権
の
短
期
の
消
滅
時
効
期
間
を
一

O
年
に
変

ず
る
の
か
と
い
う
理
論
的
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
も
っ
と
も
訴
訟

物
論
に
お
い
て
、
手
形
訴
訟
の
訴
訟
物
は
手
形
債
権
に
限
定
さ
れ
ず
、
勝
訴

確
定
判
決
に
よ
り
原
因
債
権
も
債
務
名
義
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
問
題
は
残
さ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
判
例
理
論
は
訴
訟
物
論
か
ら
直
接
導

き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
以
下
の
考
察
が
許
さ
れ

ょ
う
。思

う
に
、
本
問
題
も
ま
た
附
随
的
中
断
の
問
題
で
あ
り
、
先
に
見
た
「
競

{
8
)
 

合
す
る
請
求
権
」
の
場
合
に
述
べ
た
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
も
っ
と
も
、

「
競
合
す
る
請
求
権
」
の
箇
所
で
は

一
方
の
請
求
権
を
訴
求
す
る
も
敗
訴

し
た
の
ち
、
他
方
の
請
求
権
の
行
使
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
場
面
を
主
と
し



て
想
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
一
方
の
請
求
権
(
手
形
債
権
)
が

他
方
の
詰
求
権
(
原
因
債
権
〉
を
前
提
と
す
る
た
め

一
方
の
請
求
権
の
訴

求
中
に
他
方
の
請
求
権
の
時
効
消
滅
を
も
っ
て
対
抗
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題

に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
だ
け
を
と
ら
え
れ
ば
、
人
的
抗
弁
の
問
題
と
し

て
処
理
し
う
る
の
で
あ
り
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
、
原
因
関
係
の
当
事

者
間
に
あ
っ
て
も
、
手
形
債
権
行
使
に
対
す
る
抗
弁
と
は
な
ら
な
い
と
す
る

大
塚
説
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
効
理
論
と
し
て
は
手
形
債
権
と
原

図
債
権
に
お
い
て
一
方
の
権
利
主
張
な
い
し
承
認
に
よ
る
他
方
の
中
断
の
有

無
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
手
形
訴
訟
に
お
い

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

て
手
形
要
件
の
欠
鉄
、
又
は
手
形
行
為
自
体
の
畷
続
(
無
権
代
理
、
偽
造
等
)

に
よ
り
敗
訴
し
た
原
告
が
、
手
形
債
権
の
訴
え
提
起
に
よ
る
原
因
債
権
の
時

効
中
断
を
前
提
と
し
て
原
因
債
権
に
つ
い
て
再
訴
す
る
こ
と
が
(
既
判
力
に

{
8
)
 

よ
り
遮
断
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
は
あ
る
が
て
実
体
法
上
認
め
ら
れ
る
か

と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
先
に
「
競
合
す
る
請
求

権
」
の
箇
所
で
述
べ
た
の
と
同
様
の
理
由
か
ら
、
手
形
債
権
の
訴
求
は
原
因

債
権
の
「
裁
判
上
の
催
告
」
を
含
み
、
手
形
債
権
の
「
承
認
」
は
原
因
債
権

の
「
承
認
」
と
な
り
う
る
と
解
す
る
。
但
し
、
そ
の
逆
は
手
形
債
権
が
よ
り

厳
格
な
債
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
考
え

て
も
、
原
因
債
権
で
敗
訴
す
れ
ば
も
は
や
原
告
に
失
う
利
益
は
な
く
、
原
因

債
権
の
「
承
認
」
あ
る
場
合
に
は
原
因
債
権
自
体
は
中
断
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
債
権
者
の
保
護
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と

「
本
判
決
の
よ
う
に
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
判
決
の
確
定
に
よ
り
、
原
肉

債
権
の
消
滅
時
効
期
間
も
確
定
の
と
き
か
ら
一

O
年
に
延
長
さ
れ
る
と
解
す

(
日
-

る
必
要
性
は
な
く
、
主
一
た
そ
う
解
す
る
理
論
的
根
拠
も
な
い
」
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

(

1

)

本
件
の
批
評
、
解
説
と
し
て
、
吉
原
省
三
・
金
融
法
務
事
情
八
五
七

号
三
頁
、
東
傑
敬
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
九
号
九

O
頁
、
布
村
重
威
・
民

事
研
修
二
五
七
号
四
コ
一
頁
、
手
塚
尚
男
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
七

O
号
四

三
頁
、
船
越
隆
司
・
判
例
評
論
二
三
九
号
一
一
頁
、
大
塚
龍
児
，
民
商

法
雑
誌
七
九
巻
六
号
六
二
一
良
、
谷
川
久
・
昭
和
五
四
年
度
重
要
判
例
解

説
〈
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
〉
一
凶
一
頁
〔
昭
和
五
三
年
度
補
選
〕
。

(

2

)

最
判
昭
和
四
二
年
一
一
月
一
六
日
判
例
時
報
五
二

O
号
五
頁
、
段
判

昭
和
四
三
年
一
二
月
一
二
日
判
例
時
報
五
四
五
号
七
八
頁
、
名
古
屋
地

判
昭
和
四
七
年
九
月
一
六
日
判
例
時
報
六
八
九
号
一

O
八
頁
、
大
阪
地

判
昭
和
五

O
年
一

O
月
二
二
日
判
例
時
報
八
二
六
号
九
四
頁
。

(

3

)

竹
田
省
『
手
形
法
・
小
切
手
法
』
(
昭
和
三

O
年
)
凶
六
頁
、
大
隅

健
一
郎
H
河
本
一
郎
『
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
』
(
昭
和
五
二
年
)

一
九

O
頁。

(
4
〉
大
阪
高
判
昭
和
五

O
年
三
月
一
九
日
判
例
時
報
七
八
八
号
五
五
頁
、

東
京
高
判
昭
和
十
九
二
年
七
月
二
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
ゴ
一
六
三
号
二
三
一
二

頁
、
星
川
長
七
「
手
形
債
権
の
時
効
中
断
と
原
因
債
権
の
時
効
中
断
」

北法31(2・429)829
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金
融
法
務
事
情
六
八
九
号
一
七
三
頁
、
大
隅
H
河
本
・
前
掲
四
一
七

頁、

ωSELF口問
2
H
(
U
Sロ
m-
問
。
日
目
。
己
記

N
E
B
回
目
吋
明
。
吋
口

nro口

。22
Nゲ
c
n
F
切

L
H
-
E
〉
己
目

f
]呂
町
、
ア
申

NC喧
河

N
H
w
ω
0
2刷己‘

〉ロ
m
C
2
5
L内
c
g
g
mロ
g司
N口
百
回
出
同
開
2
z
n
r
oロ
の
22NσEny-
切
仏
-

F
口
・
〉
ロ
デ
同
坦
吋
∞
噌
叫

N
S
m
N
H
P
〉
ι
-
2
-
H
)広
明

5
4司じ
rEMm

LO
同
巧
2
7
2
}
m
o
r
E
m
-
N出剛山

8
・
ω

コ品
R
u
ω
笠岡
D
L釦

0
・

E
.
H
-
ω
・品。
ω
円
な
お
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴
の
提
起
は
原
因
債

権
の
時
効
を
中
断
し
な
い
と
説
く
者
と
し
て

γ口
or--
者
2
Z
手
E
L

ωロ
y
o
n
r
E
Z岨

H
gタ
ωωω
。
〉
ロ
B
・E
-

出
g
n
r
o
f
H
)芯
。
円
。
ロ
N
g

仏

2
〈
め
己
出

7
2ロ開閉
5
8
H
F
o
n
F
E
m
-
]
N
-
s
s
-
ω
・

ωω
∞

(

5

)

い
わ
ゆ
る
新
訴
訟
物
理
論
と
本
問
題
と
の
結
び
つ
き
、
お
よ
び
そ
の

分
析
は
大
塚
・
前
掲
評
釈
六
七
頁
以
下
参
照
。

(

6

)

な
お
、
の
め
O円
mH
邑
2
・
U
3
〉
ロ
回
目
肖
E
n
z
r
Dロ
rE
ロ2
2
B
N
Z己・

Z
口
Z
Z
E
N
M
2
S
H
q
N
o
p
o
n
z
-
ω
-
N
ω
岳
民
・
四
宮
和
夫
『
請
求
権

競
合
論
』
(
昭
和
五
三
年
)
二
六
頁
、
四
一
一
良
以
下
、
四
三
頁
注

(
4
)

参
照
。

(

7

)

大
塚
・
前
掲
評
釈
七
三
頁
以
下
。

(
8
〉
新
堂
幸
司
『
民
事
訴
訟
法
』
(
昭
和
四
九
年
)
二
一
一
一
良
以
下
、
船

越
・
前
掲
評
釈
一
二
六
頁
、
大
塚
・
前
掲
評
釈
六
九
頁
注
(
ロ
)
参

照。

(
9
〉
〉
【
-
-
o
p
p
m
-
。・

ω
ロ
印
の
「
一
つ
の
目
的
の
遂
行
の
た
め
に
桜

数
の
請
求
権
を
与
え
な
が
ら
、
一
つ
の
方
途
に
よ
る
行
使
に
よ
っ
て
同

時
に
他
方
の
方
途
の
爽
失
が
予
防
さ
れ
な
い
の
な
ら
ば
、
立
法
者
に
よ

る
高
度
に
危
険
な
贈
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
〈
大
塚
訳
・
前
掲
評

釈
注
(
幻
)
〉
と
の
言
葉
が
こ
の
問
題
点
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

(
叩
)
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴
の
提
起
が
原
因
債
権
の
時
効
を
中
断
す
る

も
の
と
し
て
は
注

(
4
〉
参
照
。

(
江
)
横
浜
地
決
昭
和
三
五
年
一
月
二
二
日
下
民
集
一
一
巻
一
号
八

O
一氏、

東
京
高
判
昭
和
三
六
年
二
月
二
七
日
下
民
集
一
二
巻
一
一
号
三
八
一
一
良
、

大
隅
H
河
本
・
前
掲
四
一
七
頁
、
船
越
・
前
掲
評
釈
一
二
七
百
H

以
下
、

大
塚
・
前
掲
評
釈
七
二
頁
注
(
凶
〉
。

(ロ

)
ω
U
H吋
C
-
P
F
0
・
ω・
品
(
)
品
・
し
か
し
〉
ι
-
o
p
p
p
。--∞司]戸叶

A
R

は
原
因
債
権
に
つ
い
て
の
訴
の
提
起
も
手
形
債
権
を
中
断
す
る
と
す

る。

(
臼
)
大
塚
・
前
掲
評
釈
七
四
頁
。
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保
証
債
務
と
主
た
る
債
務

保
証
人
が
民
法
一
四
五
条
の
「
当
事
者
」
と
し
て
主
た
る
債
務
の
消
滅
時

効
を
援
用
し
う
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
保
証
債
務
は
中
断
し
て
い
よ
う
と
も
、
債
権
者
が
主
た
る
債
務
に
対
す

る
中
断
手
続
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
に
主
た
る
債
務
に
つ
き
時
効
期
間
が
経

過
し
た
時
は
、
保
証
人
は
主
た
る
債
務
の
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

保
証
債
務
の
附
従
性
か
ら
自
己
の
債
務
を
免
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
右
保
証
人
の
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考



(
g
)
 

、える。思
う
に
、
こ
こ
で
は
一
方
の
請
求
権
(
保
証
債
務
)
が
他
方
の
請
求
権

(
主
た
る
債
務
〉
を
前
提
と
す
る
た
め
、
例
え
ば
一
方
の
請
求
権
の
訴
求
中

に
、
他
方
の
請
求
権
の
時
効
援
用
を
も
っ
て
対
抗
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
は
三
当
事
者
と
い
う
点
を
除

け
ば
、
問
題
状
況
は
先
に
見
た
「
手
形
債
権
と
原
因
債
権
」
の
そ
れ
と
同
じ

で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
保
証
人
の
時
効
援
用
を
許
さ
ず
と
す
れ
ば
、
そ
の
理

論
構
成
は
こ
こ
で
も
、
ま
ず
抗
弁
制
限
(
附
従
性
、
あ
る
い
は
援
用
権
者
の

範
聞
の
制
限
的
解
釈
〉
と
附
随
的
中
断
(
主
た
る
債
務
の
中
断
)
の
二
方
向

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
附
随
的
中
断
が
認
め
ら
れ
れ
ば
附

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〕

従
性
等
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
く
て
す
む
の
で

」
こ
で
は
附
随
的
中
断
の

有
無
か
ら
考
え
る
。

ま
ず
保
証
債
務
が
「
承
認
」
に
よ
り
中
断
す
る
場
合
を
み
よ
う
。
「
承
認
」

が
中
断
事
由
と
さ
れ
る
の
は
債
権
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
が
、

そ
の
信
頼
が
保
護
さ
れ
る
の
は
、
債
務
者
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
信
頼
の
た

め
に
債
権
者
が
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
行
為
を
控
え
て
い
る
簡
に
、
時

効
を
進
行
・
完
成
さ
せ
債
務
者
に
時
効
の
援
用
を
許
す
こ
と
は
不
当
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
保
証
債
務
が
「
承
認
」
さ
れ
債
権
者
が
訴
の
提
起

等
に
よ
る
保
証
債
務
の
中
断
手
続
き
を
と
ら
な
い
の
が
も
っ
と
も
で
あ
る
な

ら
ば
、
同
じ
こ
と
は
主
た
る
債
務
に
つ
い
て
中
断
の
手
続
き
を
と
ら
な
い
こ

と
に
対
し
て
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
保
証
債
務
は
「
承
認
」
に
よ
り
中
断

し
た
と
し
な
が
ら
、
保
一
証
債
務
の
時
効
援
用
の
み
を
封
じ
、
主
た
る
債
務
の

時
効
援
用
を
許
す
の
は
、
「
承
認
」
を
中
断
事
由
と
し
た
目
的
か
ら
は
片
手

落
ち
の
解
釈
で
あ
り
不
当
な
結
論
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
保
証

人
が
主
た
る
債
務
の
時
効
を
援
用
す
る
の
を
封
ず
る
た
め
に
、
保
証
債
務
の

「
承
認
」
に
よ
り
主
た
る
債
務
の
時
効
も
中
断
す
る
と
い
う
の
で
は
、
主
た

る
債
務
者
の
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
時
効
期
聞
を
延
長
す
る
こ
と
と
な
り
許

さ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
「
手
形
債
権
と
原
因
債
権
」
の
問
題
状
況
と
近
似

す
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
こ
で
は
三
当
事
者
(
債
権
者
・
主
た
る
債
務
者
・
保

証
人
)
の
法
律
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
殊
性
を
顧
慮
せ
ざ
る

を
え
ず
、
従
っ
て
、
右
「
手
形
債
権
と
原
因
債
権
」
に
お
け
る
と
同
様
の
解

釈
を
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
、
「
承
認
」
に

よ
る
保
証
債
務
の
中
断
は
、
同
時
に
主
た
る
債
務
の
時
効
も
中
断
す
る
と
は

い
え
な
い
。
結
局
、
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
が
許
さ
れ
な
く
な
る
の
は
、

右
に
述
べ
た
「
承
認
」
が
中
断
事
由
と
さ
れ
る
根
拠
か
ら
保
証
債
務
の
「
承

認
」
に
よ
る
時
効
中
断
に
特
有
の
効
果
と
し
て
解
釈
す
る
か

も
し
く
は

「
承
認
」
に
よ
る
中
断
制
度
そ
の
も
の
が
信
義
則
に
よ
る
援
用
権
制
限
の
法

的
定
型
な
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
端
的
に
、
信
義
則
に
よ
っ
て
主
た
る
債
務
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の
時
効
援
用
は
許
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
保
証
債
務
が
権
利
主
張
形
式
(
訴
の
提
起
)
に
よ
り
中
断
す
る
場
合

を
考
え
る
。
主
た
る
債
務
の
時
効
が
完
成
す
る
前
に
保
証
債
務
に
つ
き
時
効

中
断
の
手
段
を
と
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
ま
た
、
主
債
務
者
が
無
資
力
の

た
め
こ
れ
に
対
し
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
債
権
取
立
の
上
か
ら
無
益
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
主
た
る
債
務
の
時
効
中
断
手
続
き
を

と
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
を
許
し
、
附
従
性
に

よ
り
保
証
債
務
も
消
滅
す
る
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
形
式
論
で
は
な
か
ろ
う

か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
保
証
人
の
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
を

封
ず
る
理
論
と
し
て
は
、
ま
ず
保
証
債
務
に
対
す
る
訴
の
提
起
は
主
た
る
債

務
に
対
す
る
「
裁
判
上
の
催
告
」
を
含
む
、
即
ち
、
附
随
的
中
断
が
生
ず
る

と
の
構
成
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
承
認
」

に
よ
る
附
随
的
中
断
を
認

め
る
の
が
無
理
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
主
た
る
債
務
者
か
ら
の
取
立
は
考
え

ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
権
利
主
張
あ
り
と

し
て
附
随
的
中
断
を
認
め
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
残
さ
れ
た

考
え
は
、
「
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
権
者
」
か
ら
保
証
人
を
除
外
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
従
来
の
解
釈
の
難
点
を
矯
正
す
る
方
向
で
あ
る
。
保
証
債
務
は

あ
く
ま
で
主
た
る
債
務
と
は
別
個
の
債
務
で
あ
る
と
い
う
点
を
認
識
す
れ
ば

か
よ
う
な
解
釈
は
許
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
主
た
る
債
務
の
時
効
が
完
成

し
た
あ
と
で
訴
求
さ
れ
た
保
託
人
が
、
主
た
る
債
務
の
時
効
を
援
用
し
、
保

証
債
務
の
附
従
性
か
ら
自
己
の
債
務
を
免
れ
る
こ
と
は
、
「
附
従
性
」
の
み

な
お
し
が
必
要
と
さ
れ
る
時
期
に
き
て
い
る
と
し
て
も
、
や
は
り
認
め
ら
れ

る
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
主
た
る
債
務
の
時
効
が
完
成
し
て

い
れ
ば
保
証
債
務
の
時
効
も
完
成
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
も
し
も

保
証
債
務
が
「
承
認
」
に
よ
り
中
断
し
て
い
れ
ば
、
私
見
で
は
主
た
る
債
務

の
時
効
援
用
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
、
主
た
る
債
務
の
時

効
が
完
成
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
保
証
債
務
の
時
効
が
「
承
認
」
に
よ
り
中

断
し
て
お
り
、
従
っ
て
保
証
債
務
の
時
効
を
援
用
で
き
な
い
こ
と
が
、
主
た

る
債
務
の
援
用
を
許
さ
れ
る
場
合
に
比
し
、
保
証
人
に
格
別
の
不
利
益
を
課

す
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
「
承
認
」
に
よ
り
保
証
債
務
が

中
断
し
た
場
合
に
は
、
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
論

じ
た
と
こ
ろ
は
、
保
証
人
を
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
権
者
か
ら
除
外
す
る

こ
と
の
中
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
で
は
、
か
よ
う
に
解
す
る
と
保
証

人
は
債
権
者
に
弁
済
後
、
主
た
る
債
務
の
時
効
完
成
に
も
拘
ら
ず
主
た
る
俵

務
者
に
求
償
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
保
証
人
は
通
常
は
受
託
保
証
人
な

の
で
あ
り
、
受
託
保
証
人
に
は
事
前
求
償
権
(
民
四
六

O
条
)
が
認
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
。
次
に
委
託
を
受
け
ざ
る
保
証
人
は
、

そ
も
そ
も
求
償
し
え
な
く
な
る
こ
と
を
覚
悟
す
べ
き
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
保
証
債
務
の
時
効
が
中
断
す
る
も
、
主
た
る
債
務
の
時
効
を

援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
債
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

る
。
保
証
人
は
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
権
者
た
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

消滅時効制度;の根拠と中断の範囲 (2・完〉

(

1

)

大
判
大
正
四
年
七
月
一
三
日
民
録
二
一
一
斡
一
一
ニ
八
七
頁
、
大
判
大
正

四
年
二
一
月
一
一
日
民
録
二
一
輯
ニ

O
五
一
頁
、
大
判
昭
和
七
年
六
月

一
二
日
民
集
一
一
巻
二
三
号
一
一
八
六
頁
、
大
判
昭
和
八
年

-
O月一

一
一
一
自
民
集
一
二
巻
一
二
号
二
五
二

O
頁。

ハ
2
〉
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
』
ハ
昭
和
三
九
年
〉
四
八
七
頁
、
於
保
不

二
雄
『
債
権
総
論
』
(
昭
和
三
四
年
〉
二
四
九
頁
、
中
井
美
雄
・
注
釈

民
法
周
二
三
五
頁
参
照
。

(
3
〉
川
井
健
・
判
例
評
論
一
一
二
一
号
一
七
頁
参
照
。

〈
4
)
星
野
教
授
は
、
「
保
証
人
は
保
証
債
務
の
時
効
消
滅
を
援
用
す
れ
ば

よ
く
、
物
上
保
証
人
も
、
抵
当
権
の
消
滅
だ
け
を
援
用
で
き
る
と
解
す

れ
ば
足
り
る
。
こ
れ
ら
の
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
債
務
ま
で
消
滅
さ

せ
る
の
は
、
他
人
の
債
権
の
処
分
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
お
か
し
く

は
な
い
か
」
(
法
学
協
会
雑
誌
〈
判
批
〉
八
六
巻
一
一
号
一
五
四
頁
)

と
い
わ
れ
る
。

四

詐
害
行
為
取
消
の
訴
と
中
断

大
審
院
(
昭
和
一
七
年
六
月
一
一
一
二
日
判
決
民
集
一
二
巻
七
二
ハ
頁
)
は
、

債
権
者
が
債
務
者
に
対
す
る
債
権
に
基
づ
い
て
、
受
益
者
叉
は
転
得
者
に
対

し
て
詐
害
行
為
の
取
消
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
勝
訴
判
決
を
得
て
も
、
た
と

え
債
務
者
が
同
訴
訟
に
補
助
参
加
し
て
い
よ
う
と
右
債
権
の
時
効
は
中
断
し

な
い
と
判
示
し
、
最
高
裁
(
昭
和
三
七
年
一

O
月
一
一
一
日
判
決
民
集
一
六
巻

一
O
号ゴ一

O
貰
)
も
こ
れ
を
踏
襲
す
る
。
し
か
し
、
先
に
み
た
中
断
の
範
囲

を
漸
次
拡
げ
つ
つ
あ
る
判
例
の
傾
防
}
(
特
に
⑤
最
(
大
)
判
昭
和
四
三
年
一
一

月
一
一
一
一
日
民
集
二
二
巻
一
二
号
二
五
一

O
頁
、
⑦
最
判
昭
和
四
四
年
一
一
月

一
一
七
日
民
集
二
三
巻
一
一
号
二
二
五
一
一
員
)
か
ら
す
る
と
、
今
後
、
判
例
の

動
揺
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
判
例
が
詐
害
行
為

取
消
の
訴
に
よ
っ
て
債
権
の
中
断
を
認
め
ぬ
こ
と
に
つ
き
、
我
妻
博
士
は

「
訴
が
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
の
は
、
そ
の
訴
の
訴
訟
物
と
な
る
権
利

に
限
る
と
い
う
思
想
の
現
わ
れ
で
あ
っ
て
、
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
)
」

と
し
て
中
断
を
主
張
さ
れ
、
於
保
教
授
は
、
債
権
者
代
位
権
に
準
じ
、
時
効

の
利
益
を
受
け
る
債
務
者
に
通
知
し
た
と
き
は
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず

る
、
と
い
う
提
案
を
し
て
い
る
。
ま
た
小
山
教
授
は
い
わ
ゆ
る
「
裁
判
上
の

催
告
」
に
よ
る
暫
定
的
時
効
中
断
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
説
か

{
る
)

れ
る
。思

う
に
、
詐
室
内
行
為
取
消
の
訴
で
勝
訴
す
る
こ
と
に
よ
り
債
務
者
に
対
す

る
債
権
が
債
務
名
義
を
取
得
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
詐
害
行
為
取

消
の
訴
は
右
債
権
の
終
局
的
実
現
へ
の
着
手
と
評
価
し
う
る
ほ
ど
に
強
力
な

権
利
主
張
、
即
ち
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
詐
害
行
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為
取
消
権
は
債
務
者
の
責
任
財
産
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か

ら
、
お
権
利
の
行
使
は
、
小
山
説
の
如
く
債
務
者
に
対
す
る
「
裁
判
上
の
催

北
口
」
を
含
み
、
暫
定
的
中
断
を
生
ず
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

(
1
)

小
山
弁
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
七
年
度
三
六
事
件
評
釈
参
照
。

(

2

)

本
稿
第
二
章
第
)
節
ニ

ω参
照
。

(
3
〉
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)
四
五
九
頁
。

(

4

)

於
保
不
二
雄
・
民
商
法
雑
誌
四
九
巻
〕
ロ
マ
九
四
頁
。

(

5

)

小
山
・
前
掲
評
釈
。

五:

応
訴
と
中
断

先
に
み
た
如
く
(
第
二
章
第
一
節
二
付
倒
)
、

漸
次
中
断
の
範
囲
を
拡
げ

つ
つ
あ
る
判
例
の
傾
向
は
、
応
訴
を
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
準
ず
る
と
し
て

中
断
を
認
め
る
こ
と
の
過
程
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
応
訴
が
中
断
事
由
と

な
る
か
否
か
は
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
の
基
準
を
考
察
し
た
段
階
(
第

二
章
第
一
節
二
八
円
)
で
既
に
詳
述
し
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
応
訴
に
よ
り

勝
訴
す
る
も
、
当
該
債
権
が
債
務
名
義
を
取
得
す
る
に
至
る
も
の
で
は
な
い

の
で
、
判
例
・
通
説
に
は
賛
成
し
え
な
い
。
応
訴
は
「
裁
判
上
の
催
告
」
と

し
て
債
権
者
に
前
訴
終
結
後
六
カ
月
の
訴
求
可
能
期
聞
を
付
与
す
れ
ば
十
分

で
あ
る
。
な
お
、
応
訴
に
よ
る
消
滅
時
効
中
断
の
時
点
は
、
当
該
権
利
主
張

の
時
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
応
訴
の
時
点
で
時
効
期
間
が
経
過
し
て
い

る
場
合
に
は
も
は
や
「
裁
判
上
の
催
告
」
と
し
て
の
中
断
も
生
じ
な
い
こ
と

と
な
る
。

北法31(2・434)834

(
1
〉
な
お
、
民
法
三

O
O条
の
解
釈
と
も
関
連
す
る
が
、
被
担
保
俊
権
の

時
効
完
成
後
も
、
留
置
権
者
は
債
務
者
か
ら
の
留
置
物
引
渡
請
求
に
対

し
て
被
担
保
債
権
と
の
引
換
給
付
を
要
求
で
き
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
公

平
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
と
は
時
効
中
断
の
場
面
で
解

決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
本
文
で
は
留
置
権
の
主
張
を
も
含
め

て
一
般
的
に
応
訴
と
中
断
の
問
題
を
考
え
た
。

ハ
2
)
大
(
逮
)
判
昭
和
一
四
年
三
月
二
二
日
民
集
一
八
巻
四
号
二
三
人
頁
、

我
一
安
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)
四
六

O
頁
、
安
達
三
季
生
・

判
例
評
論
一
二
二
号
ご
ニ
一
一
一
頁
、
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
(
昭
和
四
四

年
)
五
六
三
頁
な
ど
多
数
説
。
反
対
(
原
告
に
よ
る
訴
提
起
の
時
と
解

す
る
も
の
)
、
山
田
正
一
ニ
『
判
例
批
評
民
事
訴
訟
法
第
一
巻
』
(
大
正
一

二
年
)
三
四
九
頁
、
兼
子
一
『
民
事
訴
訟
法
体
系
』
(
昭
和
三
一
年
)

一
七
九
頁
、
岡
本
坦
・
注
釈
民
法
同
九

O
頁
等
。

催
告
を
受
け
た
者
の
債
務
調
査
の
た
め
の
猶
予
懇
請

最
判
昭
和
四
三
年
二
月
九
日
民
集
二
二
巻
二
号
一
二
二
頁
は
、
裁
判
外
で

債
務
履
行
の
催
告
を
受
け
た
者
が
請
求
権
の
存
否
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め

_L. 

ノ、

猶
予
を
求
め
た
場
合
に
は
、
民
法
第
一
五
三
条
所
定
の
六
カ
月
の
期
間
は
、

そ
の
者
か
ら
何
分
の
回
答
が
さ
れ
る
ま
で
進
行
し
な
い
と
し
た
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
第
二
審
判
決
の
引
用
す
る
大
判
昭
和
三
年
六
月
二
八
日
民
集
七
巻

入
号
五
一
九
頁
〔
回
答
の
あ
る
ま
で
催
告
の
効
力
が
存
続
し
、
債
務
を
承
認



す
れ
ば
中
断
と
な
り
、
債
務
を
承
認
し
な
け
れ
ば
そ
の
時
か
ら
六
カ
月
の
期

聞
が
進
行
す
る
と
い
う
)
の
先
例
が
あ
り
、
学
説
も
多
く
は
こ
れ
に
賛
成
し

(

8

)

(

4

)

 

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
構
成
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

本
判
決
は
、
催
告
の
効
力
が
存
続
す
る
と
せ
ず
、
回
答
の
あ
る
ま
で
六
カ
月

の
期
聞
が
進
行
し
な
い
と
し
て
い
る
点
で
右
昭
和
三
年
判
決
と
表
現
を
や
や

異
に
す
る
が
、
両
判
決
と
も
債
務
者
の
回
答
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
ふ
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
債
務
者
が
催
告
を
受
け
た
の
に
応
じ
、
債
務
調
査

の
た
め
の
猶
予
を
求
め
た
場
合
に
時
効
の
進
行
は
ど
う
な
る
か
。
学
説
が
概

ね
催
告
の
解
釈
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
な
か
で
、
本
件
の
事
案
に
即
す
れ
ば
、

催
告
の
効
力
で
な
く
、
債
務
者
の
(
一
応
の
、

一
種
の
条
件
附
)
承
認
を
も

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〕

総
合
し
て
時
効
中
断
の
有
無
を
決
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
の
川
井
教
授
の
見

解
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
調
査
の
た
め
の
猶
予
を
求
め
た
こ
と
に
よ

り
、
「
一
応
の
承
認
」

i
一
応
の
時
効
中
断
が
あ
り
、

そ
の
後
、

確
定
的
に

債
務
の
存
在
を
認
め
る
回
答
を
し
た
な
ら
ば
、
ふ
た
た
び
そ
の
時
点
で
「
承

認
」
が
あ
っ
た
と
み
れ
ば
よ
く
、
も
し
、
債
務
の
存
在
を
否
定
す
る
旨
の
阻

答
を
し
た
な
ら
ば
、
承
認
こ
そ
な
か
っ
た
と
し
て
も
催
告
の
効
力
だ
け
は
生

か
し
、
民
法
一
五
三
条
の
適
用
上
、
右
の
回
答
が
あ
っ
た
時
か
ら
六
カ
月
内

に
正
規
の
中
断
手
続
を
と
れ
ば
中
断
の
効
力
を
認
め
て
よ
い

と
説
か
れ

る
。
債
務
の
承
認
は
債
務
者
か
ら
一
方
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
債

権
者
の
催
告
に
促
さ
れ
て
な
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
川
井
説
の
視

点
は
正
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
、
債
務
調
査
の
猶
予
を
債
務
の
「
承
認
」
と
し
て
解
釈
す
る
学
説

の
少
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
「
承
認
」
を
観
念
の
通
知
た
る
債
務
存
在

の
認
識
の
表
示
と
す
る
た
め
、
債
務
調
査
の
猶
予
H
「
承
認
」
と
は
解
釈
し

ず
ら
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
債
務
の
「
承
認
」
と
は
権
制
主

張
形
式
に
よ
る
中
断
を
不
必
要
と
思
わ
せ
る
信
頼
を
惹
起
せ
し
め
る
行
為
と

解
す
る
立
場
で
は
、
債
務
存
否
の
調
査
の
猶
予
を
求
め
る
こ
と
は
、
調
査
の

上
債
務
が
存
在
す
れ
ば
支
払
う
意
思
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

債
権
者
の
訴
え
提
起
等
に
よ
る
時
効
中
断
行
為
を
不
必
要
と
思
わ
せ
る
信
頼

を
惹
起
せ
し
め
る
に
十
分
で
あ
り
、
従
っ
て
、
中
断
事
由
た
る
「
承
認
」
に

該
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
の
ち
に
確
定
的
に
債
務
存
在
を
認
め
る
回

答
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

最
初
の
「
承
認
」
〈
債
務
調
査
の
猶
予
懇
話
)
に

よ
り
中
断
し
て
新
た
に
進
行
中
の
時
効
が
再
び
中
断
さ
れ
る
こ
と
と
に
日
。

も
し
、
債
務
の
存
在
を
否
定
す
る
回
答
が
な
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
何
ら
回

答
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
以
っ
て
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
時
効
中

断
を
不
必
要
と
思
わ
せ
る
新
た
な
事
態
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
当

初
の
猶
予
懇
請
日
「
承
認
」
に
よ
る
中
断
後
の
新
た
な
消
滅
時
効
は
進
行
し

続
け
る
。

北法31(2・435)835



研究ノート

(

1

)

本
件
の
批
評
、
解
説
と
し
て
、
星
野
英
一
・
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻

五
号
七
七
頁
、
川
井
健
・
民
商
法
雑
誌
五
九
巻
二
号
八
六
頁
、
野
田
宏
・

法
曹
時
報
二

O
巻
六
号
一
二
五
頁
等
。

(

2

)

判
例
民
事
法
昭
和
三
年
度
五
一
事
件
小
町
谷
評
釈
参
照
。

(

3

)

小
町
谷
・
前
掲
評
釈
、
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』
(
昭
和
田

O
年
)

四
六
五
頁
、
柏
木
啓
『
判
例
民
法
総
論
下
巻
』
(
昭
和
二
七
年
)
三
九
六

頁
、
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)
四
九

O
頁
、
川
井
健
・

注
釈
民
法
同
一
一

O
頁
等
。
但
し
、
幾
代
通
「
時
効
の
中
断
」
(
総
合

判
例
研
究
叢
書
民
法

ω六
八
頁
は
疑
問
と
さ
れ
る
。

(

4

)

我
一
安
・
前
掲
器
四
六
五
頁
は
「
立
法
の
趣
旨
に
適
す
る
」
と
い
い

(
民
法
ご
丘
三
条
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
川
井
健
・
注
釈
民
法
同

一
O
一
一
良
以
下
に
詳
し
い
)
、
小
町
谷
・
前
掲
評
釈
は
「
斯
る
回
答
の

猶
予
を
求
め
ら
れ
た
者
が
之
を
承
諾
し
た
場
合
に
は
、
其
者
は
自
己
の

債
権
を
行
使
せ
ざ
る
債
務
を
負
ひ
、
其
問
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
其
問
は
民
法
第
一
一
ム
一
一
一
条
所
定
の
六
ヶ
月
の

期
間
の
進
行
を
停
止
す
る
も
の
と
解
す
る
」
と
説
く
。
ま
た
、
川
弁
・

注
釈
民
法
国
一
一

O
頁
は
「
信
義
則
」
の
見
地
か
ら
こ
の
結
論
を
支
持

す
る
。
し
か
し
、
幾
代
・
前
掲
六
七
頁
以
下
は
、
小
町
谷
・
前
掲
評
釈

の
所
説
を
傾
聴
す
べ
き
見
解
と
し
な
が
ら
「
た
だ
少
く
と
も
、
時
効
に

関
す
る
他
の
規
定
ゃ
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
判
例
理
論
を
見
る
と
き
、
そ

こ
に
は
か
な
り
形
式
的
厳
格
さ
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
、
本
件
判
決
が
そ
れ
ら
と
必
ず
し
も
一
貫
し
な
い
も
の
を
も
っ
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
:
:
時
効
の
公
益
的
制
度
た
る

面
を
や
阜
、
軽
視
す
る
嫌
い
な
し
と
は
し
な
い
」
と
し
て
疑
問
を
投
げ
か

け
る
が
、
星
野
・
前
掲
最
判
昭
和
四
三
一
年
評
釈
八

O
頁
は
、
そ
こ
で
い

う
「
公
益
」
の
意
味
が
十
分
明
ら
か
で
な
く
、
消
滅
時
効
も
第
一
に
は

債
権
者
・
債
務
者
間
の
関
係
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
「
形

式
的
厳
格
さ
」
を
要
求
す
る
の
は
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
と
い
う
。

(

5

)

注

(
1
〉
(
3
〉
参
照
。

(

6

)

川
井
・
前
掲
評
釈
。

(

7

)

従
っ
て
、
川
井
説
の
よ
う
な
「
一
応
の
承
-
認
」
で
は
な
い
。

(

8

)

も
っ
と
も
、
権
利
主
張
形
式
(
訴
の
提
起
)
に
よ
る
中
断
が
、
最
初

の
「
承
認
」
(
債
務
の
存
一
合
調
査
の
た
め
の
猶
予
懇
請
)
に
よ
る
新
た

な
時
効
期
間
中
に
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
二
度
目
の
「
承
認
」
に
よ
る
中

断
を
論
ず
る
必
要
は
な
レ
。

北法31(2・436)836

一七

消
滅
時
効
完
成
後
の
債
務
承
認

民
法
一
四
六
条
「
時
効
ノ
利
益
ハ
子
メ
之
ヲ
撒
楽
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
の

(
1
)
 

反
対
解
釈
と
し
て
、
時
効
完
成
後
は
時
効
利
益
(
援
用
権
〉
を
放
棄
し
得
る

と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
消
滅
時
効
完
成
後
、
債
務
者
が
欽
棄
も
援
用

も
し
な
い
で
、
減
額
懇
請
・
猶
予
懇
請
・
一
部
弁
済
・
弁
済
約
束
等
の
い
わ

ゆ
る
消
滅
時
効
完
成
後
の
債
務
の
承
認
を
し
た
場
合
の
規
定
を
欠
く
が
た
め

に
、
そ
の
法
的
処
理
は
解
釈
上
の
難
問
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
問
題

は
民
法
学
上
の
有
名
な
ポ
レ

l
ミ
ク
の
一
つ
で
あ
り
、
判
例
・
学
説
も
多
数



に
の
ぼ
る
。
だ
が
、
結
論
は
概
ね
い
わ
ゆ
る
消
滅
時
効
完
成
後
の
債
務
の
承

認
に
よ
り
債
務
者
は
援
用
権
の
行
使
を
許
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
点
で
は
一

致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
見
は
右
結
論
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

{
3
)
 

で
、
従
来
の
判
例
・
学
説
の
分
析
は
既
に
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も

あ
り
、
こ
こ
で
は
私
見
の
展
開
に
必
要
な
限
り
で
判
例
・
学
説
を
概
観
し
、

」
の
問
題
を
検
討
す
る
。

大
審
院
は
、
消
滅
時
効
完
成
後
の
債
務
の
承
認
に
よ
り
債
務
者
が
援
用
権

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

を
行
使
で
き
な
く
な
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
「
時
効
完
成
シ
タ
ル
場
合
ニ

在
テ
ハ
此
承
認
-
一
依
テ
時
効
ノ
利
益
ヲ
抽
棄
ス
ル
効
ヲ
生
ス
ヘ
キ
ハ
極
メ
テ

明
内
ノ
が
山
ナ
リ
ト
ス
」
と
し
て
、
最
初
か
ら
時
効
利
益
(
援
用
権
)
の
放

楽
の
角
度
か
ら
追
求
し
た
。
そ
し
て
時
効
利
益
の
放
棄
に
関
し
て
は
「
時
効

/
撤
棄
二
万
成
シ
タ
ル
時
効
ノ
効
力
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ノ
意
思
表
示
ナ
レ
円

完
成
シ
タ
ル
時
効
ノ
存
在
ヲ
知
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
之
ア
為
シ
得
へ
キ
モ
ノ
ニ

〔

5
}

ア
ラ
ス
」
と
し
、
時
効
完
成
を
知
ら
ず
し
て
債
務
の
承
認
を
し
て
も
時
効
利

益
の
放
棄
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
し
か
し
大
審
院
は
大
正
六
年
二
月
一
九

日
氏
録
一
一
三
輯
一
一
一
一
一
頁
の
判
決
に
お
い
て
「
普
通
債
権
カ
十
年
ノ
時
効
ニ

因
リ
テ
消
滅
ス
ヘ
キ
コ
ト
ハ
一
般
周
知
ノ
モ
ノ
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
カ
故

ニ
布
期
間
ヲ
経
過
シ
タ
ル
後
ニ
至
リ
債
務
者
カ
債
務
ノ
承
認
ヲ
為
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
時
効
完
成
ノ
事
実
ヲ
知
リ
テ
其
承
認
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
一
応
推
定
ス

ル
ヲ
妥
当
ナ
リ
ト
ス
」
と
し
て
、
以
後
、
判
例
の
主
流
は
債
務
者
側
に
時
効

完
成
を
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
を
課
し
、
し
か
も
そ
の
立
証

を
~
容
易
に
は
認
め
な
い
た
め
、
時
効
完
成
後
債
務
の
承
認
が
な
さ
れ
た
場
合

に
は
事
実
上
時
効
完
成
の
知
・
不
知
を
問
わ
ず
時
効
利
益
の
放
棄
の
効
果
を

認
め
て
き
一
山
戸
こ
の
判
例
理
論
は
最
高
裁
に
お
い
て
も
承
警
ぜ
れ
防
炉
、
最

高
裁
大
法
廷
判
決
昭
和
四
一
年
四
月
二

O
日
民
集
二

O
巻
四
号
七

O
二
頁

は
、
時
効
完
成
の
知
の
推
定
は
経
験
則
に
反
す
る
と
の
学
説
の
批
桁

γ
容
れ

長
期
に
亙
っ
て
佐
立
さ
れ
て
い
た
前
記
推
定
理
論
を
裁
判
官
全
員
一
致
で
変

更
す
る
と
と
も
に
債
務
者
が
消
滅
時
効
完
成
の
事
笑
を
知
ら
な
い
場
合
で

も
、
時
効
の
援
用
は
信
義
則
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。

」
の
問
題
に
対
す
る
学
説
の
態
度
は
、
援
用
権
の
行
使
を
否
定
す
る
結
論

に
つ
い
て
は
圧
倒
的
支
持
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
理
論
構
成
に
関
し
て

は
、
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
・
完
成
の
効
果
・
援
用
の
性
質
等
に
つ
い
て
の

見
解
に
左
右
さ
れ
る
結
果
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
見
解
と
同
様
、
多
岐
に
分

れ
、
各
説
共
に
批
判
を
受
け
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

右
大
法
廷
判
決
を
導
い
た
諸
学
説
の
中
で
も
、
特
に
注
目
さ
る
べ
き
、
従
っ

て
検
討
さ
る
べ
き
は
川
島
説
で
あ
ろ
う
。
右
大
法
廷
判
決
は
、
援
用
権
喪
失

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
説
く
川
島
説
に
最
も
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

(
四
)

ら
で
あ
る
。
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先
ず
、
援
用
権
喪
失
の
理
論
構
成
か
ら
検
討
す
る
。
援
用
権
の
行
使
が
許

さ
れ
な
く
な
る
場
合
と
し
て
、
援
用
権
の
「
放
棄
」
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
援
用
権
の
「
喪
失
」
を
考
え
る
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
郎
ち
、

般
に
或
る
権
利
を
放
棄
す
る
に
は
、
そ
の
権
利
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
こ
と

を
要
す
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
か
ら
、
援
用
権
の
存
在
(
発
生
)
を
知

ら
な
い
場
合
を
援
用
権
の
「
放
棄
」
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
自
明
の
如
く
で
あ
る
が
疑
問
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
民

法
一
四
六
条
が
時
効
完
成
前
の
援
用
権
の
放
棄
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
時
効
完
成
前
の
援
用
権
放
棄
の
可
能
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
完
成
前
の
放
棄
に
あ
っ
て
は
援
用
権
未
発
生
の
故
に
援
用
権
発
生
の
知
は

あ
り
え
ず
、
従
っ
て
、
援
用
権
発
生
の
知
は
援
用
権
放
棄
の
要
件
で
は
な
い

と
も
い
え
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
放
棄
の
効
果
意
思
は
侍

効
完
成
の
前
後
で
回
開
な
る
と
考
え
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
完
成

前
に
あ
っ
て
は
将
来
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
権
利
の
放
棄
、
完
成
後
に
あ

つ
て
は
既
に
発
生
し
た
権
利
の
放
棄
が
効
果
意
思
の
内
容
で
あ
り
、

従
て〉

て
、
後
者
に
あ
っ
て
は
時
効
完
成
(
援
用
権
の
発
生
)
の
知
が
要
件
に
な
る

と
考
え
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
川
島
説
が
時
効
援
用
権
者
の
効
果
意
思
に
関

係
な
く
生
す
る
援
用
権
の
「
喪
失
」
を
説
く
の
は
、
時
効
完
成
の
知
を
推
定

す
る
従
来
の
判
例
の
「
法
的
構
成
の
外
被
に
お
お
わ
れ
て
い
る
法
的
判
断
そ

の
も
の
の
構
造
を
発
町
民
」
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ

ー「

と
も
、
喪
失
理
論
は
「
放
棄
そ
の
も
の
と
要
件
に
お
い
て
区
別
が
あ
り
、
と

り
わ
け
伝
統
的
な
意
思
理
論
か
ら
の
解
放
は
あ
る
と
し
て
も
、
結
果
的
に
は

放
棄
が
る
っ
た
の
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
援
用
権
の
喪

失
を
放
棄
と
は
全
く
別
個
の
独
立
し
た
制
度
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
必
ず
し

(
珂
)

も
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
の
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
、
例
え

ば
、
「
放
棄
」
の
場
合
に
は
消
滅
時
効
の
再
度
の
進
行
は
な
く
、
「
喪
失
」
の

場
合
に
は
再
度
進
行
す
る
と
の
苧
引
か
を
す
れ
ば
、
「
放
棄
」
と
「
喪
失
」

と
を
区
別
す
る
意
味
は
あ
ろ
う
。

で
は
、
援
用
権
の
喪
失
は
従
来
の
時
効
理
論
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
か
。
ま
ず
、
「
喪
失
」
を
主
唱
さ
れ
る
川
島
法
定
証
拠
説
と
喪
失

理
論
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
法
定
証
拠
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
実
体
関
係
を
「
消
滅
時
効
期
間

内
で
の
債
務
消
滅
」
と
考
え
る
と
、
時
効
完
成
後
の
債
務
の
存
在
を
前
提
と

す
る
喪
失
理
論
は
理
解
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
、

喪
失
理
論
を
組
み
込
ん
で
川
島
法
定
証
拠
説
を
再
構
成
す
る
と
、
法
定
証
拠

説
の
内
容
は
異
な
っ
て
こ
ざ
る
を
得
ず
、
従
っ
て
、
法
定
-
証
拠
説
を
批
判
す

る
前
提
と
し
て
の
こ
の
説
に
対
す
る
理
解
が
修
正
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
を
意

味
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
喪
失
理
論
は
法
定
証
拠
説
に
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
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て
法
定
証
拠
説
を
眺
め
る
と
ど
う
な
る
か
。
喪
失
理
論
は
消
滅
時
効
期
間
内

に
債
務
が
弁
済
等
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。
即
ち
、
消
滅
時
効
期
間
内
で
の
債
務
消
滅
を
必
然
と
は
着
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
川
島
説
も
ま
た
、
消
滅
時
効
完
成
に
よ
る
債

務
消
滅
の
蓋
然
性
は
高
く
と
も
、
そ
れ
は
必
然
性
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

認
め
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
消
滅
時
効
の
完
成
に
(
弁
済
に
よ
る
)
債
務

消
滅
の
推
定
を
看
る
星
野
説
に
近
づ
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

要
す
る
に
、
「
法

定
証
拠
」
か
ら
眺
め
る
と
喪
失
理
論
は
矛
盾
し
、
逆
に
、
喪
失
理
論
か
ら
眺

め
る
と
「
法
定
証
拠
」
は
意
味
を
失
な
い
、
両
者
は
馴
じ
ま
ぬ
よ
う
に
思
わ

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

れ
る
。
次
に
、
確
定
効
果
説
・
解
除
条
件
説
で
は
、
消
滅
時
効
の
完
成
に
よ

り
権
利
が
消
滅
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
援
用
権
の
喪
失
は
認
め

{
凶
)

ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
停
止
条
件
説
で
は
、
援
用
の
な
い
か
ぎ
り
債
務

は
い
ま
だ
消
滅
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
時
効
完
成
後
の
承
認
は
時
効

利
益
の
放
棄
か
否
か
と
い
う
問
題
に
触
れ
る
こ
と
は
な
く
、
時
効
完
成
前
の

(
日
}

承
認
に
準
じ
て
時
効
中
断
と
同
様
の
効
果
を
認
め
う
る
、
と
や
や
苦
し
い
説

明
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
結
局
、
推
定
的

時
効
観
以
外
の
学
説
と
援
用
権
の
喪
失
と
は
整
合
性
を
欠
く
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
事
を
も
っ
て
喪
失
理
論
を
否
定
す
る
訳
に
は
い
か

な
い
。
重
要
な
こ
と
は
結
論
の
妥
当
性
で
あ
る
。
そ
の
結
論
が
論
理
的
帰
結

で
あ
る
こ
と
も
ま
た
大
切
で
あ
る
が
、
論
理
的
説
明
が
未
だ
熟
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
妥
当
な
結
論
を
斥
け
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
昭
和
四
一
年
大
法
廷
判
決
の
実

質
的
根
拠
を
検
討
し
た
い
。

右
大
法
廷
判
決
の
核
心
は
次
に
あ
る
。
①
「
時
効
の
完
成
後
、
債
務
者
が

債
務
の
承
認
を
す
る
こ
と
は
、
時
効
に
よ
る
債
務
消
滅
の
主
張
と
相
容
れ
な

い
行
為
で
あ
り
」
、
②
「
相
手
方
に
お
い
て
も
債
務
者
は
も
は
や
時
効
の
援

用
を
し
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
後
に
お
い
て
は

債
務
者
に
時
効
の
援
用
を
認
め
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
信
義
則
に
照
ら

し
、
相
当
で
あ
る
」
。
@
は
、
禁
反
一
吉
ロ
・
外
観
法
理
を
暗
示
す
る
か
の
如
く
で

あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
場
合
、
禁
反
一
言
や
外
観
法
理
は
個
別
的
規
定
に

活
か
さ
れ
て
は
い
る
が
二
般
条
項
と
し
て
は
信
義
則
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
①
を
も
含
め
て
判
例
の
根
拠
は
信
義
則
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
解

し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
信
義
則
の
内
容
は
②
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
債
務
者
の
承
認
に
よ
り
債
権
者
は
債
務
を
履
行
し
て
も
ら
え
る
と
の

(
却
)

信
頼
を
有
し
、
そ
の
信
頼
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
問
題
は
右
信
頼
が
法
的
保
護
に
値
す
る
か
否
か
と
い

う
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
本
判
決
に
一
人
反
対
の
判
例
批
評
を
さ
れ
る
西
村

教
授
は
、
そ
も
そ
も
債
権
者
は
右
信
頼
を
置
く
答
は
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
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に
述
べ
る
。
①
「
時
効
完
成
の
事
実
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
債
務
の
承
認
を

す
る
の
が
通
例
で
あ
る
以
上
は
、
債
権
者
と
し
て
も
、
時
効
完
成
後
に
債
務

の
京
認
を
し
た
債
務
者
は
時
効
完
成
の
事
実
を
知
ら
ず
に
な
し
た
も
の
と
推

知
ず
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
従
っ
て
、
:
:
・
常
識
の
あ
る
債
権
者
で
あ
れ

ば
、
時
効
完
成
後
に
債
務
者
が
債
務
の
承
認
を
し
た
場
合
に
は
、
む
し
ろ
、

後
日
に
至
り
も
し
債
務
者
が
債
務
承
認
の
当
時
に
お
い
て
既
に
そ
の
債
務
が

時
効
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
覚
知
し
た
と
き
は
、
時
効
の
援
用
を
す
る
か

も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
」

②
「
そ
の

際
、
債
権
者
も
ま
た
時
効
完
成
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
(
あ
る
い
は
、
時

効
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
知
識
が
な
か
っ
た
)

と
す
れ
ば
、
「
債
務
者

は
も
は
や
時
効
の
援
用
を
し
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
る
」
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
」
③
「
も
し
そ
れ
、
債
権
者
自
身
は
時
効
完
成
の
事
実

を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
実
を
知
ら
な
い
債
務
者
が
債
務
の
承
認

を
し
た
場
合
に
、
そ
の
債
務
承
認
を
楯
に
と
っ
て
、
後
臼
に
至
り
時
効
完
成

の
事
実
を
覚
知
し
た
債
務
者
に
対
し
て
、
汝
は
す
で
に
時
効
完
成
後
の
時
点

に
お
い
て
債
務
を
承
認
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
は
や
時
効
を
援
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
債
務
者
の
無
知
に
乗
ず
る
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
債
権
者
の
方
が
却
っ
て
信
義
則
に
反
す
る
も
の
と
い
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
よ

敏
密
な
分
析
に
基
づ
い
た
論
理
的
な
批
判
で
あ
り
、
正
鵠
を
得
て
い
る
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
意
を
要
す
る
の
は
②
の
指
摘
で
あ
る
。

確
か
に
、

債
権
者
の
側
で
も
債
務
の
承
認
当
時
、

時
効
完
成
を
知
ら
な
い

か
、
あ
る
い
は
時
効
制
度
そ
の
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
判
旨
の

よ
う
に
、
債
権
者
が
「
債
務
者
は
も
は
や
時
効
の
援
用
を
し
な
い
趣
旨
で
あ

る
と
考
え
る
」
と
い
う
の
は
理
が
通
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う
な

債
権
者
が
、
債
務
者
の
承
認
行
為
を
契
機
と
し
て
、
債
務
者
は
後
日
債
務
を

履
行
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
な
い
し
信
頼
を
実
際
に
寄
せ
る
こ
と

は
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
時
効
完
成
を
知
ら
な
い
、
も
し
く

は
時
効
制
度
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
債
権
者
は
、
時
効
完
成
後
の
債
務
の
承

認
に
よ
り
「
債
務
者
は
も
は
や
時
効
の
援
用
を
し
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
考
え

る
」
こ
と
は
な
く
と
も
、
「
債
務
者
は
後
日
債
務
を
履
行
し
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
と
考
え
る
」
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
は
時
効
完
成
を
知
る
債

権
者
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
債
権
者
の
こ
の
期
待
な
い
し
信

頼
を
、
債
務
者
が
惹
起
せ
し
め
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
以
後
、
援
用
権
の
行

使
を
許
さ
ず
と
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
か
官
官
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
関
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
判
旨
の
文
理
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
批
判
し
、
理

論
的
に
は
債
権
者
に
信
頼
は
生
じ
な
い
と
の
、
西
村
教
授
の
鋭
い
指
摘
に
も

拘
ら
ず
、
他
の
学
説
の
賛
成
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
一
因
は
、
お
そ
ら
く
、
判
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旨
も
言
外
に
含
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
、
実
際
に
生
じ
た
債
権
者
の
信
額
の
保

護
の
要
否
の
側
面
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

思
う
に
、
昭
和
四
一
年
判
決
が
意
思
推
定
に
よ
る
黙
示
の
援
用
権
放
棄
と

い
う
法
律
構
成
か
ら
離
れ
、
最
判
昭
和
四
五
年
五
月
一
一
一
自
民
集
二
四
巻
五

号
コ
一
九
一
ニ
頁
が
援
用
権
喪
失
後
の
消
滅
時
効
の
再
度
進
行
を
認
め
た
こ
と
に

よ
り
、
判
例
上
は
喪
失
の
効
果
は
中
断
と
等
し
く
な
り
、
従
っ
て
、
時
効
完

成
後
の
債
務
承
認
を
時
効
中
断
事
由
と
し
て
の
債
務
承
認
と
同
じ
も
の
と
考

(幻〕

え
う
る
余
地
か
生
ず
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
、
判
例
上
、
喪
失
事
由
と
し
て

の
承
認
と
中
断
事
由
と
し
て
の
承
認
が
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
否

か
は
問
わ
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
、
援
用
権
喪
失
に
よ
り
債
権
者
の
訴

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

求
可
能
期
間
が
延
長
す
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
従
っ
て
、
こ
の
点
で
は
中
断

と
同
視
で
き
よ
う
。
そ
れ
故
、
債
権
者
の
信
頼
が
法
的
保
護
に
値
す
る
か
否

か
は
承
認
が
中
断
事
山
と
さ
れ
る
根
拠
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
債
権
者
が
債
務
の
承

認
に
よ
り
債
務
者
は
後
日
債
務
を
履
行
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
な

い
し
い
釈
を
寄
せ
た
に
し
て
も
、
右
信
頼
は
法
的
保
護
に
値
し
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
時
効
完
成
前
の
承
認
が
中
断
事
由
と
さ
れ
る
の
も

債
権
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の
信
頼
が
保
護
さ
れ
る
の

は
、
債
務
者
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
信
頼
の
た
め
に
債
権
者
が
権
利
主
張
形

式
に
よ
る
中
断
行
為
を
控
え
て
い
る
閑
に
、
時
効
を
進
行
・
完
成
さ
せ
債
務

者
に
時
効
利
益
を
付
与
す
る
こ
と
は
不
当
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
債
権

者
の
信
頼
保
護
は
、
債
権
者
に
中
断
行
為
に
出
る
手
段
が
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
前
提
で
あ
り
、
時
効
が
完
成
し
て
債
権
者
が
中
断
行
為
に
出
る
可
能
性

を
失
っ
た
あ
と
で
は
、
法
的
保
護
に
値
す
る
債
権
者
の
信
頼
は
存
在
し
な
い

{
却
V

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
援
用
権
の
喪
失
を
認
め
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
承
認
が
中
断
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
は
承
認
が
当
の
権
刺
の
存

在
を
推
認
さ
せ
る
強
力
な
証
拠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
訴
訟
法
説
の

立
場
に
つ
な
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
体
法
説
を
も
含
め
た
学

説
が
こ
ぞ
っ
て
昭
和
四
一
年
判
決
の
結
論
を
疑
わ
な
い
の
は
、
時
効
学
説
の

複
眼
的
視
点
と
モ
ザ
イ
ク
的
解
釈
の
一
例
と
し
て
批
判
す
る
以
前
に
、
不
思

議
な
感
す
ら
覚
え
る
。
具
体
的
事
案
に
お
い
て
援
用
権
の
喪
失
を
認
め
る
か

否
か
は
、
価
値
判
断
と
し
て
も
微
妙
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
喪
失
理
論
を
主

唱
さ
れ
る
川
島
博
土
の
本
件
評
杭
)
か
ら
も
寧
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

わ
が
国
の
喪
失
理
論
は
債
務
者
に
時
効
利
益
を
認
め
な
い
範
閉
が
広
く
、
比

較
法
的
に
も
独
特
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
状
況

か
ら
し
て
も
、
本
判
決
の
結
論
の
賛
否
は
大
き
く
分
か
れ
て
も
よ
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
結
局
、
こ
こ
で
も
問
題
の
解
答
は
時
効
観
に
ま
で
遡
ら

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
債
務
者
と
い
え
ど
も
い
つ
ま
で
も
履
行
を
強
制
さ
れ
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研究ノート

る
不
安
定
な
地
位
に
置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
償

務
は
あ
く
ま
で
履
行
さ
る
べ
し
と
考
え
る
か
。
私
は
前
者
を
採
る
の
で
あ

る
。
価
値
判
断
が
対
立
す
る
場
合
で
も
、
何
れ
を
採
る
か
、
法
解
釈
上
は
一

定
の
ル
ー
ル
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
含
め
て
、
私
見
の
妥
当
性
は

第
一
章
で
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

な
お
、
私
見
に
お
い
て
も
消
滅
時
効
制
度
そ
の
も
の
が
債
権
者
と
債
務
者

の
保
護
の
調
整
を
目
的
と
し
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
の

一
定
の
行
為
に
着
目
し
、
援
用
権
行
使
を
封
ず
る
解
釈
の
道
を
初
め
か
ら
閉

ざ
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
右
調
整
は
援
用
権
の
発
生
(
時
効
の
完
成
)

を
阻
止
す
る
方
向
で
、
例
え
ば
、
中
断
の
基
準
の
設
定
及
び
そ
の
基
準
の
適

用
に
お
い
て
柔
軟
な
解
釈
(
も
っ
と
も
、
法
的
安
定
性
の
要
請
を
顧
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
)
を
す
る
と
か
、
債
権
者
が
中
断
行
為
に
出
る
こ
と
を

困
難
に
し
て
お
き
な
が
ら
時
効
を
援
用
す
る
の
を
信
義
則
で
封
じ
る
等
、
時

効
完
成
前
の
当
事
者
の
行
為
を
問
題
と
す
る
方
向
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
消
滅
時
効
制
度
は
債
務
者
と
い
え
ど
も
債
務
を
免
れ
る
制
度
で
あ
り
、

時
効
利
益
は
、
債
務
者
が
時
効
制
度
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
、
時
効
完
成
を

知
っ
て
い
る
か
否
か
に
拘
ら
ず
画
一
的
に
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ

と
た
び
時
効
が
完
成
し
た
以
上
、
当
の
債
務
者
が
時
効
利
益
を
享
受
す
る
や

否
や
は
、
専
ら
債
務
者
の
意
思
い
か
ん
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
時
効
完
成
後
の
債
務
者
の
行
為
を
信
義
則
を
持
ち

出
し
て
評
価
し

援
用
権
を
喪
失
せ
し
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

の
み
な
ら

ず
、
「
放
棄
」
の
認
定
に
あ
た
っ
て
も
、

基
本
的
に
は
放
棄
意
思
の
あ
る
場

合
に
の
み
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
立
法
論
と
し
て
は
、
あ
え
て
法
文

に
「
放
棄
」
を
持
ち
込
む
必
要
は
な
く
、
時
効
完
成
後
は
債
務
者
の
任
意
弁

済
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ゎ

が
法
が
民
法
一
四
六
条
を
置
く
以
上
、
そ
の
反
対
解
釈
と
し
て
援
用
権
の
放

棄
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
解
釈
と
し
て
は
、
ま
ず
、
時
効
完
成

後
の
放
棄
は
時
効
完
成
の
知
を
要
し
、
大
正
六
年
以
来
の
推
定
理
論
は
変
更

さ
れ
、
完
成
の
不
知
を
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
援
用
権
放
棄
の
効

果
意
思
の
認
定
も
慎
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
援
用
権

の
放
棄
あ
り
と
さ
れ
て
も
、
放
棄
の
効
果
と
し
て
は
、
永
続
的
債
務
は
認
め

る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
、
消
滅
時
効
は
再
度
進
行
す
る
と
解
す
べ

き
で
あ
出
。
こ
れ
を
具
体
的
事
案
に
即
し
て
述
べ
よ
う
。

昭
和
四
一
年
判
決
は
、
書
面
(
手
紙
〉
に
よ
る
減
額
懇
請
(
利
息
・
損
害

金
の
免
除
と
分
割
払
)
に
つ
い
て
の
事
案
で
あ
り
、
わ
が
国
で
は
、
債
務
承

認
と
い
う
こ
と
ば
が
か
な
り
広
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ

て
、
こ
の
大
法
廷
判
決
の
射
程
距
離
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
減
額
懇
請
の
他
に
、
従
来
の
判
例
に
現
わ
れ
た
事
案
を
、
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部
弁
済
・
猶
予
懇
請
・
弁
済
約
束
等
に
類
型
化
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
場

合
に
も
援
用
権
が
喪
失
す
る
と
い
う
結
論
は
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
た
と

え
債
務
者
に
時
効
完
成
の
知
が
あ
ろ
う
と
も
、
一
部
弁
済
に
あ
っ
て
は
残
債

務
に
つ
い
て
、
減
額
懇
請
・
猶
予
懇
詰
に
あ
っ
て
は
全
債
務
に
つ
い
て
援
用

権
行
使
の
可
能
性
を
背
後
に
留
保
し
つ
つ
、
出
来
る
か
ぎ
り
債
務
を
弁
済
し

ょ
う
と
し
て
、
か
よ
う
な
承
認
行
為
に
出
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
本
判
決
の
出
現
に
よ
り
、
ひ
と
た
び
債
務
の
承
認
が
な
さ
れ
る
と
、
と

た
ん
に
債
務
者
の
全
く
予
期
し
な
い
法
的
効
果
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ

う
す
る
と
、
可
能
な
限
り
任
意
の
弁
済
を
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
そ
の
意
味

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

で
は
法
の
要
求
す
る
以
上
に
良
心
的
な
債
務
者
も
、
安
ん
じ
て
履
行
に
着
手

ず
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
僅
か
に
、
援
用
権
の
放
棄
が
認
め

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
弁
済
約
束
の
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ

れ
と
て
も
単
な
る
弁
済
約
束
に
放
棄
意
思
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
例
え

ぽ
、
緩
問
権
不
行
使
の
旨
を
記
し
た
書
面
が
差
し
入
れ
ら
れ
た
場
合
等
に
は

じ
め
て
時
効
完
成
不
知
の
推
定
が
破
れ
る
と
と
も
に
、
放
棄
意
思
が
認
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
皮
失
」
を
広
く
認
め
る
と
、

消
滅
時
効
制
度
を
知
る
債
務
者
は
い
わ
ゆ

る
債
務
の
承
認
を
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
判
例
・
学
説
は

ば
権
者
を
保
護
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
債
権
者
の
債
権
回
収
を
閤

難
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
し
、
せ
め
て
消
滅
時
効
制
度
を
知
ら
ね
債
務
者

が
債
務
の
承
認
を
し
た
場
合
に
は
、
債
務
を
強
制
履
行
さ
せ
よ
う
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
債
務
者
の
無
知
に
乗
ず
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
要
す
る
に
、
消
滅
時
効
完
成
後
は
法
の
関
与
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ

り
、
債
務
者
が
明
確
に
援
用
権
を
放
棄
せ
ざ
る
限
り
、
消
極
的
に
、
既
に
な

さ
れ
た
給
付
に
つ
い
て
の
み
そ
れ
を
債
務
の
有
効
な
弁
済
と
認
め
る
に
す
ぎ

な
い
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
つ
理
論
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ

る。(

1

)

わ
が
国
で
は
、
時
効
学
説
の
対
立
と
あ
い
ま
っ
て
、
「
完
成
」
と
い
う

と
、
あ
た
か
も
権
利
が
消
滅
す
る
か
の
よ
う
な
、
従
っ
て
、
確
定
効
果

説
の
ニ
ユ
ア

γ
ス
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
時
効
期
間
満

了
を
意
味
す
る
慣
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
の
点
、
ド
イ
ツ
で
は
消
滅
時
効
の
完
成
(
〈
c
z
oロ
仏
ロ
ロ
悶
)
に

よ
り
永
久
的
抗
弁
権
(
給
付
拒
絶
権
)
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
問
題

は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
抗
弁
権
は
、
相
手
方
の
請
求
が
あ
れ
ば
そ

の
つ
ど
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
一
舟
一
訴
に
お
い
て
も
再
度

行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
a
(

於
保
不
二
雄
「
抗

弁
権
」
民
事
法
学
辞
典
(
上
)
五
六
五
頁
以
下
参
照
〉
。
こ
の
抗
弁
権
に

よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
請
求
権
が
、
経
済
的
に
は
あ
た
か
も
存
在
せ
ざ
る

と
同
様
に
な
ろ
う
と
も

ZE-巴
ロ
乙
F
O
E
-官
立
D
)
、
法
律
上
は
な
お

存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
既
判
力
の
効
果
を
一
事
不
再
理
と
み
る
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か
、
矛
盾
判
断
の
禁
止
と
み
る
か
に
よ
っ
て
扱
い
を
異
に
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
フ
ラ

γ
ス
法
に
お
い
て
は
、

H
M
2
E
2

の
流
れ
を
く
む
学
者
は
消
滅
時
効
を
も
っ
て
単
に
訴
権
の
時
効
と
解
す

る
が
、
ロ
ロ
ロ
C
仏

及

び

巴

o自
己
の
流
れ
を
く
む
学
者
は
、
こ
れ
を
も

っ
て
実
体
格
自
体
を
消
滅
せ
し
む
る
と
こ
ろ
の
権
利
の
時
効
と
解
し
て

い
る
、
と
の
説
明
が
あ
る
(
柚
木
馨
〈
判
例
批
評
〉
民
商
法
雑
誌
九
巻

凶
巧
一
九
一
一
一
一
良
)
。
わ
が
民
法
に
お
い
て
は
、
消
滅
時
効
の
完
成
に
よ
り

援
用
機
が
発
生
し
、
援
用
権
の
行
使
に
よ
り
権
利
は
消
滅
す
る
と
考
え

る
。
従
っ
て
、
時
効
完
成
の
知
・
不
知
に
係
わ
り
な
く
、
援
用
前
の
給

付
は
有
効
な
弁
済
に
な
り
、
援
用
権
行
使
後
に
給
付
し
た
場
合
に
は
、

緩
用
機
行
使
に
よ
り
、
既
に
債
務
の
自
己
に
存
在
せ
ざ
る
こ
と
を
知
っ

て
弁
済
し
た
も
の
と
し
て
、
返
還
請
求
は
許
き
れ
な
く
な
る
(
民
七

O

五
条
)
と
考
え
る
。

(

2

)

旧
民
法
は
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
見
解
に
従
い
(
∞
E
E
Oロ
邑
P
H
ν
円
と
え

〔-。
s
ι
o
n
Z
F
f
Z
2
L
-
H〈
司

-
g↓
2
ω
)
時
効
の
性
質
を
法
定

の
証
拠
と
し
て
捉
え
、
こ
の
立
場
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
合
三
二
一

O

条
|
一
一
一
一
一
一
一
一
条
〉
に
な
ら
っ
て
時
効
の
放
棄
を
規
定
し
た
(
証
拠
編

一
O
O条
l
一
O
三
条
)

o

し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
旧
民
法
に
は

か
な
り
周
到
な
用
意
が
あ
っ
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
」
(
内
池
慶
四
郎

「
時
効
完
成
後
の
債
務
の
承
認
」
演
習
民
法
(
総
則
・
物
権
)
二
九
五

頁
)
か
は
疑
問
で
あ
る
。
や
は
り
、
時
効
利
益
の
「
喪
失
」
の
問
題

は
解
釈
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
と
岡
山
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
(
そ
の

際
、
証
拠
編
一

O
九
条
第
五
・
一
一
八
条
以
下
の
、
中
断
家
出
と
し
て

の
任
意
の
追
認
は
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
ろ
う
)
。
な
お
、
時
効
完
成

後
の
弁
済
は
、
推
定
的
時
効
観
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
(
内
池
・
前
掲

同
頁
は
、
財
産
編
五
六
三
条
一
項
か
ら
、
「
常
に
」
と
解
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
が
)
有
効
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

現
行
民
法
の
起
草
者
は
実
体
法
説
を
採
用
し
な
が
ら
も
(
梅
謙
次
郎
・

法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
四
巻
一
四
六
丁
以
下
)
、
時
効
の
放
棄
に
つ

い
て
は
旧
民
法
の
規
定
を
一
ケ
条
に
ま
と
め
、
怠
味
に
変
更
は
な
い
と

し
た
(
前
掲
速
記
録
一
六
六
丁
以
下
)
。

(
3
)
遠
藤
浩
「
時
効
の
援
用
・
利
益
の
放
棄
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法

ω二
ニ

O
頁
以
下
、
於
保
不
二
雄
「
時
効
の
援
用
及
び
時
効
利
益
の
放

業
」
法
曹
時
報
五
巻
七
号
一
一
良
以
下
、
川
弁
健
・
注
釈
民
法
同
州
五
回
頁

以
下
、
注
(

8

)

の
評
釈
等
参
照
。

(

4

)

大
判
明
治
四
凶
年
一

O
月
一

O
日
民
録
一
七
輯
五
五
二
頁
。

(

5

)

大
判
大
正
三
年
四
月
二
五
日
民
録
二

O
輯
三
四
二
頁
。
事
案
は
、
時

効
完
成
後
の
手
形
債
務
に
債
務
者
が
利
息
を
つ
け
て
支
払
う
旨
を
特
約

し
た
も
の
で
、
大
審
院
は
時
効
利
益
を
放
棄
し
た
も
の
と
認
定
し
た
原

判
決
を
破
棄
。
な
お
、
大
判
大
正
四
年
一
一
一
月
一
一
日
民
録
二
一
一
斡
三

O

七
頁
、
大
判
大
正
四
年
二
一
月
二
三
日
民
録
二
一
輯
一
二
七
九
真
、
大

判
大
正
八
年
五
月
一
九
日
民
録
二
五
輯
八
七
五
頁
、
大
判
大
正
一

O
年

一
一
月
七
日
民
録
二
七
続
二
一
三
一
一
頁
も
時
効
の
放
棄
を
認
め
な
い
。

(

6

)

大
判
大
正
六
年
三
月
一
一
一
日
民
録
二
三
斡
三
六

O
頁
、
大
判
大
正
六

年
四
月
二
六
日
民
録
二
三
輯
六
七
二
頁
、
大
判
大
正
一

O
年
二
月
一
四

日
民
録
二
七
輯
二
八
五
頁
ハ
判
例
民
法
一
五
事
件
〉
、
大
判
昭
和
二
年
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六
月
八
日
新
聞
二
七
一
一
一
一
号
一
四
頁
、
大
判
昭
和
一

O
年
三
月
一
五
日

新
聞
三
八
二
二
号
一
六
頁
、
大
判
昭
和
一

O
年
二
一
月
二
八
日
新
聞
三

九
四
一
号
八
頁
、
大
判
昭
和
二
ニ
年
一
-
月
一

O
日
民
集
一
七
巻
二
一

号
二
一

O
ニ
頁
(
判
例
民
事
法
一
二
八
事
件
)
等
。
但
し
、
判
例
の
中

に
は
時
効
完
成
の
不
知
の
立
一
証
を
認
め
、
あ
る
い
は
時
効
完
成
の
知
の

推
定
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
時
効
利
益
の
放
棄
な
し
と
し
て
時
効
援

用
を
肯
定
す
る
も
の
も
幾
つ
か
あ
る
〈
大
判
大
正
八
年
五
月
一
九
日
民

録
二
五
輯
八
七
五
頁
、
大
判
大
正
一

O
年
二
月
七
日
民
録
二
七
輯
二
三

三
頁
、
大
判
昭
和
六
年
二
一
月
三
日
民
集
一

O
巻
一
二
号
一
一
五
九
頁
、

大
判
昭
和
一
四
年
二
月
一
一
一
日
民
集
一
八
巻
二
号
一
一
一
一
一
一
良
、
大
判
昭

和
一
七
年
一
二
月
一
四
日
新
聞
四
七
七
六
号
一
六
頁
等
〉
。
従
っ
て
、
判

例
は
時
効
援
用
を
許
す
こ
と
が
妥
当
か
否
か
を
か
な
り
共
体
的
に
考
慮

し
て
い
た
と
の
評
価
(
内
池
・
前
掲
二
九
八
頁
〉
も
で
て
く
る
の
で
あ

る
ハ
但
し
、
五
十
嵐
清
・
判
例
評
論
九
五
号
二
一
一
氏
は
、
そ
の
点
不
明

と
す
る
)
。

ハ
7
)
最
判
昭
和
三
五
年
六
月
二
三
日
民
集
一
四
巻
八
号
一
四
九
八
頁
。
本

件
の
批
評
と
し
て
、
於
保
不
二
雄
・
民
商
法
雑
誌
四
四
巻
一
号
一
-
一
四

頁
、
三
測
乾
太
郎
・
法
曹
時
報
一
二
巻
八
号
八
九
頁
。

(
8
〉
本
件
の
批
評
・
解
説
と
し
て
、
五
十
嵐
清
・
前
掲
、
川
島
武
宜
・
法

学
協
会
雑
誌
八
四
巻
四
号
七
四
真
、
西
村
信
雄
・
民
商
法
雑
誌
五
五
巻

六
号
九
一
一
一
一
貝
、
四
宮
和
夫
・
昭
和
四
一
・
四
二
年
度
重
要
判
例
解
説

ハ
ジ
品
リ
ス
ト
増
刊
〉
コ
一

O
頁
、
乾
昭
ゴ
了
法
律
時
報
三
八
巻
一

O
はす

一
一
六
頁
、
祈
国
文
郎
・
法
曹
時
報
一
八
巻
六
号
一

O
八
頁
、
高
木
多

喜
男
・
民
法
の
判
例
〈
第
二
版
〉
一
ニ
七
頁
、
遠
藤
厚
之
助
・
民
法
判
例

百
選

I
九
四
頁
、
水
本
浩
「
大
法
廷
判
決
巡
歴
・
時
効
完
成
後
の
債
務

の
承
認
」
法
学
セ

4
ナ

l
一
二
九
号
四

O
頁
、
内
池
慶
四
郎
・
前
回
向
、

遠
藤
浩
「
時
効
利
益
の
放
棄
」
判
例
演
習
民
法
総
則
〈
増
補
版
〉
二
四

五
頁
、
平
井
一
雄
「
消
滅
時
効
完
成
後
の
債
務
の
承
一
認
」
判
例
と
学
説

2
一
四

O
頁
、
同
・
民
法
学
1
二
九
四
頁
、
同
孝
「
時
効
完
成
後
の
債

務
承
認
」
民
法
の
争
点
七
八
頁
等
。

(
9
〉
我
妻
栄
・
判
例
民
法
大
正
一

0
年
度
一
四
事
件
評
釈
、
末
弘
厳
太
郎
・

判
例
民
法
大
正
一

0
年
度
一
五
事
件
評
釈
、
川
島
武
宜
『
民
法

I
』

ハ
昭
和
三
五
年
)
六
五
頁
。

(
川
山
〉
な
お
、
消
極
的
理
由
づ
け
と
し
て
、
「
か
く
解
し
て
も
、
永
続
し
た

社
会
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
時
効
制
度
の
存
在
理
由
に
反
す
る
も

の
で
も
な
い
」
と
説
く
が
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
(
本
件
評
釈
者
の
と

り
扱
い
も
同
様
)
。

(
日
〉
詳
細
は
、
川
井
・
前
掲
六

O
頁
以
下
参
照
。

(
ロ
)
本
判
決
が
、
援
用
権
の
喪
失
(
川
島
説
)
を
認
め
た
も
の
か
(
川
島
・

前
掲
評
釈
七
七
頁
、
高
木
・
前
掲
四

O
頁
。
な
お
、
川
井
・
前
掲
六
二

頁
は
援
用
権
の
喪
失
は
放
棄
に
準
じ
た
扱
い
を
な
せ
ば
足
り
る
と
す

る
)
、
そ
れ
と
も
援
用
権
の
行
使
が
時
訂
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
沼
め

た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
る
か
(
折
田
・
前
掲
一
二
一
京
、
五
十
嵐
・

前
掲
二
一
一
良
は
、
於
保
説
〈
於
保
不
二
雄
『
民
法
総
則
講
義
』
(
昭
和

二
六
年
)
二
九
四
頁
、
同
・
前
掲
論
文
二
三
官
民
〉
に
も
っ
と
も
近
似
す

る
と
い
う
。
な
お
、
平
井
一
雄
・
判
例
と
学
説

2
一
四
八
頁
、
同
・
民
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法
学
1
二
九
五
頁
)
、
見
解
は
分
れ
て
い
る
。
本
判
決
を
時
効
期
間
満

了
に
よ
り
実
体
法
上
の
権
利
消
滅
の
効
果
が
生
ず
る
と
す
る
従
来
の
判

例
〈
大
判
明
治
三
八
年
一
一
月
二
五
日
民
録
一
二
料
一
五
八
一
頁
〉
の

態
度
(
確
定
効
果
説
〉
の
延
長
線
上
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
後
者
に

な
ろ
う
。
逆
に
、
前
者
に
立
つ
と
、
本
判
決
は
従
来
の
判
例
の
態
度
か

ら
離
れ
た
と
み
る
(
四
宮
・
前
掲
三
二
良
。
但
し
、
四
宮
教
授
は
本
判

決
は
援
用
権
の
喪
失
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
明
言
す
る
も
の
で
は
な

い
)
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
放
判
昭
和
四
五
年
五
月
一
一
一
日
民

集
二
四
巻
五
号
一
一
一
九
三
頁
が
、
内
同
務
承
認
後
に
再
度
完
成
し
た
時
効
の

援
用
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
後
者
で
は
「
論
理
的
に
い
え
ば
、
援
用

維
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
承
認
の
時
か
ら
消
滅
時
効
が
進
行
す
る
と
レ
う

こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
」
(
遠
藤
浩
・
民
商
法
雑
誌
六
五
巻
一
号
二
ハ
ニ

頁
)
か
ら
、
判
例
は
援
用
権
の
喪
失
を
認
め
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
い
え
よ
う
(
遠
藤
浩
・
法
学
教
室
〈
第
二
期
〉
二
号
一
八
九
真
、

同
六
号
一
七
一
頁
)
。

(
日
)
川
島
武
笠
『
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)
凶
六
四
頁
。

(

M

)

同
前
・
四
六
六
頁
。

(
日
)
川
井
・
前
掲
六
二
頁
。

(
国
)
遠
藤
浩
・
民
商
法
雑
誌
六
五
巻
一
円
乃
二
ハ
一
一
一
一
良
。
な
お
、
五
十
嵐
教

授
は
最
判
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
七
日
民
集
二
三
巻
一
一
号
一
一
一
一
五
一

頁
(
抵
当
権
設
定
受
記
抹
消
登
記
手
続
諮
問
求
訴
訟
の
応
訴
と
被
担
保
債

権
の
消
滅
時
効
の
中
断
の
事
案
。
判
旨
は
時
効
完
成
後
の
債
務
承
認
に

よ
る
再
度
の
時
効
進
行
を
当
然
の
前
提
と
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
)
の

批
評
で
、
「
一
旦
援
用
権
の
喪
失
が
あ
っ
た
場
合
に
は
も
は
や
時
効
は

進
行
せ
ず
、
時
効
権
者
の
保
護
の
た
め
に
は
他
の
手
段
ハ
信
義
則
に
よ

る
個
別
的
救
済
と
か
一
般
の
時
効
期
間
の
類
推
と
か
〉
を
考
え
る
と
い

う
解
決
も
あ
り
え
た
と
思
う

f
i
-
-
し
か
し
、
〔
最
判
昭
和
四
五
年
五
月

二
一
日
〕
の
出
現
は
、
こ
の
解
釈
論
の
可
能
性
を
ほ
と
ん
ど
奪
っ
て
し

ま
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
(
民
商
法
雑
誌
六
三
巻
一
号
一
一
二
八
瓦
)
。

(
刀
)
本
稿
第
一
章
第
三
節
一
ニ
付

ω同
参
照
。
消
滅
時
効
を
債
務
消
滅
の
法

定
証
拠
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
「
喪
失
」
を
論
ず
る
以
前
に
、
「
放

楽
」
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
(
遠
藤
浩
「
時
効
利
益
の
放

棄
」
判
例
演
習
民
法
総
則
〈
増
補
販
〉
二
四
七
頁
参
照
〉
。

(
国
)
確
定
効
果
説
で
は
、
時
効
利
益
の
放
棄
は
時
効
の
効
果
(
権
利
消

滅
)
を
利
得
せ
ぬ
旨
の
一
方
的
か
つ
不
要
式
の
意
思
表
示
で
あ
り
、
時

効
完
成
を
知
つ
て
な
し
た
弁
済
・
承
認
は
時
効
の
放
棄
と
み
ら
れ
る

が
、
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
「
不
当
利
得
ノ
原
則
ニ
従
ヒ
其

給
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ハ
当
然
」
(
富
井
政
章
『
民

法
原
論
第
二
者
総
論
下
』
ハ
明
治
三
七
年
)
五
四
七
頁
〉
と
さ
れ
て
い

る
。
確
定
効
果
説
で
は
、
そ
も
そ
も
「
爽
失
」
を
論
ず
る
以
前
に
、

「
放
棄
」
を
説
明
す
る
こ
と
す
ら
難
し
く
な
る
(
内
池
・
前
掲
一
一
一

0
0

頁
参
照
)
。
こ
の
理
は
解
除
条
件
説
に
も
い
え
よ
う
。
解
除
条
件
説
で

も
「
槌
棄
ハ
完
成
ジ
タ
ル
時
効
ノ
利
益
ヲ
受
ケ
ザ
ル
旨
ノ
意
思
表
示
ナ

ル
ガ
故
ニ
時
効
中
断
ノ
原
因
タ
ル
承
認
ト
呉
ナ
リ
時
効
ノ
完
成
-
一
付
テ

認
識
ヲ
有
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
地
棄
ノ
怠
思
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
い
い
、
従

っ
て
「
時
効
ノ
完
成
ヲ
知
一
フ
ズ
ジ
テ
為
シ
タ
ル
弁
済
ハ
助
棄
/
窓
思
ヲ
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消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完)

伴
フ
モ
ノ
ト
解
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
其
ノ
知
ラ
ザ
リ
シ
コ
ト
ニ
付
テ

ハ
弁
済
者
ニ
一
於
テ
挙
証
ノ
責
任
ヲ
負
フ
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
ベ

シ
」
(
鳩
山
秀
夫
『
日
本
民
法
総
論
下
巻
』
(
大
正
一
三
年
〉
五
九
一
一
良
〉

と
し
て
、
挙
証
責
任
か
ら
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
叩
印
〉
穂
積
重
遠
・
判
例
民
法
大
正
一

0
年
度
一
五
事
件
四
八
頁
。

(
却
)
内
池
・
前
掲
ゴ
一

O
ニ
頁
参
照
。

(
幻
)
西
村
信
雄
・
民
商
法
雑
誌
五
五
巻
六
号
九
三
頁
以
下
。

(
詑
〉
藤
岡
康
宏
・
法
学
協
会
雑
誌
八
九
巻
一
号
一
一
六
頁
参
照
。

(
泊
〉
遠
藤
浩
「
時
効
利
益
の
放
棄
と
承
認
」
判
例
時
報
編
集
部
編
・
民
法

基
本
問
題
一
五

O
講

I
(昭
和
四
一
年
)
二
五

O
頁
は
、
時
効
完
成
前

の
承
認
と
完
成
後
の
承
認
を
、
「
そ
れ
迄
経
過
し
た
時
効
の
流
れ
が
無

意
味
に
な
っ
た
」
と
い
う
視
点
か
ら
両
者
を
同
様
に
扱
お
う
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
両
者
の
効
果
を
同
じ
も
の
と
み
て
か
ら
論
じ
て

お
り
無
意
味
で
あ
る
。
両
者
の
効
果
を
同
じ
も
の
と
み
う
る
か
否
か
こ

そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
内
池
・
前
掲
三

O
二
頁
は
時
効
完
成

後
の
弁
済
・
承
認
に
よ
り
時
効
の
援
用
が
否
定
さ
れ
る
の
は
債
権
者
の

信
頼
保
護
に
あ
る
と
す
る
(
な
お
、
内
池
「
時
効
の
目
的
と
そ
の
根
拠

に
つ
い
て

1
i
i時
効
要
件
と
し
て
の
時
間
経
過
の
意
味
」
私
法
二
八
号

九
一
頁
は
、
承
認
に
よ
る
中
断
の
根
拠
を
債
権
者
の
信
頼
保
護
に
求
め

て
い
る
〉
。
そ
こ
で
は
、
時
効
完
成
前
の
承
認
と
完
成
後
の
承
認
と
は

同
視
し
得
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
両
者
に
同
様
の
効
果
を
認
め
て
い

る
。
こ
こ
で
も
、
時
効
完
成
後
の
債
務
承
認
に
よ
り
生
じ
た
債
権
者
の

信
頼
が
、
何
ゆ
え
法
的
保
護
に
値
す
る
の
か
の
説
明
は
不
十
分
で
あ

る。

(
斜
)
川
島
武
宜
・
法
学
協
会
雑
誌
八
四
巻
四
号
七
四
頁
。
な
お
、
柏
木
啓
・

民
商
法
雑
誌
九
巻
四
号
一
八
六
頁
(
大
判
昭
和
二
二
年
一
一
月
一

O
日

の
批
評
)
と
同
『
判
例
民
法
総
論
下
巻
』
(
昭
和
二
七
年
〉
三
六
九
百
H

を
対
照
せ
よ
。
改
説
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
お
)
五
十
嵐
清
・
判
例
評
論
九
五
号
二
一
頁
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
時

効
の
放
棄
は
明
示
又
は
黙
一
不
に
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
黙
示
の
放

棄
は
既
得
の
権
利
の
放
棄
を
推
認
さ
せ
る
「
事
実
」
(
同
色
丹
)
か
ら
生
ず

る
と
の
規
定
が
あ
る
た
め
(
フ
民
二
一
一
二
一
条
)
、
放
棄
の
認
定
は
比

較
的
容
易
で
あ
る
。
放
棄
の
認
定
は
、
右
「
事
実
」
の
認
定
が
前
提
と

な
る
た
め
事
実
審
裁
判
所
の
権
限
と
さ
れ
、
履
行
の
猶
予
懇
議
、
債

務
の
額
の
み
を
論
ず
る
こ
と
も
時
効
利
益
の
黙
示
の
放
棄
と
解
さ
れ
て

し
レ
る
(
虫
ω巳
o
-
2
同

6
0
2・
吋

EF芯
旬

g
c占
E
O
内
目
。
仏

B
E
n
-
-
一

同
日
ロ

2
H
p
v
b払
岨

件

〈

H

F

H

甲山凶

A
F

ロ
0
5∞
匂
)
。
こ
れ
に
対
し
て
ド

イ
ツ
民
法
は
や
や
制
限
的
で
あ
る
。
ド
民
二
二
二
条
二
項
は
、
消
滅
時

効
完
成
後
の
紛
付
・
契
約
に
よ
る
承
認
・
担
保
設
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

た
と
え
時
効
完
成
を
知
ら
な
い
で
そ
れ
ら
の
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
で

も
、
の
ち
に
そ
れ
ら
の
効
カ
を
否
認
で
き
な
い
旨
を
規
定
す
る
》
こ
こ

で
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
契
約
に
よ
る
承
認

(gユ
『
出
向

ω百回

Z
R
2

〉
ロ

zrEgg-m)
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
承
認
は
ド
民
二

O
八
条
の

中
断
事
由
た
る
承
認
と
は
全
く
異
な
る
と
さ
れ
、
制
限
的
で
あ
る
。
即

ち
、
第
二
委
員
会
は
こ
の
京
認
を
現
行
民
法
七
八
一
条
の
抽
象
的
債
務

承
認
(
大
塚
館
児
「
原
因
関
係
と
人
的
抗
弁
」
円

LZω
ロ
roc-
一
八
号
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研究ノート

凶
九
頁
、
吾
妻
光
俊
「
抽
象
債
務
理
論
に
於
け
る
抽
象
債
務
約
束
の
地

位
」
東
京
商
科
大
学
研
究
年
報
法
学
研
究

3
二
五
七
頁
以
下
参
照
)
と

考
え
て
い
た

(HMBgro--。
y
ω
N
ω
印
)
の
で
、
ド
民
七
八
二
条
・
ド

商
一
一
一
五

O
条
の
場
合
を
除
き
、
書
面
形
式
を
要
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
者
団
に
よ
ら
な
い
含
E
自
己
R
u
n
g
〉
B
H
Z
2旨
日
で

も
よ
い
と
の
説
も
あ
っ
た
が

(
ω
g
E岳
ロ
問
。
円

H
の
♀
ロ
四
十
問
。
5
5
2
5凶円

N
Z
B
回
出
同
開
巾
ユ
一
円
}
届
ロ
の
g
o
Rゲロロ
}fHW仏・

F
H
H
・
〉
ロ
ロ
・
・
巴
印
、
ァ
一
昨

日
NNHNN
叶
但
し
、
笠
宮
与
吉
岡
2
H
ロニ
n
r
O
P
E
-
〉
口
町
?
活
由
。
ム

NNN

嗣

NN
品
は
改
説
)
、
場
合
に
よ
っ
て
は
抗
弁
権
の
放
楽
(
〈

2
N
F
n
Z
)
と
な

る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
、
放
楽
は
時
効

完
成
〈
の
可
能
性
)
の
知
を
要
件
と
す
る
か
ら
、
書
面
に
よ
ら
ざ
る
承
認

が
放
棄
に
該
た
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
(
〈
・
司
伶

EBω
ロ
P
宮
田
口
n
Zロ
2

関

O
B
B巾
ロ
仲
良

NZ百
回
国
吋
問
。
ュ

-nroロ
C
2
2
Nゲロロ
}f
切仏

F
H甲叶∞-

岬

N
N
N
H州
N
3
0
例
え
ば
、
何
ら
の
留
保
の
な
い
一
部
弁
済
で
も
、
契
約

上
の
承
認
で
は
な
く
、
残
部
に
つ
い
て
の
消
滅
時
効
の
放
棄
で
も
な

い
3
0
0
円四己

H
〉
己
間
口
ω
t
p
同
C
S
B
2
M
g円
NE自
国
民
円
四
2
E
n
r
oロ

。22N
r
E
n
r
-
回
ι
-
F
ロ
・
〉
口
出
・

5
叶∞・申

NN印
何
回
品
)
o

な
お
、
ス

イ
ス
債
務
法
六
三
条
二
項
、
イ
タ
リ
ア
民
法
二
九
四

O
条
は
時
効
完
成

後
に
任
意
で
弁
済
し
た
場
合
は
返
還
請
求
し
得
な
い
回
目
を
規
定
す
る
。

(
お
〉
時
効
の
援
用
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
当
な
権
利
行
使
と
し
て
信
義

別
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
市
く

か
ら
判
例
で
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ラ
レ
ン
ツ
の
言
葉
を
借

り
る
と
「
債
務
の
存
在
を
知
っ
て
消
滅
時
効
の
抗
弁
権
を
主
張
す
る
こ

と
は
、
法
秩
序
が
そ
れ
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
許
き
れ
な
い

権
利
行
使
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
債
務
者
が
あ
ら
か
じ
め
彼
の
反

対
権
(
の
め
問
。
ロ

E
n
Z
)
を
行
使
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
外
観
を
作
出

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
図
的
に
、
も
し
く
は
意
図
的
な
ら
ず
と
も
、
債

権
者
が
消
滅
時
効
の
中
断
を
目
的
と
し
て
訴
を
提
起
す
る
の
を
妨
げ
た

場
合
に
は
不
当
な
権
利
行
使
と
な
り
う
る
」
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
こ

で
は
、
債
権
者
が
債
務
者
の
態
度
か
ら
自
分
の
誇
求
権
が
満
足
さ
せ
ら

れ
る
か
、
あ
る
い
は
争
わ
れ
る
に
し
て
も
消
滅
時
効
以
外
の
実
体
的
抗

弁
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
時
効
期
間
満
了
前
に
請
求
し
な
か
っ
た
場
合

が
こ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
(
戸
問
。
ロ
タ
〉
-
釘
め
自
己
ロ

2
吋

e-

L
g
ι
芦
号
ロ
プ
伶
ロ
切
管

m
2
z
n
r
g
M
問。

n
y
F
日
・
〉
己
目

f
s∞。一町
E

H

〈
∞
-
N
U
O
)
。
も
っ
と
も
、
戸
。
Y
B
E
E
-
ロE
〉
ロ
2
rめロロ
Z
5
5『
'

E
F
E
m，
CHL。
E
Z
g
L巧
S
U
N
ω
.
N
5
2・
は
、
一
連
の
ド
イ

ツ
判
例
に
依
拠
し
て
、
ド
民
一
一
一
一
一
一
条
二
項
の
契
約
上
の
承
認
の
要
件

が
緩
和
さ
れ
た
と
す
る
。

北法31(2・4.4.8)84.8

五
十
嵐
・
前
掲
評
釈
二
一
一
良
は
、
時
効
の
解
釈
に
信
義
則
を
持
ち
こ

む
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
私
見
も
、
消
滅
時
効
完
成
後
の
債
務
者

の
行
為
に
信
義
則
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
ス
ピ
ロ
ー
も
利
息
や
一
部
の
弁
済
、
免
除
や
猶
予
の
懇
蔚
等

が
、
た
だ
ち
に
放
棄
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
伏
務
者
が
あ
ら

ゆ
る
手
段
を
留
保
し
て
お
こ
う
と
す
る
の
は
極
め
て
あ
り
う
る
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
イ
ス
債
務
法
二
ニ
五
条
一
号
ハ
中
断
事
由
と

し
て
の
承
認
)
の
類
推
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
時
効
完
成
後
は
債
務



者
の
態
度
が
債
権
者
の
中
断
行
為
を
妨
げ
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、

H
W
ロ
ロ

0
2
2
5
H
Z
G
H
V
O
E
4・
H
h
y
H
-

rznF
仏
冊
目
ゲ
出
片
岡
巾
同
】

HnF2HH同
2
F
F
国
内
同
・
戸
〉
口
問
。
同
国
内

5
2
吋

冊

子

申

N
U
吋
ロ
日
が
利
息
の
支
払
い
を
放
棄
と
み
る
の
は
い
き
す
ぎ
で
あ

る
と
す
る

(ω
立
ロ
y
F
m
・

o・-回仏・
H-ω
印
h

志向・)。

(
幻
)
ド
イ
ツ
で
も
、
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放
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り
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な
お
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
、
放
棄
と
同
時
に
新
た
な
時
効
が
進
行

す
る
と
い
う
説
明
が
あ
る
〔
風
間
鶴
寿
・
千
野
国
丸
『
消
滅
時
効
の
法

理
と
実
際
』
(
昭
和
一
四
年
)
〈
銀
行
問
題
研
究
会
〉
五
九
頁
。

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

ま

と

め

債
務
の
履
行
さ
れ
る
べ
き
L

は
法
秩
序
の
基
本
的
要
請
で
あ
る
。
し
か
し

現
代
の
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
は
、
法
(
経
済
)
生
活
に
お
け
る
計
算
可

能
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
権
利
の
永
続
性
に
制
限
を
付
す
る
必
要
も
ま
た

否
め
な
い
。
消
滅
時
効
は
こ
の
対
立
す
る
要
請
の
調
和
を
図
っ
た
制
度
で
あ

る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
消
滅
時
効
制
度
は
、
法
の
二
つ
の
要
請
、
即
ち
、

①
債
務
者
と
い
え
ど
も
、
永
遠
に
権
利
不
行
使
と
い
う
不
安
定
な
状
態
に
置
か

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
要
請
(
第
一
の
要
請
)
と
、
②
債
務
は
履
行
さ
る

べ
し
と
の
要
請
(
第
二
の
要
請
〉
の
調
和
を
図
り
、
権
利
不
行
使
と
い
う
事

実
の
一
定
期
間
経
過
に
よ
り
、
債
務
者
に
形
成
権
た
る
援
用
権
ハ
債
権
者
の

請
求
権
を
消
滅
さ
せ
る
権
利
〉
を
与
え
、
援
用
権
の
行
使
に
よ
り
法
律
上
の

債
務
者
の
地
位
を
免
れ
せ
し
め
る
制
度
で
あ
る
と
解
す
る
。
従
っ
て
、
消
滅

時
効
中
断
の
基
準
も
、
第
一
の
要
請
に
対
応
し
て
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中

断
の
基
準
が
、
第
二
の
要
請
に
対
応
し
て
債
務
承
認
形
式
に
よ
る
中
断
の
基

準
が
導
か
れ
る
。

権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
の
基
準
は
、
原
則
と
し
て
債
務
名
義
取
得
に

至
る
一
連
の
手
続
に
接
続
す
る
権
利
主
張
の
有
無
で
あ
り
、
債
務
名
義
取
得

後
は
強
制
執
行
行
為
の
有
無
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
裁
判
上
の
請
求
」
(
民

四
九
条
)
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
給
付
の
訴
の
提
起
」
で
あ
り
、

確
認
の
訴

が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
例
外
的
に
篠
認
の
利
益
が
有
る
場
合
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
判
例
・
学
説
が
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
準
ず
る
と
し
て
中
断

効
を
認
め
て
き
た
場
合
の
取
り
扱
い
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
「
裁
判
上
の

請
求
」
に
該
た
る
、
な
い
し
は
準
ず
る
と
し
て
中
断
を
認
め
る
こ
と
は
、
債

務
名
義
の
取
得
に
至
一
ら
ぬ
権
利
主
張
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
債
権
者
に
長
期

の
訴
求
可
能
期
間
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
権
利
の
速
か

な
行
使
・
消
滅
を
意
図
す
る
法
の
予
定
せ
ざ
る
と
こ
ろ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
他
方
、
右
権
利
主
張
を
何
ら
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
中
断
効
を
認
め
な
い

と
す
る
と
、
少
く
と
も
裁
判
上
で
権
利
主
張
を
し
た
に
も
拘
ら
ず
権
利
を
失

な
う
に
等
し
く
な
り
(
援
用
権
の
行
使
を
受
け
る
)
債
権
者
に
酷
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
こ
の
不
利
益
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
不
利
益
の

回
避
は
、
右
債
権
者
に
再
度
、
権
利
の
強
制
的
実
現
に
至
る
レ

l
ル
に
乗
る

機
会
を
与
え
る
こ
と
で
、
即
ち
、
短
期
の
訴
求
可
能
期
間
を
与
え
る
こ
と
で

十
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
消
滅
時
効
制
度
に
内
在
す
る
第
一
の
要
請
と
第
二
の

要
請
の
調
和
点
は
、
右
債
権
者
の
権
利
主
張
を
「
裁
判
上
の
催
告
」
と
し
て
、

当
該
訴
訟
終
結
後
六
カ
月
の
訴
求
可
能
期
聞
を
認
め
る
こ
と
の
中
に
あ
る
と

考
え
る
。
従
っ
て
、
「
裁
判
上
の
請
求
」

に
よ
る
本
来
的
中
断

(
あ
る
抗
求

権
に
対
す
る
権
利
主
張
に
よ
り
そ
の
請
求
権
の
消
滅
時
効
が
中
断
す
る
)
の

基
準
は
「
給
付
の
訴
の
提
起
」
で
あ
り
、
確
認
の
訴
の
提
起
に
よ
り
中
断
が

生
ず
る
の
は
例
外
的
に
確
認
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
附

随
的
中
断
(
あ
る
請
求
権
に
対
す
る
消
滅
時
効
の
中
断
行
為
な
い
し
そ
の
諾

求
権
の
消
滅
時
効
中
断
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
請
求
権
と
密
綾
な
関

速
を
も
っ
他
の
請
求
権
の
消
滅
時
効
も
中
断
す
る
〉
の
基
準
、
お
よ
び
本
来

的
中
断
が
「
ハ
給
付
の
)
訴
の
提
起
」
以
外
で
生
じ
る
場
合
の
基
準
は
「
裁

判
上
の
催
告
」
で
あ
る
。

債
務
承
認
形
式
に
よ
る
中
断
の
基
準
、

即
ち
「
承
認
」
(
民
一
四
七
条

ロ
マ
)
は
、
「
権
利
主
張
形
式
に
よ
る
中
断
を
不
必
要
と
思
わ
せ
る
信
頼
を
惹

起
せ
し
め
る
行
為
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
承
認
」
は
法
律
行
為
た
る
意
思

表
示
、
準
法
律
行
為
た
る
観
念
の
通
知
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
事

実
的
行
為
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。

右
の
基
準
に
照
ら
し
て
判
例
に
現
わ
れ
た
若
干
の
、
し
か
し
電
要
な
事
実

を
検
討
す
る
と
次
の
結
論
を
得
る
。

ハ
門
競
合
す
る
請
求
権
の
一
方
の
請
求
権
の
訴
求
は
他
方
の
話
求
権
の
「
裁

判
上
の
催
告
」
を
含
む
。
従
っ
て
、

一
方
の
請
求
権
の
満
足
を
求
め
て
訴
を

提
起
す
る
も
敗
訴
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
一
方
の
請
求
権
を
訴
求
中
、
請
求

原
因
を
変
更
し
他
方
の
請
求
権
を
訴
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
前
一
亦
の
促

起
に
よ
る
時
効
中
断
を
前
提
と
し
て
、
後
訴
で
他
方
の
請
求
権
の
満
足
を
求

め
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
但
し
、
後
訴
の
提
起
は
前
訴
終
局
判
決
確
定
の
時

か
ら
六
カ
月
内
に
限
ら
れ
る
。
な
お

一
方
の
請
求
権
の
「
承
認
」
は
他
方

の
請
求
権
の
「
承
認
」
と
も
な
り
、
従
っ
て
、
他
方
の
請
求
権
を
も
中
断
す

る。
∞
手
形
債
権
の
訴
求
は
原
因
債
権
の
「
裁
判
上
の
催
告
」
を
合
み
、
手
形

債
権
の
「
承
認
」
は
原
因
債
権
の
「
承
認
」
と
も
な
る
。
但
し
、
そ
の
逆
は

認
め
ら
れ
な
い
。

白
保
証
人
は
主
た
る
債
務
の
時
効
援
用
権
者
た
り
え
な
い
。

同
詐
害
行
為
取
消
の
訴
は
、
債
務
者
に
対
す
る
債
権
の
「
裁
判
上
の
催
止
口
」

を
含
む
。

国
応
訴
は
、
当
該
債
権
の
「
裁
判
上
の
催
告
」
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
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円
催
告
を
受
け
た
者
の
債
務
存
否
調
査
の
た
め
の
猶
予
懇
話
は
「
承
認
」

に
該
た
る
。
の
ち
に
確
定
的
に
債
務
存
在
を
認
め
る
回
答
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
右
回
答
も
「
承
認
」
と
な
り
、
最
初
の
「
承
認
」
に
よ
り
中
断
し
新
た

に
進
行
中
の
時
効
が
再
び
中
断
す
る
。
も
し
、
債
務
の
存
在
を
否
定
す
る
回

答
が
な
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
何
ら
回
答
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
当
初
の
猶

予
懇
請
H
「
承
認
」
に
よ
る
新
た
な
時
効
は
進
行
し
続
け
る
。

同
い
わ
ゆ
る
消
滅
時
効
完
成
後
の
債
務
の
ゑ
認
に
よ
り
債
務
者
が
援
用
権

を
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
消
滅
時
効
完
成
後
は
債
務
者
が
明
確
に
援
用
権

を
放
棄
せ
ざ
る
限
り
、
消
極
的
に
、
既
に
な
さ
れ
た
給
付
が
債
務
の
有
効
な

消滅時効制度の根拠と中断の範囲 (2・完〉

弁
済
と
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

消
滅
時
効
制
度
は
、
債
権
者
と
債
務
者
の
保
護
の
調
整
を
白
的
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
時
効
利
益
は
債
務
者
に
画
一
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
調
整
は
援
用
権
の
発
生
(
時
効
の
完
成
)
を
阻
止
す
る
方
向

で
、
例
え
ば
、
中
断
の
基
準
の
設
定
及
び
そ
の
基
準
の
適
用
に
お
い
て
柔
軟

な
解
釈
(
も
っ
と
も
、
法
的
安
定
性
の
要
請
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
)
を
す
る
と
か
、
債
権
者
が
中
断
行
為
に
出
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
お
き

な
が
ら
時
効
を
援
用
す
る
の
を
信
義
則
で
封
じ
る
等
、
時
効
完
成
前
の
行
為

を
問
題
と
す
る
方
向
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
具
体
的
事
案
を
検

討
し
て
得
ら
れ
た
結
論
も
、
右
の
線
に
沿
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ

る。
も
っ
と
も
、
全
て
の
問
題
は
消
滅
時
効
制
度
に
よ
り
債
務
者
が
債
務
を
免

れ
る
の
か
、
否
か
、
と
い
う
時
効
観
の
選
択
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
選
択

は
、
単
に
法
文
か
ら
の
採
求
を
超
え
て
、
社
会
の
進
展
の
度
合
、
文
化
規
範

の
推
移
成
長
に
応
じ
た
妥
当
な
判
断
を
要
請
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
決
定
は
ま

こ
と
に
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
現
代
に
お
け

る
消
滅
時
効
制
度
は
、
も
は
や
「
暗
黒
面
」
を
有
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

は
な
く
、
法
の
妙
味
と
し
て
こ
の
制
度
を
活
か
す
べ
き
時
代
に
入
っ
た
と
い

う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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The Policy of Extinctive Prescription and the 

Limit of Interruption of It. (2) 

Miyohiko MATSUHISAネ

The raison d'etre of extinctive prescription is to balanc巴 the

following conflicting policies: 1. e.， a) Even a debtor should not be 

put an unstable situation eternally (Even a creditor cannot have a 

right forever.); b) The debtor should discharge his liabilities. The 

balance is effected by giving a debtor a right to refuse the creditor's 

claim after a passage of a certain period. The passage of time for 

extinctive prescription may be interrupted by filing an action to the 

court or by the debtor's acknowledgement of his debt. 

The五rstpolicy (a) is the basis for permitting interruption by 

filing a claim to the court. The interruption is necessary for the 

court to give the creditor a title executoire， otherwise， without the 

interruption， the court may feel to have no alternative but to dismiss 

the suit because of the maturity of the period for extinctive pre. 

scription. In the absence of an 0伍cialfiling of a suit， a request 

to pay is required to be supplemented by bringing an action within 

a half year after the request (Civil Code Art. 153). 

The second policy (b) is the basis for permitting interruption 

byacknowledgement. The acknowledgement raises a need to protect 

the debtor who would ordinarily trust such acknowledgement in the 

belief of a future discharge by the debtor. 

Bearing these characteristics inherent in the extinctive pre-

scription in mind， some important judicial cases are reexaminecl. 

* Doctoral Student， Facu¥ty of Law， Hokkaido University 
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